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１．機構及び分掌事務 

本市における環境保全関係事務は、市民部環境課で所掌しているが、令和４年度の市民部

機構及び環境課の主な所掌事務等の内容は次のとおりである。  

 

 (1) 機構図 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (2) 分掌事務 

  ① 環境基本計画に関すること 

  ② 環境関係条例の運用調整に関すること 

  ③ 環境審議会の運営に関すること 

  ④ 環境保全思想の普及啓発に関すること 

   ・広報資料の作成 

   ・その他の啓発活動 

    ⑤ 公害審査及び技術指導に関すること 

  ⑥ 公害苦情の処理に関すること 

  ⑦ 環境保全協定の締結又は改廃に関すること 

  ⑧ 調査分析に関すること 

  ⑨ 公害等紛争調整委員会の運営に関すること 

  ⑩ 公害関係団体の指導に関すること 

  ⑪ レンタルルーム等指導要綱の運用に関すること 

  ⑫ 自然環境等と再生可能エネルギーの調和に関すること  

   

市 長 

環境審議会  

公害等紛争調整委員会  

副 市 長 自然環境等と再生可能エネルギー発電設備

設置事業との調和に関する審議会  

市 民 部 長  環境係（係長１名、係員２名、会計年度任用職員２名） 

美化センター  

市民対話課

市民課  

産業廃棄物対策担当（係長１名）  

環 境 課 長  
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２．環境保全関係予算 

令和４年度における本市の環境保全関係（環境課執行分）当初予算の内訳は、次に示すと  

おりである。  

環境保全関係当初予算内訳（人件費は除く）  

                                                                       （千円） 

予 算 科 目 報  酬  報償費  旅  費  需用費  役務費  委託料  

公 害 対 策 費 938 430 259 4,623 6,913 27,893 

 

予 算 科 目 
使用料及 

び賃借料 

備  品

購入費  

負担金補助 

及び交付金 
合  計  

公 害 対 策 費 507 2,699 243 44,505 

 

   事業費内訳 

      （公害対策費） 

          ○環境調査事業                        ３４，７９０千円 

          ○公害測定機器等整備事業                    ２，７００千円 

          ○千種川等水質精密調査事業                   ３，５００千円 

          ○環境基本計画推進事業                   １，２８０千円 

          ○一般事務費等                               ２，２３５千円  

 

環境保全関係当初予算の推移（人件費は除く） 

                                       （千円） 

年 度 平成元 ２  ３  ４  ５  ６  ７  ８  ９  

予算総額 45,417 45,551 56,059 92,298 74,514 111,133 43,199 51,753 50,271 

 

年 度 １０  １１  １２  １３  １４  １５  １６  １７  １８  

予算総額 50,061 60,663 78,377 53,610 45,550 47,114 45,637 41,379 35,982 

 

年 度 １９  ２０  ２１  ２２  ２３  ２４  ２５  ２６  ２７  

予算総額 36,039 41,164 50,824 36,133 57,983 70,793 55,254 55,499 61,308 

 

年 度 ２８  ２９  ３０  令和元  ２  ３  ４  

予算総額 63,697 60,476 56,673 48,698 50,131 45,147 44,505 
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３．環境保全行政の取組 

 本市の環境行政については、昭和３０年代の重化学工業の発展を中心とした高度成長期を

迎え、大気汚染・水質汚濁などの産業公害による人の健康や生活環境への深刻な影響が懸念

され、公害対策への積極的な対応が求められるようになり、昭和４６年に「赤穂市環境保全

条例」を制定し、環境問題に対応してきた。 

 その後、昭和６０年代に入ると、環境に関する考え方の範囲やイメージは「都市環境の安 

全性」や「公害の防止」という範疇から文化的・歴史的環境の保全、さらには文化性や美観

的要素を兼備した都市環境づくりが求められるようになった。 

 このような時代の潮流に対処していくため、より快適な生活環境の創造に向けて、本市固 

有の自然・歴史・文化資源を活かした総合的・計画的な環境施策を進めることが必要となり、  

まちとしての望ましい環境像を明らかにし、いわゆる「赤穂らしさ」を探究するまちづくり

のガイドラインとなる「赤穂市環境管理計画」を平成元年度に策定した。 

 さらに、環境基本法及び循環型社会形成推進基本法の制定並びに「赤穂市総合計画」（平

成１２年度）の策定等を踏まえ、平成１３年３月に「赤穂市環境基本条例」の全面改正を行

った。  同時に、地域環境のあり方を明示し、環境に配慮した新たな行政の展開を図るため、

「赤穂市環境管理計画」を全面改定し、新たに２１世紀のまちづくりの指針となる「赤穂市

環境基本計画」を策定した。 

その後、予想を遥かに上回って進行する地球温暖化対策に市民・事業者・市が協働で取り

組むため、平成２１年３月にその道標となる「赤穂市低炭素戦略 2020」（赤穂市地球温暖化

対策地域推進計画）を策定するとともに、この計画との整合性を図るため、「赤穂市環境基

本計画」の改訂を行った。平成２８年３月、環境に係る社会情勢や国の政策動向、社会全体

の環境政策の変化を反映し、本市の環境に係る情勢や施策動向の変化を反映するため、「赤

穂市環境基本計画」の一部改訂を行った。 

 令和２年度には、令和３年度から令和１２（２０３０）年度までの１０年間を計画期間と

し、市民・事業者・市など社会の構成員すべての自律と協働により、より環境への負荷が少

なく、人と自然とが共生した持続可能な環境へと進化するための指針として、「赤穂市環境

基本計画」の改定を行った。改定にあたっては、これまでの基本目標を維持しつつ、気候変

動対策に関する目標を新たに設け、地球温暖化対策実行計画としても位置づけた。 

  その後、国及び兵庫県において脱炭素への取組が加速する中、本市においては、

令和４年７月２０日の市長定例記者会見にて、２０５０年までに二酸化炭素排出量

実質ゼロを目指す「赤穂市ゼロカーボンシティ宣言」を表明した。  
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４．環境基本計画の概要 

環境基本計画は、「赤穂市環境基本条例」に位置づけられた環境行政の基本方針を示すも

のであり、「赤穂市総合計画」に描かれたまちづくりの基本理念や都市像を環境面から実現

するものでもあり、本市の環境行政の基本的指針としての性格を有するものである。  

計画の期間は、令和３年度から令和１２（２０３０）年度までとした。 

      

(1) 本市がめざす環境の都市イメージ 

市民・事業者・市など社会の構成員すべての自律と協働のもと、より環境への負荷が少

なく、人と自然とが共生した持続可能な環境へと進化する都市をめざす。また、SDGs（持

続可能な開発目標）の視点を取り入れ、施策を推進する。 

    

(2) 環境都市のイメージ実現のための基本目標 

   「環境進化都市・赤穂」を実現するため次の６つの基本目標に沿って取組を進める。 

①  最適消費と健全な循環のまち〔環境への負荷の低減〕  

  ② 脱炭素社会への探求と適応のまち〔環境と成長の好循環〕 

    ③ 自然と共生するまち〔生物多様性の維持〕 

    ④ うるおいとやすらぎのあるまち〔多様で節度ある快適さの確保〕 

    ⑤ 環境への取組を通じた活力のあるまち〔環境と産業との融合〕 

    ⑥ 環境に配慮した人・社会のまち〔みんなが環境に学び・ともに育む〕 

 

(3) 対象とする環境の範囲    この計画の対象とする環境の範囲は次の４分野とする。 

分 野 環 境 の 項 目 

生活環境  大気、水質、騒音、振動、悪臭、土壌、廃棄物、化学物質  など  

自然環境  多様な生態系 (田畑、森林、水辺、生物など )、地形、地質  など  

快適環境  良好な景観、自然とのふれあい、歴史・文化資源  など  

地球環境  地球温暖化、海洋汚染、気候変動影響  など  

 

 

 

 

『環境進化都市・赤穂』 

～自律した市民・事業者・市がともに環境づくりに取り組むまち～  
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(4) 重点的に取り組むこと 

本計画においては、計画全体を牽引（リード）するものとして、次の５つの重点施策テ

ーマを掲げている。 

   ① 清流千種川のために －上流域との広域連携－  

    ② 企業との協創の関係づくり －澄んだ空・美しい夕日－ 

    ③ ぶらり赤穂のまち －歩いて・自転車で楽しいまちづくり－ 

    ④ 足下からの地球温暖化対策 －協働のライフスタイル－ 

   ⑤ 赤穂ゼロエミッション －最少負荷のまちへ－ 

 

重点施策テーマと基本目標・施策体系との関連 

基本目標・施策体系  

 

 

重点施策テーマ  

１ 最適消

費と健全な

循環のまち 

２ 脱炭素

社会への探

求と適応の

まち 

３ 自然と

共生する

まち 

４ うるお

いとやすら

ぎのある

まち 

５ 環境へ

の取組を通

じた活力の

あるまち 

６ 環境に

配慮した

人・社会の

まち 

① 清流千種川のために  

 －上流域との広域連携－  
◎  〇   〇 

② 企業との協創の関係づくり  

 －澄んだ空・美しい夕日－  
 ◎   〇 〇 

③ ぶらり赤穂のまち  

－歩いて・自転車で楽しいまちづくり－ 
〇   ◎ 〇  

④ 足下からの地球温暖化対策  

 －協働のライフスタイル－  
 ◎ 〇   ◎ 

⑤ 赤穂ゼロエミッション  

 －最少負荷のまちへ－  
◎ 〇   ◎ 〇 

                                          （◎：特に関連がある 〇：関連がある） 
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５．環境保全に関する普及・啓発 

(1) 啓発活動等 

環境に関する情報提供及び啓発を行うことにより市民の理解と協力を求め、環境保全に  

対する意識の高揚を図るため、広報活動に努めている。 

・市ホームページ、広報などによる啓発  

・赤穂こどもエコクラブだよりの発行 

・市役所エントランスホールにゼロカーボンシティコーナーを設置 

 

(2) 情報提供 

  ① 環境関連ホームページの開設 

  環境基本計画の概要や環境行政への取組、環境に関するお知らせ等について広く市民

に周知を図るため、市のホームページで環境用語の掲載、環境調査結果等の情報提供を

行っている。  

 

  ② 「赤穂の環境」の発行 

 赤穂市生活環境の保全に関する条例第４条第３項の規定により、毎年、赤穂の大気、   

水質、騒音等の環境状況の調査結果をはじめとする環境保全対策事業について取りまと   

めた「赤穂の環境」を発行し、市民に市の環境状況や環境施策の概要について周知を図   

っている。また、平成１５年度より環境基本計画の進捗状況について、年次報告を「赤   

穂の環境」で行っている。  

 

  ③ 広報による情報提供 

広報あこう等において、市民に身近な環境に関する情報提供を行っている。 
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６．環境審議会 

 良好な環境の保全及び創造のための基本施策について審議を行う市長の諮問機関であり、 

赤穂市環境基本条例（平成１３年赤穂市条例第１２号）第１９条の規定に基づく「赤穂市  

環境審議会規則」（平成元年赤穂市規則第２８号）により組織し、運営している。 

  なお、会議の開催状況は次のとおりである。 

 

赤穂市環境審議会開催状況 

 

 

赤穂市環境審議会委員名簿 

                          （令和５年３月３１日現在） 

委 嘱 区 分 委 員 名 

学 識 経 験 者 

渡 邉 節 雄（赤穂市医師会会長）  

赤 井 高 之（相生・赤穂市郡歯科医師会赤穂支部長）  

寺 田 晋一郎（赤相薬剤師会会長）  

〇中 村 隆 紀（元赤穂市市民部長）  

◎萬 代 新一郎（司法書士）  

市 議 会 議 員 

   悠 太  

家 入 時 治  

田 渕 和 彦  

釣   昭 彦  

市民組織の代表者 

矢 野 英 樹（赤穂市自治会連合会会長）  

中 村 文 代（赤穂市消費者協会会長）  

笹 倉 明 王（赤穂労働者福祉協議会会長）  

産 業 界 の 代 表 者 

梅 本 弘 幸（赤穂商工会議所副会頭）  

谷 山  甫 （赤穂市農業委員会会長）  

平 田 一 典（赤穂市漁業協同組合参事）  

金 谷 憲司朗（赤穂環境保全協議会会長）  

林   雄一朗（赤穂青年会議所理事長）  

公 募 市 民 
三 木  毅  

粟 井  強  

関係行政機関の職員  

藤 田 伸 輔（赤穂健康福祉事務所長）  

荒 谷 一 平（光都土木事務所長）  

川 口 義 人（光都農林振興事務所長）  

吉 村  陽 （西播磨県民局県民交流室環境参事）  

堀 井 昭 彦（赤穂警察署長）  

市 関 係 職 員 

藤 本 大 祐（副市長）  

高 原 秀 典（市民病院院長）  

尾 崎 浩 司（消防長）  

  （注）◎印は会長      ○印は副会長 

 

会 議 開 催 日 会 議 内 容 

令和４年８月１７日  
・令和４年度版「赤穂の環境」（速報）の概要について  

・「赤穂市ゼロカーボンシティ宣言」の表明について  
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７．公害等紛争調整委員会 

 公害等生活環境に係る紛争の円滑な調整解決を図るため、赤穂市生活環境の保全に関する 

条例（平成元年赤穂市条例第１５号）第７０条の規定に基づき「赤穂市公害等紛争調整委員 

会規則」（平成元年赤穂市規則第２９号）を制定し、これにより組織し、運営している。 

   令和４年度は、当委員会に調整申立の要請はなかった。 

  なお、会議の開催状況は次のとおりである。 

 

赤穂市公害等紛争調整委員会開催状況 

 

赤穂市公害等紛争調整委員会委員名簿 

（令和５年３月３１日現在） 

区    分  氏    名  区    分  氏    名  

委  員  長  菅  野  新  治  委    員  関    孝  志  

職務代理者  橋  本  龍  男  〃  山  本  達  也  

委    員  吉  備  徳  治  〃  坂  本  謙  二  

〃  清  山  美千子   〃  山  田  和  子  

〃  沖    知  道  〃  古  森  雄  三  

〃  住  所  知  之  〃  穂  積  世津子   

〃  福  井  明  彦  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会 議 開 催 日 会 議 内 容 

令和４年１１月２４日 
・令和４年度版「赤穂の環境」の概要について  

・公害苦情の概要について  
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８．自然環境等と再生可能エネルギー発電設備設置事業との調和に関する審議会  

 赤穂市自然環境等と再生可能エネルギー発電設備設置事業との調和に関する条例（平成２

７年赤穂市条例第４８号）は、恵まれた自然環境、歴史ある景観、安全安心な生活環境の保

全及び形成と急速に普及が進む発電事業に係る再生可能エネルギー源の利用との調和を図る

ことを目的とし、一定規模以上の再生可能エネルギー発電設備の設置事業を実施するにあた

り必要な事項を定めている。同条例第１５条の規定に基づき、赤穂市自然環境等と再生可能

エネルギー発電設備設置事業との調和に関する審議会を組織し、運営している。 

   なお、令和４年度は、当審議会に諮問はなく、会議の開催はなかった。 

 

 

          赤穂市自然環境等と再生可能エネルギー発電設備 

          設置事業との調和に関する審議会委員名簿 

（令和５年３月３１日現在） 

区    分  氏    名  区    分  氏    名  

委  員  長  有  田  伸  弘  委    員  吉  備  徳  治  

委    員  友  廣  隆  宣  〃  矢  野  英  樹  

〃  小  堀   豊  
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９．環境保全協定の締結     

(1) 環境保全協定の推移   

 本市においては、昭和４４年度から行政指導として公害防止協定の締結を進めてきたが、  

昭和４６年１０月以降は、赤穂市環境保全条例（昭和４６年条例第３５号）の規定により、  

公害発生要素の高い企業を対象に市との公害防止協定の締結を義務づけた。 

 その後、昭和４８年４月２７日、市内主要企業１８工場と改めて県・市・企業の三者間

において地域ぐるみの公害防止協定を締結した。 

 さらに、NOx 対策の強化及び総排出量規制の徹底等本格的な対策を推進するため、昭和   

５１年６月に公害防止協定の全面改定を行った。昭和５９年６月１日には、これら協定内

容を再度見直し、名称も環境保全協定と改めた。 

 しかし、その後の環境問題の変化に対応するため、地球環境問題、循環型社会の形成、

化学物質対策などの法整備も行われ、協定においても新たな対応が求められていることか

ら、主要企業については平成１７年度に自主的な環境保全活動等新たな枠組みを取り入れ

た見直しを行い、平成１９年度及び平成２０年度には環境管理の徹底や違反時の措置強化

等について協定内容を見直し、改定を行った。 

  そのほか中小企業では、化学工業、生コン製造業、採石事業場、養鶏事業場、ゴルフ場   

と公害防止協定を締結しており、平成２０年度には採石事業場、養鶏事業場について協定

内容を見直し、改定を行った。 

   なお、現在、協定を締結している主要企業及び中小企業は３０事業所となっている。  

 

(2) 主要企業の環境保全協定の見直し 

主要企業との環境保全協定については、各事業所における施設の現状を踏まえ、また、  

地球温暖化対策や情報公開等新たな課題に対応するため、事業所個別の協定値の見直しを

含めた協定改定を平成１７年度に行った。 

 平成１９年度には協定締結事業所に対して環境保全意識の向上を図るため、改めて環境  

管理の徹底を促し、協定違反時の措置を強化する等、協定内容を見直し、改定を行った。 

 また、平成２０年度には、協定締結後年数が経過し、操業や施設の状況等が協定締結時

と変更を生じている事業所について、協定内容を見直し、改定を行った。  

 

 (3) 今後の動向など 

  主要企業の環境保全協定については、平成１７年度、平成１９年度及び平成２０年度に

改定を行っており、今後も引き続き必要に応じて協定の見直しを行うこととする。 

なお、環境保全協定（一部公害防止協定も含む。）では、工場等の施設変更等を行おう

とする場合、市への事前協議が必要となっており、令和４年度の事前協議は１９件であっ

た。  
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環境保全協定等の締結工場 

(令和５年３月３１日) 

区  分  工  場  等  の  名  称  業   種  締結年月日  

市との  

二者協定  

締結工場等 

(１８ ) 

㈱豊工業所赤穂砕石所  

金田砕石㈲  

奥村組砕石生産㈱  

兵庫奥栄建設㈱  

大和紡績㈱  

赤穂開発㈱  

タテホ化学工業㈱有年工場  

赤穂生コン㈱  

品川ゼネラル㈱東備事業所赤穂工場 

㈱デイリーエッグ有年農場 

アース製薬㈱ 

㈱カンペ赤穂 

㈱ MORESCO 赤穂工場 

富士フイルム和光純薬㈱播磨工場 

ハヤシ アグロサイエンス㈱ 

㈱クリーン赤穂 

三菱電機㈱系統変電システム製作所赤穂工場 

赤穂化成㈱ 

採  石  

 〃  

 〃  

 〃  

ゴルフ場  

 〃  

化学工業  

生コン製造業  

土石製品製造業  

養鶏業  

化学工業  

塗料製造業  

潤滑油製造業  

化学工業  

農薬製造業  

産業廃棄物処理業 

電気機械器具製造業 

化学工業 

H28.11.15 改定 

H21. 2.25 改定 

〃   

〃  

H 2. 1.29 改定 

H 2. 1.29  

S57. 5.31 改定 

S52. 6.29  

S52. 6.29 

H21. 2.25 改定 

H29. 5.22 改定 

H20. 3.25 改定 

〃  

〃  

H27. 7. 1  

H30.10. 2  

H28.12. 1  

H29.10. 1  

県・市との 

三者協定  

締結工場  

(１２ ) 

関西電力㈱赤穂発電所  

黒崎播磨㈱赤穂工場  

高周波熱錬㈱赤穂工場  

品川リフラクトリーズ㈱西日本工場赤穂製造部 

住友大阪セメント㈱赤穂工場  

正同化学工業㈱赤穂工場  

太陽鉱工㈱赤穂工場  

タテホ化学工業㈱  

DSL.ジャパン㈱赤穂工場  

㈱日本海水赤穂工場  

ロザイ工業㈱赤穂工場  

㈱日本海水赤穂西浜バイオマス発電所 

電気業  

窯  業  

金属製品製造業  

窯  業  

窯  業  

化学工業  

非鉄金属精錬業  

化学工業  

化学工業  

製塩業  

窯  業  

電気業  

H20.12.25 改定 

H20. 3.25 改定 

〃  

〃  

〃  

〃  

〃  

〃  

〃  

〃  

〃  

H31. 1. 7  
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１０．赤穂環境保全協議会 

本市では、公害防止対策の円滑化を図るため、昭和４５年に企業の公害防止担当者を構成

員とする「赤穂市主要企業公害担当者会議」を設置した。 

  昭和４９年、地域ぐるみの公害防止協定の締結を機会に、企業の公害防止に対する責任体

制をより明確にするため、会議構成員を各企業の公害防止管理者等へ改めるとともに、組織

機能の充実による自主運営を進めるため事務局を赤穂商工会議所に置いた。 

  昭和６０年、環境保全に関する社会的要求を尊重し、清潔で健康な都市づくりに寄与する

ため、公害防止対策の一層の強化と環境保全の自主的な推進を図ることを目的に、会議の名

称を「赤穂市内主要企業環境保全協議会」と改めるなどした。 

平成２６年、「赤穂環境保全協議会」と名称を改め、現在、県・市と環境保全協定を締結

している企業など１９社が加入し、事業の推進に努めており、市としても当該協議会に対す

る公害対策、環境保全についての指導や活動の円滑な推進のための協力、アドバイスを行っ

ている。 

なお、当該協議会では、昭和４９年以降地域の環境美化対策と快適な環境づくりのため、  

環境美化月間協賛行事として各種事業を継続実施しており、令和４年度には会員の環境活動

についての情報共有や脱炭素経営に向けての研修会が行われた。 

 

赤穂環境保全協議会会員企業 

ア ー ス 製 薬 ㈱ 

赤 穂 化 成 ㈱ 

関 西 電 力 ㈱ 赤 穂 発 電 所 

黒 崎 播 磨 ㈱ 赤 穂 工 場 

高 周 波 熱 錬 ㈱ 赤 穂 工 場 

品川リフラクトリーズ㈱西日本工場赤穂製造部 

ジ オ マ テ ッ ク ㈱ 赤 穂 工 場 

住 友 大 阪 セ メ ン ト ㈱ 赤 穂 工 場 

正 同 化 学 工 業 ㈱ 赤 穂 工 場 

太 陽 鉱 工 ㈱ 赤 穂 工 場 

タ テ ホ 化 学 工 業 ㈱ 

Ｄ Ｓ Ｌ .ジ ャ パ ン ㈱ 赤 穂 工 場 

㈱ 日 本 海 水 赤 穂 工 場 

㈱ Ｍ Ｏ Ｒ Ｅ Ｓ Ｃ Ｏ 赤 穂 工 場 

三菱電機㈱系統変電システム製作所 

桃 井 製 網 ㈱ 

㈱ 吉 野 工 業 所 赤 穂 工 場 

ロ ザ イ 工 業 ㈱ 赤 穂 工 場 

富士フイルム和光純薬㈱播磨工場 
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１１．市内環境調査及び立入調査実施状況 

(1) 環境調査 

  本市においては、昭和３９年に PbO2 法による硫黄酸化物濃度、デポジットゲージ法に  

よる降下ばいじんの環境調査を開始したが、その後監視体制の整備を図り、現在では次に   

示すとおり環境の状況を広く継続的に調査を実施している。  

 

環 境 調 査 実 施 状 況  

区 分 測 定 対 象 測 定 地 点 地点数 備 考 

大気汚染 

関 係 

硫黄酸化物  加里屋 (市役所 )・塩屋・尾崎・  

坂越・天和・大津・高雄・  

有年・西有年（自排局）  

9 連続測定  

窒素酸化物  〃  9 〃  

浮遊粒子状物質 〃  9 〃  

微小粒子状物質 加里屋 (市役所 ) 1 〃  

光化学ｵｷｼﾀﾞﾝﾄ 加里屋 (市役所 )・有年  2 〃  

風向・風速  加里屋 (市役所 )・千鳥・塩屋・  

尾崎・坂越・天和・大津・  

高雄・有年・西有年（自排局）  

10 〃  

気象  有年  1 〃  

降下ばいじん  加里屋 (市役所 )・千鳥・塩屋・  

尾崎・坂越・折方・天和・  

大津・高雄・有年  

10 常時測定  

水質汚濁

関 係 

河川水質  千種川 7・長谷川 1・新川 1・  

加里屋川 2・大津川 2・塩屋川 1・ 

矢野川 1・中ノ谷川 1 

16 年 4 回  

(5,8,11,2 月) 

※中ノ谷川のみ毎月 

海域水質  地先海域一円  11 年 4 回  

(6,9,12,2月) 

騒音関係 自動車騒音常時監視 幹線道路沿線  3 年 1 回(1 月) 
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(2) 立入調査 

公害関係法令や環境保全（公害防止）協定に基づき適正に執行されているかどうか及び

公害関係施設や管理組織体制等を確認するため、工場・事業場への立入調査を行っている。    

主な立入調査状況は次のとおりである。 

 

工場排水調査  延  ８０件  

使用燃料中硫黄分調査  延  １１件  

排出ガス調査  延   １件  

工事完成認定調査  延  ４４件  

帳簿書類等確認調査  延  １８件  

苦情立入調査  延   ４件  

 

 また、特定建設作業現場及び特定開発事業現場については、必要に応じ立入調査を実施

するとともに、一般環境状況確認のため環境パトロ－ルや、空地の管理状況調査等も随時

実施している。 

 

① 市内工場立入調査 

  環境保全（公害防止）協定に基づき汚染物質排出量・濃度の自主測定及び測定結果の

報告を求めている。これら測定結果報告については、協定値超過の有無について書類審

査するとともに、工場に立入を行い生産施設の実態及び公害防止対策施設の管理状況、

その他工場等の環境美化対策等について調査を行った。また、その審査・調査結果に基

づき指導等を行っている。  

 

  ②  市内工場排水調査結果 

公共用水域の水質保全対策として、公共下水道や農業集落排水施設の整備を促進する   

とともに、工場等については、水質汚濁防止法、瀬戸内海環境保全特別措置法等法令を

はじめ、市の生活環境の保全に関する条例や環境保全協定等により排水規制の強化、徹

底を図っている。 

排水量が多い工場については、環境保全協定により、工場排水の自主測定と県・市へ

の報告を義務づけている。 

なお、令和４年度における工場排水の一斉立入調査結果（一般項目）は、次表に示す

とおりである。 
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工場排水調査結果 

 

 

項目 採水 時刻 水温 ｐH SS COD 大腸菌群数

　工場名 年月日 ℃ mg/L mg/L 個/cm3

R4.5.25 10:29 31.8 6.8 <1 5.1 0

R4.7.27 10:51 35.2 6.7 <1 2.5 0

R4.10.26 10:35 31.6 7.5 <1 13 1

R5.2.22 10:30 21.1 6.7 1 3.3 0

R4.5.25 10:04 22.8 7.4 <1 3.0 0

R4.7.27 10:30 29.8 7.3 <1 2.4 0

R4.10.26 10:10 17.7 7.5 3 4.5 0

R5.2.22 10:03 9.2 7.7 10 5.6 0

R4.5.25 9:58 28.9 6.8 8 2.9 2

R4.7.27 10:16 33.0 6.8 21 5.8 210

R4.10.26 9:54 24.4 7.4 16 4.3 0

R5.2.22 9:45 15.2 8.1 14 4.6 0

R4.5.25 10:52 26.8 6.8 <1 1.5 0

R4.7.27 11:41 36.0 7.0 1 1.7 0

R4.10.26 11:07 17.1 6.6 <1 1.9 0

R5.2.22 10:55 22.9 6.7 <1 <0.5 0

R4.5.24 9:44 19.0 7.6 2 4.7 20

R4.7.26 9:50 25.8 7.8 2 3.0 19

R4.10.25 9:54 16.5 7.7 5 7.1 63

R5.2.21 9:40 6.2 7.7 4 6.0 6

R4.5.25 9:24 25.3 7.3 <1 1.1 0

R4.7.27 9:53 29.5 7.3 <1 <0.5 0

R4.10.26 9:25 26.0 7.5 <1 1.0 0

R5.2.22 9:21 22.8 7.4 <1 <0.5 0

R4.5.24 9:14 23.1 7.6 2 0.7 22

R4.7.26 9:19 28.1 7.8 2 0.5 8

R4.10.25 9:19 23.1 8.0 <1 1.7 15

R5.2.21 9:10 17.1 7.6 <1 0.9 0

R4.5.25 11:09 23.1 7.3 1 1.9 0

R4.7.27 11:17 23.7 7.7 <1 0.9 11

R4.10.26 11:24 19.8 7.7 <1 1.9 0

R5.2.22 11:10 18.3 7.6 2 1.0 0

R4.5.25 11:20 33.9 7.1 <1 27 0

R4.7.27 11:25 28.5 7.3 <1 0.9 0

R4.10.26 11:31 29.8 7.5 <1 5.0 2

R5.2.22 11:20 18.8 7.5 <1 4.1 0

R4.5.24 10:59 23.1 7.7 2 1.2 1

R4.7.26 11:08 23.5 8.0 <1 1.1 0

R4.10.25 11:24 20.6 7.7 <1 2.4 0

R5.2.21 11:05 19.5 7.6 <1 1.7 0

黒崎播磨㈱

赤穂工場

備考

アース製薬㈱

赤穂工場

アース製薬㈱

坂越工場

赤穂化成㈱

関西電力㈱

赤穂発電所

高周波熱錬㈱

赤穂工場

住友大阪セメント㈱

赤穂工場

正同化学工業㈱

赤穂工場

正同化学工業㈱

西沖工場

太陽鉱工㈱

赤穂工場



- 16 - 

 

項目 採水 時刻 水温 ｐH SS COD 大腸菌群数

　工場名 年月日 ℃ mg/L mg/L 個/cm3

R4.5.24 10:27 33.1 7.0 6 <0.5 0

R4.7.26 10:35 40.2 7.1 1 1.4 0

R4.10.25 10:45 37.4 7.0 <1 2.3 0

R5.2.21 10:30 25.4 7.1 2 1.5 0

R4.5.24 10:41 28.9 7.0 2 <0.5 1

R4.7.26 10:50 28.6 7.5 3 1.4 46

R4.10.25 10:59 18.8 7.7 1 2.2 7

R5.2.21 10:44 24.0 7.4 2 1.3 0

R4.5.24 8:54 26.2 7.5 9 1.8 0

R4.7.26 8:56 34.2 7.4 6 2.0 0

R4.10.25 8:57 27.2 7.6 8 3.0 0

R5.2.21 8:52 16.0 7.7 2 2.6 0

R4.5.24 9:01 24.1 7.3 3 5.3 0

R4.7.26 9:07 31.0 7.5 1 4.0 0

R4.10.25 9:03 20.3 7.8 <1 4.6 0

R5.2.21 9:00 10.4 7.2 <1 4.4 0

R4.5.24 10:11 32.4 7.2 <1 2.7 3

R4.7.26 10:19 35.8 7.0 <1 1.4 0

R4.10.25 10:26 31.3 7.3 <1 2.2 0

R5.2.21 10:14 20.0 7.1 <1 2.1 0

R4.5.24 9:58 21.1 7.7 2 2.7 7

R4.7.26 10:04 28.1 7.7 2 2.3 3

R4.10.25 10:12 19.0 7.7 3 3.2 0

R5.2.21 9:59 8.8 7.2 3 2.6 1

R4.5.24 9:26 20.9 7.2 5 2.7 0

R4.7.26 9:32 27.9 7.5 2 1.7 0

R4.10.25 9:36 18.3 7.7 1 1.5 0

R5.2.21 9:25 8.2 7.4 <1 1.3 0

R4.5.25 9:14 20.0 7.2 <1 12 0 BOD 2.1

R4.7.27 9:42 27.4 7.3 <1 22 2 BOD 3

R4.10.26 9:14 13.7 7.8 <1 7 0 BOD <0.5

R5.2.22 9:10 4.8 7.7 <1 10 0 BOD 2.6

R4.5.24 10:49 20.2 7.5 2 1.4 28

R4.7.26 10:58 24.5 7.7 3 1.6 7

R4.10.25 11:09 18.1 7.9 9 3.4 3

R5.2.21 10:51 8.5 7.3 <1 0.9 0

R4.5.25 10:39 39.0 8.1 <1 5.9 0

R4.7.27 11:04 43.4 8.2 1 4.0 0

R4.10.26 10:49 35.5 8.1 <1 5.5 0

R5.2.22 10:40 35.0 8.1 2 7.3 0

三菱電機㈱

系統変電システム製作所

赤穂工場

富士フイルム和光純薬㈱

播磨工場

谷尾食糧工業㈱

赤穂工場

ハヤシアグロサイエンス㈱

㈱日本海水

赤穂西浜ﾊﾞｲｵﾏｽ発電所

㈱MORESCO

赤穂工場

備考

タテホ化学工業㈱

赤穂工場

DSL．ジャパン㈱

赤穂工場

㈱日本海水

赤穂工場

㈱カンペ赤穂
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③ 市内工場使用燃料中硫黄分調査結果 

大気汚染物質排出量の低減を進めるため、兵庫県環境の保全と創造に関する条例や市

の生活環境の保全に関する条例、環境保全協定により規制強化を図ってきた。近年、工

場における低硫黄燃料の使用及び燃料使用量の減少に伴い、燃料燃焼に伴う硫黄酸化物

の排出量は大幅に減少してきた。 

令和４年度に工場における使用燃料中硫黄分の実態確認のため立入調査を実施したが、

これら調査結果は次表に示すとおり県条例の基準を大幅に下回る良好な状況であった。 

 

工場等の使用燃料中の硫黄分分析結果  

 

④ 協定工場排出ガス調査結果  

環境保全協定締結工場のばい煙発生施設の中から調査対象施設を選定し、対象施設の

排出ガスについて、関係法令の届出値との比較を行った。調査の結果、硫黄酸化物濃度、

窒素酸化物濃度、ばいじん濃度等のすべての項目について、届出値の超過はなかった。 

 

 

 

 

 

 

 

工場・施設名  調査年月日  調査項目  

太陽鉱工株式会社赤穂工場  

キルン  
Ｒ５ .２ .３  

硫黄酸化物濃度、窒素酸化物濃度、  

ばいじん濃度  外  

0.08 0.29

0.07 0.35

0.73 0.07

0.75 0.08

0.07 0.08

0.08

R5.1.26

R5.2.13

Ａ

原油(1U)

富士フイルム

和光純薬㈱

播磨工場

R5.1.30

R5.1.20

原油(2U)
㈱MORESCO

赤穂工場
R5.1.20

Ａ

Ａ

Ａ

アース製薬㈱

赤穂工場

燃料の

種    類

谷尾食糧工業㈱ R5.2.16

石炭

住友大阪セメント㈱

赤穂工場

再生重油

黒崎播磨㈱

赤穂工場
R5.2.8

測定値

S分(％)

アース製薬㈱

坂越工場
R5.1.26 Ａ

正同化学工業㈱

赤穂工場
R5.1.24 Ａ

工　場　名
採    取

年 月 日

燃料の

種    類

測定値

S分(％)
工　場　名

採    取

年 月 日

R5.1.26

関西電力㈱

赤穂発電所

Ａ
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１２．環境関係法令等に基づく届出状況 

(1) 赤穂市生活環境の保全に関する条例関係 

赤穂市生活環境の保全に関する条例（平成元年条例第１５号）に基づく、指定工場等及

び指定家畜飼養施設の許可申請等については、令和４年度、工場・事業場の新規設置は５

件、既設工場・事業場における生産設備及び公害対策施設の更新等変更は４６件、指定家

畜飼養施設の新規設置は１件であった。 

 

生活環境の保全に関する条例に係る指定工場等設置・変更許可申請件数 

区 分 設置許可申請  変更許可申請  

工 場 ２ ４５ 

事 業 場 ３  １ 

家畜飼養施設  １  ０ 

計 ６ ４６ 

            注  家畜飼養施設は届出 

 

指定工場等設置・変更許可申請の内訳  

届 出 内 容 件 数 

工 場 新 設  ２  

事 業 場 新 設  ３  

生 産 設 備 等 の 増 設 １０  

公 害 対 策 施 設 の 増 設  ２  

生 産 施 設 の 更 新 等 変 更 ２２  

そ の 他 付 帯 施 設 の 更 新 等 変 更 １２  

計 ５１  

 

一定規模以上の用地の造成等を行う特定開発事業の事前届出は、令和４年度、８件であ

った。 

特定開発事業実施届出の内訳  

届 出 内 容 件 数 

用 地 の 造 成 等 に 関 す る も の  ２  

建築物・工作物の設置等に関するもの  ４  

土石の採取に関するもの  １  

道路の掘削工事に関するもの  １  

計  ８  
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(2) 赤穂市自然環境等と再生可能エネルギー発電設備設置事業との調和に関する条例関係 

赤穂市自然環境等と再生可能エネルギー発電設備設置事業との調和に関する条例（平成  

２７年条例第４８号）は、太陽光発電施設（発電出力５０キロワット以上）又は風力発電

設備（発電出力２０キロワット以上）の設置事業について、事業着手の６０日前までに協

議を義務づけており、令和４年度に事前協議はなかった。  
(3) 赤穂市小規模太陽光発電設備設置事業に関する指導要綱関係 

赤穂市小規模太陽光発電設備設置事業に関する指導要綱（令和３年３月２５日訓令甲第

１２号）は、小規模太陽光発電設備（発電出力１０キロワット以上５０キロワット未満）

の設置事業について、工事着手の１４日前までに届出を義務づけており、令和４年度は     

４件（うち変更届出２件）であった。   
(4) 赤穂市レンタルルーム等施設の建築等の規制に関する指導要綱関係 

赤穂市レンタルルーム等施設の建築等の規制に関する指導要綱（平成２年９月３０日訓  

令甲第２５号）は、レンタルルーム類似施設、パチンコ店及びゲームセンターの建築等に

ついて、事前協議を義務づけており、令和４年度に事前協議はなかった。  
(5) その他公害関係法令 

本市においては、公害関係法令のうち騒音規制法、振動規制法及び悪臭防止法の規定に     

基づく届出の受理、兵庫県環境の保全と創造に関する条例の規定に基づく騒音、振動及び

悪臭に係る届出の受理、並びにばい煙、粉じん、汚水に係る届出の経由事務を行っている。 

   令和４年度の届出等の内訳は、次表のとおりである。 

①  兵庫県条例に基づく特定施設届出数 

②  公害関係法令に基づく特定施設届出数 

 種類  

区分  
ばい煙  粉じん  汚  水  騒  音  振  動  悪  臭  合  計  

設    置  3 6 1 93 0 0 103 

施設等変更  0 4 0 0 0 0 4 

廃    止  25 8 0 1 0 0 34 

 種類  

区分  

大気汚染 

防 止 法 

水質汚濁 

防 止 法 
瀬戸内法 

騒  音  

規制法  

振  動  

規制法  

ﾀﾞｲｵｷｼﾝ類 

対策特別措置法 

設    置  2 1 2 58 6 0 

使    用  0 0 0 0 0 0 

施設等変更   1 3 10 0 0 0 

廃    止  0 6 0 1 0  0 
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③ 特定建設作業の実施届出状況 

 種類  

区分  

くい打

機等を

使用す

る作業 

さく岩

機を使

用する

作業 

空気圧

縮機を

使用す

る作業 

舗装版

破砕機

を使用

する作業 

ブレー

カーを

使用す

る作業  

バック

ホウを

使用す

る作業 

ﾄﾗｸﾀｰｼ

ｮﾍﾞﾙを

使用す

る作業 

ﾌﾞﾙﾄﾞｰ

ｻ ﾞ ｰ を

使用す

る作業 

掘削機

を使用

する作

業 

解体作

業又は

破壊作

業 

合 計 

兵庫県条 

例による 

もの 

3 0 0 0 0    123 14 140 

騒音規制 

法による 

もの 
2 37 4   0 0 1   44 

振動規制 

法による 

もの 
4   0 25     0 29 

 

④ 瀬戸内海環境保全特別措置法に基づく許可申請等                         

区分  
特 定 施 設 

設置許可申請 

特定施設構造等 

変更許可申請 

特 定 施 設 

使用変更届出 

代表者氏名 

変 更 届 

特 定 施 設 

使用廃止届 
承 継 届 

件数  2 4 1 6 0 0 

 

⑤ 環境保全協定等に基づく事前協議件数  

区分  
大     気  

水  質  騒音・振動 産  廃  その他  合  計  
ばい煙  粉じん 

件数  1 8 4 0 5 1 19 

 

 

(6) その他届出等 

① 汚染物質等測定結果報告 

県・市又は市と環境保全協定を締結している工場等については、汚染物質排出量・濃

度等の自主測定をしなければならず、その自主測定結果の報告を年２回求めている。 

 

② 光化学スモッグ緊急時対策削減計画書・報告書 

緊急時対策措置要請対象工場・事業場１６者は、兵庫県広域大気汚染緊急時対策実施

要綱に基づき、光化学スモッグ予報発令時等の燃料使用量削減等の対応策の事前計画書

を提出しなければならない。また、広報等の発令及び解除の通報は、県環境影響評価室

から市及び対象工場にファクシミリを主体とした連絡網により行っている。なお、発令

時の燃料使用量削減等の確認については、削減措置状況の報告を求めている。  

 

 



- 21 - 

１３．公害苦情の状況 

 (1) 公害等苦情の処理状況 

令和４年度に市民から申出のあった公害等に関する苦情は、４件であった。また、前年

度より繰り越した案件が１件あった。苦情内容及び対策措置については、下記のとおりで

ある。  

この他にも記載はしていないが、個人所有地での野外焼却や空地における雑草の

繁茂等についての通報・相談があった。  

苦情等があった際は、現場確認のうえ、発生元に対する適正指導等を行い、大半

が解決に至っている。  

    

 

苦情内容及び対策措置 

種 類 苦情発生地域  苦 情 内 容 対 策 措 置 等 

大気汚染 

木  津 
(調 整 区 域 ) 

事業者による野外焼却  
野外焼却の中止、廃棄物
の適正処理を指導  

大  津 
(調 整 区 域 ) 

事業場からの粉じんの飛
散  

施設の適正な管理を指導  

騒 音 
御  崎 

(調 整 区 域 ) 
建物改装工事による騒音  

騒音に十分注意し、施工
するよう指導  

臭 気 

新  田 
(調 整 区 域 ) 

肥料製作現場からの臭気  肥料の適正な管理を指導  

高  野 
(調 整 区 域 ) 

牛舎、堆肥舎からの臭気  臭気対策の徹底を指導  
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１．環境基本計画推進事業 

 (1) 赤穂環境パートナーシップ登録制度 

赤穂環境パートナーシップ登録制度は、事業活動に伴う環境への負荷の低減を図り、環

境に配慮した事業者の自主的な取組や活動を広げることを目指して、事業者と市とが協働

して環境への負荷の低減を図ることを目的として、平成１６年７月１日に創設した。一定

の要件を満たす事業所について、「赤穂環境パートナーシップ事業所」の「登録証」を交

付し、その取組を紹介しているものである。 

 

  ① 対象事業所 

赤穂市内で事業活動を行い、環境に配慮した取組を自主的かつ積極的に実施している

事業所。 

 

  ② 登録の方法と流れ 

   ア 登録の申込み 

     登録申請書に必要事項を記入し、必要書類を添付の上、申請する。 

   イ 環境方針の宣言 

   ウ 環境負荷の現状の把握 

      自己チェックシート及び自己チェックリストにより確認する。 

エ 取組目標の設定  

     自己チェックリストの項目を参考に取組目標を５つ以上設定する。 

※必須項目「エネルギーに関すること」、「廃棄物の排出に関すること」 

 

  ③ 登録証の交付と公表 

登録申請を受け、審査会で審査し決定する。赤穂環境パートナーシップ事業所として

登録された事業所（以下「登録事業所」）には登録事業所であることを明記したプレー

トを「登録証」として交付するとともに、事業所の名称・所在地や取組の概要等を市の

広報、ホームページ等により紹介する。 

 

④ 目標達成のための行動の実践と見直し 

登録事業所は、目標の達成のための行動を実践し、毎年取組内容を点検（市に報告）

するとともに、その内容の見直しを行う。 

   ア 目標達成状況の報告 

   イ 取組方法の見直し 

   ウ 取組方法の再検討 

   エ 取組の実践 

     ア～エを毎年繰り返し行いながら、目標の達成に向けた取組を実践する。 
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令和４年度末現在、赤穂環境パートナーシップ登録事業所は、１６事業所である。 

登録年度 登 録 事 業 所 名 

H16 

・住友大阪セメント㈱赤穂工場  ・㈱日本海水赤穂工場  

・関西電力㈱赤穂発電所     ・ジオマテック㈱赤穂工場  

・三菱電機㈱系統変電システム製作所赤穂工場  

H17 
・タテホ化学工業㈱       ・太陽鉱工㈱赤穂工場  

・富士フイルム和光純薬㈱播磨工場  

H18 
・㈱ＭＯＲＥＳＣＯ赤穂工場   ・正同化学工業㈱赤穂工場  

・イオンリテール㈱イオン赤穂店  

H19 ・㈱カンペ赤穂  

H20 ・ハヤシアグロサイエンス㈱  

H21 ・アース製薬㈱坂越工場･赤穂工場  

H23 ・タテホセラミック㈱（ H 31 .1 タテホ化学工業㈱と 合併）・高周波熱錬㈱赤穂工場  

H25 ・黒崎播磨㈱赤穂工場  

 

 (2) こどもエコクラブ事業 

赤穂市は、環境教育を充実させるため、「赤穂こどもエコクラブ」を平成１７年度に創

設し、毎年、小学４年生から６年生までを対象に会員の募集を行い、地域の自然体験や社

会体験を通して、環境に配慮した活動を実践する能力と考え方を身につける場を提供して

いる。  

新型コロナウイルス感染症の影響により、令和２年度及び３年度に引き続き、活動に制

約がある一年となったが、市内企業をはじめとする講師の方々のご協力により、全７回の

活動を実施することができ、地球温暖化対策や脱炭素社会に向けての取組などを一人一人

が考えることで、環境に関する知識を深めることができた。  

 

こどもエコクラブとは  

平成７年度に環境省が提唱した事業で、持続可能な社会をつくるために次世代を担う子ど

もたちが将来にわたり環境を大切にする意識を持ち、環境にやさしい暮らし方を実践してい

くことが必要であるとして、同事業を通じて、子どもたちが地域の中で主体的に行う継続的

な環境保全活動や環境学習のこと。  

令和４年度会員の内訳  

 

 男  女  計  

４年生  １０人  １人  １１人  

５年生  １人  ５人  ６人  

６年生  ２人  １人  ３人  

計  １３人  ７人  ２０人  
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令和４年度赤穂こどもエコクラブ活動内容 

月   日  内    容  

 ５月２２日（日）  発足式、第１回学習会「森のはたらき」  

 ６月２６日（日）  第２回学習会「電気とエネルギー」  

 ８月５日（金）  第３回学習会「施設見学」  

１０月１日（土）  
第４回学習会「脱炭素社会について～食品ロス、ゼロ

カーボンシティとは～」  

１２月１８日（日）  
第５回学習会「楽しい科学マジックと環境のおはな

し」  

２月１９日（日）  第６回学習会「活動記録づくり」  

３月１９日（日）  発表会・修了式  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

発足式  

第４回学習会「脱炭素社会について」  

 

第３回学習会「施設見学」  

「発表会、修了式」  
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２．環境基本計画の進捗状況 

環境基本計画の進捗状況については、その取組状況、目標達成状況等について年次報告書

として毎年度公表し、環境の情報を市民等と共有することとしている。 

環境基本計画において、目標達成のための取組及び重点的に取り組むこととして掲げられ

ている１５７項目のうち、令和４年度は１０８項目にわたり実施した。取組を行った主な内

容は次のとおりとなっている。 

(1) 目標達成のための取組の主な実施状況 

１．最適消費と健全な循環のまち〔環境への負荷の低減〕  

・法令や工場･事業場と締結している環境保全協定に基づき、環境保全対策につ

いて、自主的に管理するよう誘導した。  

・公用車更新時に最新規制適合車や低公害車等を導入した。  

・公共交通機関であるＪＲ利用促進のため、のぼりの掲出やティッシュを配布し

た。  

・公用車の運転時には、エコドライブやアイドリングストップを徹底した。  

・一部歩道において透水性舗装を行い、雨水の地下浸透を促した。  

・「赤穂市水道水源保護条例」を適切に運用し、水道の取水に係る地域の保全涵

養を図り、水質の汚濁及び水源の枯渇を防止した。  

・ホームページや広報において、野焼き防止を啓発した。また、必要に応じて、

適切に指導を行った。  

・庁内では、月２回、古紙を回収し、リサイクルに努めた。  

・消費者協会などの各種団体と連携し、ごみ減量･資源化の意識啓発に努めた。  

・生ごみ堆肥化容器、処理機の購入助成により、生ごみの減量化を推進した。  

・関係各課と共同で、不法投棄パトロールを実施した。  

２．脱炭素社会への探求と適応のまち〔環境と成長の好循環〕  

・本庁舎１階のゼロカーボンシティコーナーや広報などにおいて、省エネについ

て啓発した。  

・庁舎内における冷暖房を適正に管理･設定した。また、昼休みには消灯し、省

エネに努めた。  

・公共施設の更新時に照明のＬＥＤ化や高効率の空調設備を導入した。  

・広報や収集日程表、ごみ分別辞典などを通じてごみ分別の周知、徹底を行い、

ごみの減量化と再資源化を推進した。  

・再生可能エネルギーの導入についての調査・研究を行い、関係所管へ情報提供

した。  

・赤穂こどもエコクラブの学習会のほか、赤穂高校や城西小学校での出前授業を

行い、省エネや再生可能エネルギーの活用などについて啓発した。  
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３．自然と共生するまち〔生物多様性の維持〕  

・「赤穂市風致地区内における建築等の規制に関する条例」に基づき、良好な自  

然的景観の保全に努めた。  

・御崎地区にある瀬戸内海国立公園において、国と連携し、自然景観の維持保全  

に努めた。  

・都市公園、緑地、街路樹の維持管理･補植を行い、緑のネットワークの保全に

努めた。  

・加里屋川協議会において、ホタル再生事業を行った。  

・高雄小学校と地域が連携し、ハマウツボの保全活動を行った。  

４．うるおいとやすらぎのあるまち〔多様で節度ある快適さの確保〕  

・工事などからの騒音･振動を抑制するために助言を行った。  

・自動車交通などによる騒音を低減するため、関係機関と連携し、道路構造改良

を行った。  

・県民まちなみ緑化事業の推進･啓発を行い、緑化に努めた。  

・赤穂城跡公園を計画的に整備、維持管理を行った。  

・坂越のまち並みを創る会と連携を図り、市街地景観形成地区内の良好な都市景

観づくりに努めた。  

５．環境への取組を通じた活力のあるまち〔環境と産業との融合〕  

・建設残土などの資源化、適正処理に努めた。  

・公共工事において、産業廃棄物の再生利用や適正処理を行うよう指導した。  

・赤穂城跡の整備、指定文化財の整備を通じて、赤穂の魅力ある歴史文化遺産の

保存と顕彰を行った。  

６．環境に配慮した人・社会のまち〔みんなが環境に学び・ともに育む〕  

・環境情報をホームページに掲載し、市民の意識向上に努めた。  
・学校給食において、地元産食材を使用した「ふるさと給食デー」を実施し、地  

産地消を推進した。  

 

(2) 重点的に取り組むことの主な実施状況 

テーマ１：清流千種川のために  －上流域との広域連携－  

・教育研究所自然研究部会がライオンズクラブと共に開催する千種川水系水生生

物採集調査など、自然についての調査・研究を継続して実施した。  

・千種川の水質を定期的に調査し、水質の保全に努めた。  

テーマ２：企業との協創の関係づくり  －澄んだ空・美しい夕日－  

・赤穂環境パートナーシップ登録制度において、現在１６事業所を登録している。 

・赤穂市脱炭素推進協議会を開催し、脱炭素等の取組について事業者と情報交換した。 
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テーマ３：ぶらり赤穂のまち  －歩いて・自転車で楽しいまちづくり－  

・県と連携して、サイクリングモデルルートを設定した。  

・赤穂御崎公園の樹木剪定などを行い、環境整備を図った。  

・播州赤穂駅、坂越駅、有年駅においてレンタサイクルを実施した。  

テーマ４：足下からの地球温暖化対策  －協働のライフスタイル－  

・赤穂こどもエコクラブにて学習会を行った。 (２ .環境基本計画推進事業 (２ )こ

どもエコクラブ事業参照 )   

 〇市内小学４年生から６年生までを対象に、科学実験などを通して地球温暖化

などについて学習した。令和４年度会員数：２０人  

・保育所給食では地元産食材を使用した給食を実施した。  

・ＰＰＡ事業について調査研究を行った。  

テーマ５：赤穂ゼロエミッション  －最少負荷のまちへ－  

・生ごみ堆肥化容器、処理機の普及に向け啓発した。  

・赤穂こどもエコクラブにて食品ロスに関する学習会を行うとともに、食品ロス

に関する情報をホームページに掲載し、啓発した。  
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１．兵庫県南西部の気象 
兵庫県南西部における令和４年度の気象経過は次のとおりであった。 

春季は南から暖かい空気が流れ込み、高気圧に覆われて晴れた日が多かったため、平均気

温はかなり高かった。梅雨入りは６月１４日ごろで平年より遅く、梅雨明けも７月２３日ご

ろで平年より遅かった。夏季も暖かい空気に覆われやすかったため、平均気温がかなり高く

６月下旬から７月上旬の高温が顕著であった。秋季も９月は暖かい空気に覆われやすく、 

１１月も寒気の影響が弱く、暖かい空気が流れ込んだため、平均気温はかなり高く、日照時

間もかなり多かった。冬季は１２月の上旬や１月の上旬が冬型の気圧配置となり、高気圧に

覆われやすく晴れた日が多かったため、日照時間は多く、降水量は少なかった。 

４月の上旬は高気圧に覆われて晴れた日が多かったが、中旬からは前線や湿った空気の影

響で曇りや雨の降った日が多くなり、２９日は大雨で荒れた天気となった。平均気温はかな

り高く、日照時間と降水量は平年より多かった。 

５月の中旬は気圧の谷や湿った空気の影響で曇りや雨の降った日が多かったが、全般的に

高気圧に覆われて晴れた日が多かった。平均気温は平年並みで、日照時間は多く、降水量は

平年より少なかった。 

６月は高気圧に覆われて晴れた日が多かったが、前線や湿った空気の影響で曇りや雨の降

った日もあった。平均気温は高く、下旬は記録的な高温となった。日照時間はかなり多く、

降水量は平年よりかなり少なかった。 

７月は台風第４号や台風から変わった温帯低気圧、前線や湿った空気の影響で曇りや雨の

日が多く、１２日と１９日は大雨で荒れた天気になった。平均気温は高く、日照時間は多く

降水量は平年並みだった。 

８月は気圧の谷や湿った空気の影響で曇りや雨の日が多かった。平均気温は高く、日照時

間と降水量は平年より少なかった。 

９月は中旬を中心に高気圧に覆われて晴れた日が多かったが、気圧の谷や湿った空気の影

響で曇りや雨の日も多く、１日は台風第１１号、１９日は台風第１４号の影響で大雨や大荒

れの天気となった。平均気温はかなり高く、日照時間と降水量は平年並みだった。 

１０月の上旬は前線や湿った空気の影響で曇りや雨の日が多く、中旬以降は高気圧に覆わ

れて晴れた日が多かった。平均気温は平年並みで、日照時間は多く、降水量は平年より少な

かった。 

１１月は上旬から中旬にかけて高気圧に覆われて晴れた日が多かったが、下旬は気圧の谷

や湿った空気の影響で曇りや雨の日が多かった。平均気温はかなり高く、日照時間や降水量

は平年より多かった。 

１２月の上旬の天気は数日の周期で変わり、中旬から下旬にかけては冬型の気圧配置とな

った日が多く、晴れた日が多かった。平均気温は低く、日照時間は平年より多く、降水量は

少なかった。 

１月の上旬から中旬にかけては、高気圧に覆われて晴れた日が多かったが、下旬は寒気や
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湿った空気の影響で雪の降った日が多く、２４日から２５日にかけては強い冬型の気圧配置

の影響で積雪となった。平均気温は平年並みで、日照時間は平年より多く、降水量は平年並

みであった。 

２月の上旬から中旬にかけては寒気や湿った空気の影響で雨や雪の降った日が多かったが

下旬は高気圧に覆われて晴れた日が多かった。平均気温は平年並みで日照時間はかなり少な

く、降水量も少なかった。 

３月の上旬と中旬は高気圧に覆われて晴れた日が多かったが、下旬は前線や湿った空気の

影響で曇りや雨の日が多かった。平均気温はかなり高く、日照時間もかなり多く、平均気温

は統計開始以降、高い方から第１位となった。降水量は平年並みであった。 

（資料提供：姫路エコテック㈱） 

 

２．赤穂の気象 
令和４年度の市南部での気象測定結果は、表３－１－１①に示すとおり、年間平均気温が  

１６．５℃、最高気温が７月の３５．９℃、最低気温が１月の－３．７℃で、前年度と比べ 

て年間平均気温は０．５℃高く、最高気温は変わらず、最低気温は０．６℃低かった。年平

均湿度は６３％で前年度より５％低かった。 

また、年間降水量は８０１．５㎜で前年度（１，２２３．０㎜）と比べて少なかった。

（図３－１－１参照） 

また、市南部と北部の状況を比較すると、年平均湿度は南部が６３％、北部が８０％、平 

均気温は年間を通して南部が高く、最高気温も南部が高かった。最低気温は北部の方が低く、

南部より４．１℃低かった。総雨量は南部が８０１．５㎜、北部が８５５．０㎜であり、北

部の方が多かった。（表３－１－１①、②参照） 

   

３．風向風速の状況 
本市は、三方が２００～４００ｍの比較的標高は低いが起伏の多い山地で囲まれ、南は海  

に面し、その海岸から背後山麓までわずか２～４㎞しかなく、市の中央部は千種川をはじめ

中小河川が貫流している等の地形条件にあるため、市内各地点の風向は複雑な動態を示し 

ている。 

年間の風配（表３－１－２風向特性等解析表及び図３－１－２年間風配図参照）を見ると、 

市役所は北東及び東北東方向、塩屋は北及び北北西方向、尾崎は北北西方向、天和は西及び

西北西方向、高雄は北及び北北東方向、下水管理センターは北北東方向、有年は南方向がそ

れぞれ卓越している。また、大津と坂越は地形の影響をかなり強く受け、大津では北西から

南東へかけての谷あいに位置しているため、四季を通じて北西方向の風が卓越しており、坂

越では東側に位置する千種川とその両岸の山地の影響を受け、年間を通じ東方向の風が卓越

している状況である。 

年間平均風速は、１．４～２．６ｍ/sec となっている。（表３－１－３参照）各地点とも 

に季節的な変化はあまり認められず、静穏の出現頻度も ０．６～１０．７％となっている。  
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表３―１―１① 気象測定結果（南部：赤穂小学校） 
                                                                      (令和４年度) 

項目＼月  ４  ５  ６  ７  ８  ９  １０  １１  １２  １  ２  ３  年  間  

温度  

平均  15.1 18.5 23.2 27.6 28.6 25.7 18.0 14.1 6.1 4.9 5.7 11.0 平均 16.5 

最高  25.6 31.4 33.5 35.9 35.2 34.3 29.8 22.5 16.0 14.5 14.5 22.2 最高 35.9 

最低  2.3 7.1 12.7 21.3 18.0 15.4 8.2 5.8 -3.1 -3.7 -2.0 0.1 最低 -3.7 

湿度  平均  62 62 69 70 69 64 62 66 55 59 60 59 平均 63 

雨量  月間  97.5 65.0 81.0 114.0 111.5 70.0 77.0 51.0 12.5 19.5 31.0 71.5 合計 801.5 

  （注）   1.雨量については総雨量を掲記                               
          2.単位は温度(℃),湿度(％),雨量(mm)                      
 
表３―１―１② 気象測定結果（北部：有年中学校） 
                                                                      (令和４年度) 

項目＼月  ４  ５  ６  ７  ８  ９  １０  １１  １２  １  ２  ３  年  間  

温度  

平均  14.3 17.6 22.4 26.8 27.4 24.3 16.2 12.2 4.4 3.6 4.8 10.0 平均 15.4 

最高  25.0 30.5 33.5 35.0 35.1 34.0 29.4 22.4 15.6 15.8 15.2 22.7 最高 35.1 

最低  0.0 5.3 11.3 19.9 16.0 13.7 6.1 3.5 -6.1 -7.8 -3.6 -1.7 最低 -7.8 

湿度  平均  73 76 83 85 85 83 83 85 76 77 75 75 平均 80 

雨量  月間  106.5 67.0 77.0 128.0 97.5 108.5 62.0 60.5 17.0 29.5 32.5 69.0 合計 855.0 

  （注）   1.雨量については総雨量を掲記                               
          2.単位は温度(℃),湿度(％),雨量(mm)                      

 

図３－１－１  年間平均気温・年間総雨量経年変化  

         (測定地点：～ H16 下水管理センター  H17～ 27.8 消防本部  H27.9～赤穂小学校 ) 
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表３－１－２ 風向特性等解析表  
                                                                    （令和４年度） 

解析項目  ∖ 測定地点  市役所  塩屋監視局  尾崎監視局  天和監視局  坂越監視局  

風 向 特 性  
NE,ENE 
やや卓越  

N ,NNW 
卓越  

NNW 
卓越  

W,WNW 
卓越  

ENE,E 
卓越  

風 速 特 性  
(m/sec) 

1.0～1.9 
 
卓越  

1.0～1.9 
 

卓越  

1.0～1.9 
 

卓越  

0.4～0.9 
1.0～1.9 
卓越  

1.0～1.9 
2.0～2.9 
卓越  

年間平均風速 (m/sec) 2.3 1.9 2.0 1.8 2.1 

静穏状態出現率 (％ ) 2.7 3.3 4.4 5.3 1.9 

風向別平均風速特性 
SW,WNW 
やや卓越  

SW,WNW 
やや卓越  

SE 
卓越  

SE 
やや卓越  

SW 
卓越  

解析項目  ∖ 測定地点  高雄監視局  大津監視局  有年監視局  下水管理ｾﾝﾀｰ  

風向特性  
N,NNE 
卓越  

NW 
卓越  

S 
やや卓越  

NNE 
卓越  

風速特性  
(m/sec) 

0.4～0.9 
1.0～1.9 
卓越  

1.0～1.9 
 

卓越  

0.4～0.9 
1.0～1.9 
卓越  

1.0～1.9 
2.0～2.9 
卓越  

年間平均風速(m/sec) 1.7 2.0 1.4 2.6 

静穏状態出現率(％) 3.8 3.1 10.7 0.6 

風向別平均風速特性  
SSE,S 
やや卓越  

SE 
やや卓越  

S 
卓越  

WSW 
やや卓越  

  （注）  静穏とは、風速が 0.3m/sec以下をいう。  

有年監視局は、風向風速計点検のため、１１月１０日～３月１日まで欠測。  
 

表３－１－３ 年間平均風速 
                                                   (令和４年度)(単位：m／sec) 

測 定 地 点 市 役 所 塩屋監視局  尾崎監視局  天和監視局  坂越監視局  

4 月～  6 月  2.1 1.7 1.9 1.6 2.0 

7 月～  9 月  2.4 2.1 2.3 2.0 2.2 

10 月～ 12 月  2.3 2.0 2.0 1.8 2.2 

1 月～  3 月  2.3 1.8 1.8 1.8 2.0 

年   間  2.3 1.9 2.0 1.8 2.1 

測 定 地 点 高雄監視局  大津監視局  有年監視局  下水管理 ｾﾝﾀｰ 

4 月～  6 月  1.7 1.8 1.5 2.3 

7 月～  9 月  1.7 1.9 1.5 2.7 

10 月～ 12 月  1.5 2.1 1.1 2.8 

1 月～  3 月  1.7 2.1 1.5 2.6 

年   間  1.7 2.0 1.4 2.6 

 

表３－１－４ 風向別平均風速                                             
                                                   (令和４年度)(単位：m／sec) 

測定地点 ∖風向 N NNE NE ENE E ESE SE SSE S SSW SW WSW W WNW NW NNW 

市 役 所 2.4 1.8 1.4 1.2 1.3 2.0 2.6 2.9 3.0 3.1 3.8 3.2 3.3 3.8 3.4 2.7 

塩屋監視局  1.7 1.4 1.1 1.1 1.3 1.9 2.5 2.3 2.5 2.4 2.6 2.0 2.3 2.6 2.1 1.8 

尾崎監視局  1.4 1.5 1.5 2.1 2.5 2.5 3.5 2.3 2.3 2.4 2.7 2.7 2.8 2.6 1.9 1.4 

天和監視局  1.8 1.6 1.8 1.8 2.1 2.4 2.6 1.9 2.0 1.7 1.9 1.9 1.8 1.4 2.2 2.3 

坂越監視局  1.9 2.1 2.0 1.9 2.0 1.8 1.7 1.6 2.1 2.6 3.1 2.6 2.0 1.7 1.6 1.3 

高雄監視局  1.8 1.2 1.0 0.9 0.9 1.0 1.3 2.7 2.8 2.4 1.8 1.1 1.0 1.3 1.3 2.0 

大津監視局  1.7 1.2 0.9 1.2 1.5 2.3 2.6 2.4 1.7 1.1 1.0 1.2 2.2 2.3 1.7 2.2 

有年監視局  1.0 1.2 1.5 1.5 1.4 1.0 0.9 1.7 2.5 1.7 1.1 1.3 1.6 1.3 0.8 1.0 

下水管理ｾﾝﾀｰ 2.2 2.2 1.9 1.8 2.1 2.0 3.1 3.3 2.6 3.2 3.5 3.9 3.4 2.8 3.1 2.8 
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図　３－１－２　  年 間 風 配 図  ( 令 和 ４ 年 度 )

静穏 スケール

静穏 ： 静穏状態（風速0.3m/sec以下)
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１．現況 

大気環境監視網については、一般大気監視局として市内８か所に監視局舎を設置し大気環

境の監視を行っている。 

  令和４年度の一般環境大気監視局（８監視局）の監視結果概要は次に示すとおりである。

  

(1) 硫黄酸化物（二酸化硫黄） 

二酸化硫黄については、溶液導電率法及び紫外線蛍光法により測定しており、濃度の経年変

化を年間平均値でみると、昭和４７年度の０.０２７ppm をピークに減少しており、昭和６０年

度以降０.００５ppm 以下の低濃度で推移している。 

令和４年度の年間平均値（８地点平均）は、０．００３ppm となっている。季節的、地域的

に有意な較差は認められない。 

また、二酸化硫黄の環境基準は、「１時間値の１日平均値が０.０４ppm 以下であり、かつ、

１時間値が０.１ppm 以下であること」であるが、表４－１－１にも示すとおりすべての地点にお

いて適合している状況である。 

 

図４－１－１  二酸化硫黄濃度  

（１）年間平均値の経年変化  

 

（２）月間平均値の経月変化  
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（３）測定地点別年間平均値・日平均値及び１時間値最高値  

 

 

 

 

 表４－１－１ 二酸化硫黄濃度に係る環境基準の達成状況 

 

 

 

 

0.00

0.02

0.04

0.06

0.08

0.10

市役所 塩屋 大津 天和 尾崎 坂越 高雄 有年

ppm

年間平均値

日平均値の最高値

１時間値の最高値

有効測定

日数
測定時間 年平均値

１時間値

の最高値

日平均値の

2%除外値

日平均値が0.04ppmを

超えた日が２日以上連

続したことの有無

環境基準の長期的評価

による日平均値が

0.04ppmを超えた日数

日 時間 ppm 時間 ％ 日 ％ ppm ppm 有×　・　無○ 日

市役所 商　　業 362 8665 0.001 0 0.0 0 0.0 0.014 0.002 ○ 0

塩　屋 1種中高層住専 364 8687 0.001 0 0.0 0 0.0 0.019 0.003 ○ 0

尾　崎 1種中高層住専 364 8726 0.005 0 0.0 0 0.0 0.015 0.009 ○ 0

天　和 工　　専 364 8690 0.001 0 0.0 0 0.0 0.006 0.002 ○ 0

坂　越 １種住居 365 8744 0.003 0 0.0 0 0.0 0.014 0.007 ○ 0

大　津 市街化調整 363 8681 0.001 0 0.0 0 0.0 0.008 0.002 ○ 0

有　年 市街化調整 365 8745 0.004 0 0.0 0 0.0 0.013 0.007 ○ 0

高　雄 市街化調整 364 8737 0.004 0 0.0 0 0.0 0.015 0.007 ○ 0

測定局 用途地域

１時間値が0.1ppmを超

えた時間数とその割合

日平均値が0.04ppmを

超えた日数とその割合

環境基準 

（日平均値） 

環境基準 

（１時間値） 
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(2) 浮遊粒子状物質 

浮遊粒子状物質についてはベータ線吸収法により測定を行っているが、令和４年度の年

間平均値（８地点平均）は、０.０１２㎎/㎥であり、図４－１－２に示すとおり前年度と

同程度の値となっている。月間平均値においても、年間を通して同程度の値であった。 

また、浮遊粒子状物質に係る環境基準は､「１時間値の１日平均が０.１０㎎/㎥以下で

あり、かつ、１時間値が０.２０㎎/㎥ 以下であること」であるが、表４－１－２に示すとお

り１時間値の１日平均、１時間値ともにすべての地点において適合している状況である。  

浮遊粒子状物質には、発生源から直接大気中に放出される一次粒子と硫黄酸化物・窒素

酸化物等のガス状物質が大気中で粒子状物質に変化する二次生成粒子があり、一次粒子の

発生源には工場などから排出されるばいじんやディーゼル排気粒子等の人的発生源と黄砂

や土壌の巻き上げ等の自然発生源がある。 

 

図４―１－２  浮遊粒子状物質濃度  

(１ )年間平均値の経年変化  

 

 

 

(２ )月間平均値の経月変化  
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(３ )測定地点別年間平均値及び日平均値の最高値  

 

 

 

 表４－１－２ 浮遊粒子状物質濃度に係る環境基準の達成状況 
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0.20
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0.24

0.26

0.28

0.30

市役所 塩屋 大津 天和 尾崎 坂越 高雄 有年

mg/㎥

日平均値の最高値

有効測定

日数
測定時間 年平均値

１時間値の

最高値

日平均値の

2%除外値

日平均値が0.10㎎/m3を

超えた日が２日以上連

続したことの有無

環境基準の長期的評価によ

る日平均値が0.10㎎/m3を

超えた日数

日 時間 ㎎/m3 時間 ％ 日 ％ ㎎/m3 ㎎/m3 有×　　・　　無○ 日

市役所 商　　業 362 8706 0.013 0 0.0 0 0.0 0.090 0.030 ○ 0

塩　屋 1種中高層住専 364 8732 0.012 0 0.0 0 0.0 0.084 0.030 ○ 0

尾　崎 1種中高層住専 355 8510 0.012 0 0.0 0 0.0 0.108 0.031 ○ 0

天　和 工　　専 364 8733 0.012 0 0.0 0 0.0 0.059 0.028 ○ 0

坂　越 １種住居 365 8734 0.010 0 0.0 0 0.0 0.075 0.026 ○ 0

大　津 市街化調整 363 8729 0.014 0 0.0 0 0.0 0.059 0.030 ○ 0

有　年 市街化調整 365 8732 0.011 0 0.0 0 0.0 0.075 0.030 ○ 0

高　雄 市街化調整 365 8729 0.010 0 0.0 0 0.0 0.092 0.031 ○ 0

測定局 用途地域

１時間値が0.20㎎/m3を

超えた時間数とその割合

日平均値が0.10㎎/m3を

超えた日数とその割合

環境基準 

（日平均値） 

年間平均値 
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(3) 窒素酸化物（二酸化窒素） 

二酸化窒素については吸光光度法及び化学発光法により測定を行っており、令和４年度

の年間平均値（８地点平均）は、０.００６ppm であり、図４－１－３に示すとおり近年同

程度の濃度で推移している。季節的には冬期がやや高くなっている。二酸化窒素の環境基

準「１時間値の１日平均値が０.０４ppm から０.０６ppm までのゾーン内又はそれ以下で

あること」については、表４－１－３に示すとおりすべての地点において適合している。 

      

図４－１－３  二酸化窒素濃度  

(１ )年間平均値の経年変化  

 

 

 

(２ )月間平均値の経月変化  

 

 

 

 

 

 

0.006

0.005

0.007

0.009

0.011

0.013

0.015

0.017

H17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 R1 2 3 4

ppm

年度  

0.000

0.004

0.008

0.012

0.016

0.020

4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3

ppm

R4 R5 月  



- 40 - 

(３ )測定地点別年間平均値及び日平均値の最高値  

 

 

 

  表４－１－３ 二酸化窒素濃度に係る環境基準の達成状況 

 

 

 

 

 

0

0.01

0.02

0.03

0.04

0.05
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0.07

市役所 塩屋 大津 天和 尾崎 坂越 高雄 有年

ppm

日平均値の最高値

有効測定

日数
測定時間 年平均値

1時間値の

最高値

日平均値の

年間98％値

98％値評価による

日平均値が0.06ppm

を超えた日数

日 時間 ppm ppm 時間 ％ 時間 ％ 日 ％ 日 ％ ppm 日

市役所 商　　業 364 8680 0.006 0.034 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.014 0

塩　屋 1種中高層住専 307 7400 0.008 0.046 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.019 0

尾　崎 1種中高層住専 364 8740 0.005 0.038 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.012 0

天　和 工　　専 362 8700 0.004 0.032 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.012 0

坂　越 １種住居 364 8740 0.005 0.031 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.014 0

大　津 市街化調整 361 8664 0.010 0.048 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.022 0

有　年 市街化調整 364 8690 0.008 0.037 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.017 0

高　雄 市街化調整 363 8727 0.004 0.029 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.012 0

日平均値が0.04ppm

以上0.06ppm以下の

日数とその割合測定局 用途地域

１時間値が0.2ppm

を超えた時間数と

その割合

１時間値が0.1ppm以上

0.2ppm以下の時間数と

その割合

日平均値が0.06ppm

を超えた日数と

その割合

環境目標値 

（日平均値） 

環境基準 

（日平均値） 

年間平均値 
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(4) 光化学オキシダント 

光化学オキシダントについては、市内２地点において紫外線吸収法により測定している

が、２地点の年間平均値（昼間測定時間平均）は、０.０３３ppm となっている。光化学オ

キシダントについては、午前６時～午後８時の時間帯について評価することとされており、

環境基準「１時間値が０.０６ppm 以下であること」については、表４－１－５に示すとお

り、適合率は９１．９％～９４.７％となっている。 

なお、本市における光化学スモッグ広報等は、市役所局のデータに基づき発令されるこ

ととなっている。過去１０年間の状況は表４－１－４に示すとおりであり、平成２７年８

月に予報及び注意報が 1 回、平成３０年８月に注意報が 1 回、令和元年５月に予報が３回、注

意報が２回発令された。 

 

 

 表４－１－４ 光化学スモッグ広報等発令状況の経年推移 

（測定局：市役所） 

年度 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 

月  

予 

報 

注
意
報 

予 

報 

注
意
報 

予 
報 

注
意
報 

予 

報 

注
意
報 

予 

報 

注
意
報 

予 

報 

注
意
報 

予 

報 

注
意
報 

予 

報 

注
意
報 

予 

報 

注
意
報 

予 

報 

注
意
報 

５  ０  ０  ０  ０  ０  ０  ０  ０  ０  ０  ０  ０  ３  ２  ０  ０  ０  ０  ０  ０  

６  ０  ０  ０  ０  ０  ０  ０  ０  ０  ０  ０  ０  ０  ０  ０  ０  ０  ０  ０  ０  

７  ０  ０  ０  ０  ０  ０  ０  ０  ０  ０  ０  ０  ０  ０  ０  ０  ０  ０  ０  ０  

８  ０  ０  ０  ０  １  １  ０  ０  ０  ０  ０  １  ０  ０  ０  ０  ０  ０  ０  ０  

９  ０  ０  ０  ０  ０  ０  ０  ０  ０  ０  ０  ０  ０  ０  ０  ０  ０  ０  ０  ０  

計  ０  ０  ０  ０  １  １  ０  ０  ０  ０  ０  １  ３  ２  ０  ０  ０  ０  ０  ０  

最高 

濃度 

0.120 

 ppm 

0.107 

 ppm 

0.135 

 ppm 

0.118 

 ppm 

0.110 

 ppm 

0.127 

 ppm 

0.152 

 ppm 

0.115 

 ppm 

0.106 

 ppm 

0.102 

 ppm 

  

 

 

 表４－１－５ オキシダント濃度に係る環境基準の達成状況 

 

 

昼間測定

日数

昼間測定

時間

昼間の1時間値

の年平均値

昼間の1時間値

の最高値

昼間の日最高

1時間値の

年平均値

(日) (時間) (ppm) (日) (時間) (日) (時間) (ppm) (ppm)

市役所 商　　 業 362 5439 0.036 84 442 0 0 0.102 0.050

有  年 市街化調整 362 5447 0.029 60 285 1 1 0.120 0.047

昼間の1時間値が

0.06ppmを超えた

日数と時間数

昼間の1時間値が

0.12ppm以上の

日数と時間数測 定 局 用途地域
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 (5) 降下ばいじん 

降下ばいじんについては、市内１０地点においてデポジットゲージ法により測定を行っ

ている。降下ばいじん量の推移についてみると、令和４年度は市内平均１．９８t/km2/月

で前年度よりやや増加している。図４－１－４に示す年平均値の経年変化のとおり３t/km2

/月以下で推移している。 

また、降下ばいじんの総量に対する不溶解性物質の比率を年平均でみると、すべての測

定地点において５０％以下となっている。（表４－１－６、８、９参照） 

なお、降下ばいじんに係る本市の環境目標値「月間値の年間平均値が５t/km2/月以下で

あり、かつ、月間値が１０t/ km2/月以下であること」については、すべての測定地点で適

合している状況である。(表４－１－７参照） 

今後とも良好な環境を維持するために工場に対する集じん対策の推進や発じん防止措置

の徹底、集じん装置等の適正な維持管理、採石場内での散水徹底等粉じん防止対策につい

て引き続き指導を行う方針である。 

  

 

 

図４－１－４  降下ばいじん量  

(１ )年間平均値の経年変化  
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（２）月間平均値の経月変化  

 

 

 

 

（３）測定地点別年間平均値及び月間最高値  
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表４－１－６　降下ばいじん(総量）測定結果

単位　：　t/km
2
/月

測定地点 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 最大 最小 平均

天    和 4.20 1.52 0.62 3.98 1.26 5.68 1.31 0.59 0.33 0.56 1.25 3.21 5.68 0.33 2.05

折    方 3.16 1.39 1.36 3.24 2.40 3.34 0.89 0.28 0.33 0.47 0.85 2.88 3.34 0.28 1.72

大    津 3.42 2.24 0.70 2.61 1.64 3.84 0.98 0.44 0.71 0.82 1.30 2.91 3.84 0.44 1.80

塩　　屋 2.99 2.09 0.88 2.84 2.98 1.39 0.60 0.99 0.33 0.65 1.37 2.50 2.99 0.33 1.64

加 里 屋 3.82 2.62 1.58 2.59 3.06 7.09 0.63 0.82 0.56 1.30 1.15 2.93 7.09 0.56 2.35

千    鳥 2.70 2.01 1.70 2.54 2.24 4.52 1.58 1.03 0.77 0.89 1.68 3.30 4.52 0.77 2.08

尾　　崎 4.88 2.00 1.03 2.69 2.05 2.68 1.68 0.24 0.40 0.39 0.62 3.40 4.88 0.24 1.84

坂　　越 4.84 1.81 1.85 3.63 1.84 6.22 0.40 0.68 0.34 1.06 1.28 3.34 6.22 0.34 2.28

高    雄 4.26 1.11 2.22 2.30 4.30 7.14 0.96 1.21 0.23 欠測 1.33 3.06 7.14 0.23 2.44

有　　年 2.92 1.82 1.80 2.24 1.98 2.81 0.49 0.83 0.54 0.48 1.45 2.68 2.92 0.48 1.67

最　　高 4.88 2.62 2.22 3.98 4.30 7.14 1.68 1.21 0.77 1.30 1.68 3.40 7.14

最　　低 2.70 1.11 0.62 2.24 1.26 1.39 0.40 0.24 0.23 0.39 0.62 2.50 0.23

平　　均 3.72 1.86 1.37 2.87 2.38 4.47 0.95 0.71 0.45 0.74 1.23 3.02 1.98

表４－１－７　降下ばいじんに係る環境目標値の達成状況

測定地点 
有効測定月数 月間値の最高値 年 平 均 値

月間値が10ｔを超えた月数
(月） （t/km

2
/月） （t/km

2
/月）

0

折　　　方 12 3.34 1.72 0

天　　　和 12 5.68 2.05

0

塩　　　屋 12 2.99 1.64 0

大　　　津 12 3.84 1.80

0

千　　　鳥 12 4.52 2.08 0

加  里　屋 12 7.09 2.35

0

坂　　　越 12 6.22 2.28 0

尾　　　崎 12 4.88 1.84

0

有　　  年 12 2.92 1.67 0

高　　　雄 11 7.14 2.44

-
 
4
4
 
-
 

 



- 45 - 

 表４－１－８  降下ばいじん量（溶解性）測定結果

測定地点 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 最大 最小 平均

天    和 3.04 0.65 0.15 2.57 0.00 4.65 0.76 0.02 0.12 0.32 0.50 1.59 4.65 0.00 1.20

折    方 1.97 0.28 0.63 2.25 1.47 2.11 0.58 0.00 0.21 0.29 0.35 1.84 2.25 0.00 1.00

大    津 2.19 1.36 0.32 1.94 0.94 3.33 0.67 0.05 0.39 0.53 0.71 2.08 3.33 0.05 1.21

塩　　屋 1.89 1.07 0.39 1.93 2.11 0.00 0.24 0.33 0.21 0.33 0.74 1.26 2.11 0.00 0.88

加 里 屋 2.57 1.34 0.85 1.76 1.94 6.10 0.38 0.49 0.32 0.83 0.60 1.64 6.10 0.32 1.57

千    鳥 1.68 0.97 1.20 1.69 1.20 3.24 1.30 0.53 0.40 0.31 0.82 2.16 3.24 0.31 1.29

尾　　崎 3.67 0.94 0.53 1.82 1.04 1.70 1.42 0.00 0.25 0.09 0.21 2.20 3.67 0.00 1.16

坂　　越 3.47 0.83 0.91 2.48 0.77 4.63 0.00 0.35 0.17 0.57 0.72 2.12 4.63 0.00 1.42

高    雄 2.99 0.26 1.43 1.21 3.02 5.47 0.74 0.85 0.11 0.41 0.86 2.02 5.47 0.11 1.61

有　　年 2.14 1.17 1.04 1.44 0.88 1.86 0.32 0.66 0.37 0.27 0.90 1.84 2.14 0.27 1.07

最　　高 3.67 1.36 1.43 2.57 3.02 6.10 1.42 0.85 0.40 0.83 0.90 2.20 6.10

最　　低 1.68 0.26 0.15 1.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.11 0.09 0.21 1.26 0.00

平　　均 2.56 0.89 0.75 1.91 1.34 3.31 0.64 0.33 0.26 0.40 0.64 1.88 1.24

　
表４－１－９　降下ばいじん量（不溶解性）測定結果

測定地点 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 最大 最小 平均

天    和 1.16 0.87 0.47 1.41 1.26 1.03 0.55 0.57 0.21 0.24 0.75 1.62 1.62 0.21 0.85

折    方 1.19 1.11 0.73 0.99 0.93 1.23 0.31 0.28 0.12 0.18 0.50 1.04 1.23 0.12 0.72

大    津 1.23 0.88 0.38 0.67 0.70 0.51 0.31 0.39 0.32 0.29 0.59 0.83 1.23 0.29 0.59

塩　　屋 1.10 1.02 0.49 0.91 0.87 1.39 0.36 0.66 0.12 0.32 0.63 1.24 1.39 0.12 0.76

加 里 屋 1.25 1.28 0.73 0.83 1.12 0.99 0.25 0.33 0.24 0.47 0.55 1.29 1.29 0.24 0.78

千    鳥 1.02 1.04 0.50 0.85 1.04 1.28 0.28 0.50 0.37 0.58 0.86 1.14 1.28 0.28 0.79

尾　　崎 1.21 1.06 0.50 0.87 1.01 0.98 0.26 0.24 0.15 0.30 0.41 1.20 1.21 0.15 0.68

坂　　越 1.37 0.98 0.94 1.15 1.07 1.59 0.40 0.33 0.17 0.49 0.56 1.22 1.59 0.17 0.86

高    雄 1.27 0.85 0.79 1.09 1.28 1.67 0.22 0.36 0.12 欠測 0.47 1.04 1.67 0.12 0.83

有　　年 0.78 0.65 0.76 0.80 1.10 0.95 0.17 0.17 0.17 0.21 0.55 0.84 1.10 0.17 0.60

最　　高 1.37 1.28 0.94 1.41 1.28 1.67 0.55 0.66 0.37 0.58 0.86 1.62 1.67

最　　低 0.78 0.65 0.38 0.67 0.70 0.51 0.17 0.17 0.12 0.18 0.41 0.83 0.12

平　　均 1.16 0.97 0.63 0.96 1.04 1.16 0.31 0.38 0.20 0.34 0.59 1.15 0.74

単位： t／k㎡／月

単位： t／k㎡／月

-
 
4
5
 
-
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(6) 微小粒子状物質（ＰＭ２．５） 

大気環境中における微小粒子状物質（ＰＭ２.５）については、平成２５年１１月から、

県により微小粒子状物質測定機が市役所本庁舎に設置され、測定が開始された。令和４年

度の測定結果は表４－１－１０及び１１に示すとおりである。県下４１か所（令和４年度）

の一般大気監視局にて測定されている値は県へ集約され、１時間ごとに県ホームページに

て公表されている。一方、県下の地域を測定地点のエリアごとに６地区に区分し、各地点

のＰＭ２.５の濃度が注意喚起情報の発信基準（最下部参照）を超えるような場合には、

県からその地域に対して注意喚起情報が発信される。 

赤穂市は、姫路市、たつの市、相生市など１１市町を含む播磨西部地域に区分されてい

るが、測定が開始された平成２５年１１月以降、赤穂市が属する播磨西部地域への注意喚

起情報の発信は無い。（表４－１－１２参照）  

 

表４－１－１０ 令和４年度 微小粒子状物質測定結果（年間値） 

表４－１－１１ 令和４年度  微小粒子状物質測定結果（月間値）  

表４－１－１２ 播磨西部地区における微小粒子状物質の注意喚起情報の発信状況  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

測定局

市役所

出典：「ひょうごの環境　兵庫県大気環境の状況（兵庫県）」

363 6.9 18.0 0 0.000

有効測定日数 平均値(μg/㎥)
日平均値の

年間98%値(μg/㎥)
日平均値が35μg/㎥を

超えた日数
日平均値が35μg/㎥を超えた

日数の有効測定日数に対する割合

（単位：μg/㎥）

測定局 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 計

30 31 30 31 31 29 31 29 31 31 28 31 363

9.2 10.4 8.0 8.1 8.8 6.0 4.0 5.8 3.7 5.1 5.1 8.4 6.9

17.5 19.2 15.5 22.2 16.6 14.3 10.5 14.4 8.5 23.9 11.4 26.1 26.1

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

出典：「ひょうごの環境　兵庫県大気環境の状況（兵庫県）」

項        目

市役所
有効測定日数

平均値(μg/㎥)

日平均値の最高値(μg/㎥)

日平均値が35μg/㎥を超えた日数

（単位：日）
　　　　　　　　　月
 年度

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

令和４年度 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 

（注意喚起情報の発信について）  

（１）  発信基準  

①  午前５時から７時の１時間値の平均が 85μ g/㎥を超えた場合  

（各地域内の全測定局の上記１時間値すべてを平均して判断する。）  

②  午前５時から 12 時の１時間値の平均が 80μ g/㎥を超えた場合  

（各地域内の全測定局の上記１時間値を測定局毎に平均し、その最大値で判断する。）  

③  ①及び②の他、日中の濃度上昇や気象状況等により日平均値が 70μ g/㎥を超えるおそれ  

のある場合  

（２）  地域区分  

    県下を６地域（神戸・阪神、播磨東部、播磨西部、但馬、丹波、淡路）に区分  

播磨西部地域（姫路市、市川町、福崎町、神河町、相生市、赤穂市、宍粟市、たつの市、  

太子町、上郡町、佐用町）  
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(7) 市内放射線測定結果 

市内における放射線については、市役所本庁舎にて毎月１回測定を行っている。測定値

については、０.０８～０.１１マイクロシーベルト／時で推移しており、大きな変動は

無い状態である。また、測定結果については放射線測定後、市ホームページにおいて随時

公表を行っている。（表４－１－１３、図４－１－５参照） 

現在測定結果において、自然界に存在するといわれている放射線量（２.４ミリシーベ

ルト／年（０.２７マイクロシーベルト／時））を超える値は観測されていない。 

 

表４－１－１３  令和４年度  放射線測定結果  

 

 

 

 

（単位：μSv／時）

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

 市役所 0.10 0.08 0.11 0.11 0.11 0.08 0.10 0.10 0.08 0.09 0.08 0.08

0.00

0.05

0.10

0.15

0.20

0.25

0.30

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

市役所

（μSv/時）

R4 R5

図４－１－５ 地点別放射線測定値における経月変化 
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１．水質の現況 

(1) 市内河川の水質 

本市の主要河川である、千種川・長谷川・加里屋川・新川・大津川・塩屋川・矢野川の

７河川の計１５地点において年間４回水質調査を実施した。 

これら河川の水質は、前年度と比較すると、各河川とも前年度と同じような数値を示し

ており、近年はほぼ横ばいの状況で推移している。７河川の水質を生物化学的酸素要求量

（ＢＯＤ）を指標に比較すると、長谷川が最も良好で、次に千種川及び矢野川、新川、大

津川、塩屋川、加里屋川の順となっている。（表５－１－１参照）なお、千種川以外の河

川については、環境基準が設定されていないため、環境基準に準じた環境目標値（表５－

１－３参照、以下「目標値」という）を設け、水質保全の指針としている。 

また、令和４年４月１日に改正された水質環境基準が施行され、生活環境の保全に関

する環境基準のうち、大腸菌群数が削除され、新たに大腸菌数が追加されたため、令和

４年度より大腸菌数の測定を行っている。 

各河川の概況は以下のとおりである。 

 

① 千種川 

環境省より名水百選に選定されている千種川は、Ａ類型の環境基準（千種町室橋よ

り上流は AA 類型）があてはめられている。調査は、楢原橋・有年橋・富原橋・高雄橋

・高雄橋下流・坂越大橋・新赤穂大橋の７地点で調査を行った。表５－１－２に示すよ

うに、環境基準適合状況は、水素イオン濃度（ｐＨ）、ＢＯＤ、浮遊物質量（ＳＳ）、

溶存酸素量（ＤＯ）、大腸菌数の全項目において１００％となっていた。 

各測定地点（感潮域の新赤穂大橋を除く。）の状況をみると、ｐＨ、ＳＳ、ＤＯ、化

学的酸素要求量（ＣＯＤ）、ＢＯＤについては、上流域から下流域までほとんど水質変

動は認められない。 

なお、旧坂越橋（令和３年度より坂越大橋で採水）における水質の経年変化を図５－

１－１に示している。上流域における河川改修の影響によるものと考えられるＳＳの変

動があるが、基準値の範囲内となっている。 

  ② 長谷川 

千種川の支流である長谷川は、源流から千種川への流入点まで全水域をＡ類型にあ

てはめ、上組橋で調査を実施している。 

目標値適合状況は、ｐＨ、ＢＯＤ、ＳＳ、ＤＯは１００％、ＣＯＤが７５％となっ

ている。（表５－１－３参照） 

③ 加里屋川 

加里屋川は、中洲橋地点をＣ類型、城南橋地点をＤ類型にあてはめている。市街地

の中心部水域の中洲橋での目標値適合状況は、ＢＯＤ、ＤＯ、ＣＯＤは１００％、ｐＨ、

ＳＳが７５％、河口部域の城南橋では、ｐＨ、ＳＳ、ＤＯ、ＣＯＤは１００％、ＢＯＤ

が５０％となっている。（表５－１－３参照） 

河口部域の水質経年変化を図５－１－２に示しているが、ｐＨ、ＳＳ、ＤＯ、ＢＯ
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Ｄについて、前年度と比較して数値が上昇している。 

④ 新川 

新川は、城西橋地点をＤ類型にあてはめており、目標値適合状況は、全項目で 

１００％となっている。（表５－１－３参照） 

また、水質経年変化を図５－１－２に示しているが、前年と比較して横ばいの状況

であり、良好な水質を呈している。 

  ⑤ 大津川 

大津川は、船渡橋地点をＡ類型、石ヶ崎橋をＣ類型にあてはめている。船渡橋での

目標値適合状況は、ｐＨ、ＢＯＤは１００％、ＤＯが７５％、ＳＳが５０％、ＣＯＤが

２５％となっている。石ヶ崎橋では、ｐＨ、ＢＯＤ、ＳＳは１００％、ＤＯ、ＣＯＤが

７５％となっている。（表５－１－３参照） 

  ⑥ 塩屋川 

塩屋川の目標値は未設定であるが、昭和６１年度より塩屋橋において調査を実施し

ている。調査結果については、年間平均値でｐＨ  ８．２、ＢＯＤ２．１ mg/L、ＤＯ 

１０．６mg/L、ＣＯＤ５．０mg/L、ＳＳ８mg/L、大腸菌数１４２CFU/100mL となってお

り、天候等の影響により、前年度より数値が上がっている。（表５－１－４参照） 

⑦ 矢野川 

矢野川は、赤穂市境界線から千種川流入点までの水域をＡ類型にあてはめ、黒尾橋

で調査を実施している。目標値適合状況は、ｐＨ、ＢＯＤ、ＳＳ、ＤＯは１００％、 

ＣＯＤが０％となっている。（表５－１－３参照） 
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pH BOD SS DO

※令和３年度より坂越大橋で採水。 

表５－１－１  市内主要河川の水質状況（平均値）           
（令和４年度） 

項目 pH BOD SS DO 大腸菌数 

河川名  (mg/L) (mg/L) (mg/L) (CFU/100mL) 

千 種 川 7.5 0.8 2 10.3 50.8 

長 谷 川 6.9 0.6 1 10.4 133.3 

加 里 屋 川 7.7 3.7 10 10.2 174.5 

新   川 7.9 0.9 5 9.7 131.3 

大 津 川 7.8 1.2 7 8.9 51.6 

塩 屋 川 8.2 2.1 8 10.6 141.8 

矢 野 川 7.7 0.8 2 11.8 112.3 

 
表５－１－２ 千種川水質の環境基準適合状況     

（令和４年度） 

項 目 pH BOD SS DO 大腸菌数 

基準値 6.5～8.5 2mg/L 以下 25mg/L 以下 7.5mg/L 以上 300CFU /1 00 m L 以 下 

楢 原 橋 4/4 100％ 4/4 100％ 4/4 100％ 4/4 100％ 4/4 100％ 

有 年 橋 4/4 100％ 4/4 100％ 4/4 100％ 4/4 100％ 4/4 100％ 

富 原 橋 4/4 100％ 4/4 100％ 4/4 100％ 4/4 100％ 4/4 100％ 

高 雄 橋 4/4 100％ 4/4 100％ 4/4 100％ 4/4 100％ 4/4 100％ 

高雄橋下流 4/4 100％ 4/4 100％ 4/4 100％ 4/4 100％ 4/4 100％ 

坂 越 大 橋 4/4 100％ 4/4 100％ 4/4 100％ 4/4 100％ 4/4 100％ 

新赤穂大橋 4/4 100％ 4/4 100％ 4/4 100％ 4/4 100％ 4/4 100％ 

総 合 評 価 28/28 100％ 28/28 100％ 28/28 100％ 28/28 100％ 28/28 100％ 

 

図５－１－１  旧坂越橋（坂越大橋）における水質の経年変化  

年度  
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  表５－１－３ 市内小河川水質の環境目標値適合状況  

                    （令和４年度）       

河川 ∖ 測定地点 

 

類型 

環  境  目  標  値 

pH BOD SS DO COD 

Ａ 6.5～8.5 2mg/L 以下  5mg/L 以下 7.5mg/L 以上 2mg/L 以下 

Ｂ 6.5～8.5 3  〃  10 〃  5  〃  3  〃  

Ｃ 6.5～8.5 5  〃  15 〃  5  〃  5  〃  

Ｄ 6.0～8.5 8  〃  20 〃  2  〃  8  〃  

長 谷 川 上 組 橋 Ａ 4/4 100％ 4/4 100％ 4/4 100％ 4/4 100％ 3/4 75％ 

加 里 屋 川 

中 洲 橋 Ｃ 3/4 75％ 4/4 100％ 3/4  75％ 4/4 100％ 4/4 100％ 

城 南 橋 Ｄ 4/4 100％ 2/4  50％ 4/4 100％ 4/4 100％ 4/4 100％ 

大 津 川 

船 渡 橋 Ａ 4/4 100％ 4/4 100％ 2/4  50％ 3/4  75％ 1/4  25％ 

石 ヶ 崎 橋 Ｃ 4/4 100％ 4/4 100％ 4/4 100％ 3/4  75％ 3/4  75％ 

新 川 城 西 橋 Ｄ 4/4 100％ 4/4 100％ 4/4 100％ 4/4 100％ 4/4 100％ 

矢 野 川 黒 尾 橋 Ａ 4/4 100％ 4/4 100％ 4/4 100％ 4/4 100％ 0/4 0％ 

総  合  評  価 27/28 96％ 26/28 93％ 25/28  89％ 26/28 93％ 19/28 68％ 

  

-
 
5
2
 
-
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          図５－１－２　市内小河川の水質経年変化（最下流地点）
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※平成 16 年度～20 年度の石ヶ崎橋は橋梁工事のため採水できず、調査は実施していない。 
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表５－１－４  河川水質調査結果（定例調査）総括   

水

水温 ＢＯＤ ＣＯＤ ＳＳ ＤＯ 大腸菌数 ＣL
- NH4-N NO2-N NO3-N PO4-P

系 ℃ mg/L mg/L mg/L mg/L CFU/100mL mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L

最高 26.8 7.9 1.0 1.9 2 13 110 9 0.02 ND 0.63 0.02

最低 6.5 7.1 ND 1.1 1 8.1 41 5 ND ND 0.12 ND

平均 16.3 7.5 0.7 1.5 2 10.6 71 7 0.02 0.01 0.35 0.01

最高 26.3 7.7 1.2 2.0 3 12 110 8 0.02 ND 0.64 0.02

最低 6.8 7.3 0.7 1.4 ND 8.8 54 5 ND ND 0.12 ND

平均 16.4 7.5 1.0 1.6 2 10.5 76 7 0.02 0.01 0.34 0.01

最高 26.3 7.6 1.7 1.9 3 12 73 7 0.03 ND 0.66 0.02

最低 7.0 7.1 ND 0.8 ND 8.2 43 5 ND ND 0.11 ND

平均 16.6 7.4 1.0 1.5 2 9.9 56 6 0.02 0.01 0.36 0.01

最高 26.8 7.6 1.0 1.9 2 12 75 9 0.02 ND 0.63 0.01

最低 7.7 7.2 ND 1.3 1 8.1 24 4 ND ND 0.15 ND

平均 16.9 7.4 0.7 1.6 2 10.4 47 7 0.01 0.01 0.37 0.01

最高 27.1 7.8 1.0 1.9 2 13 76 9 0.02 ND 0.61 0.02

最低 7.8 7.3 ND 1.3 1 7.9 22 3 ND ND 0.18 ND

平均 17.3 7.5 0.7 1.6 2 10.5 36 6 0.02 0.01 0.37 0.01

最高 27.1 7.5 0.7 1.8 2 12 57 9 0.01 ND 0.61 0.01

最低 8.0 7.3 ND 1.1 1 8.5 9 6 ND ND 0.18 ND

平均 17.1 7.4 0.6 1.3 2 10.4 28 7 0.01 0.01 0.36 0.01

最高 27.6 8.0 1.7 2.4 2 11 56 8,400 0.04 ND 0.58 0.20

最低 8.0 7.4 ND 1.1 ND 7.9 29 1,600 ND ND 0.09 ND

平均 17.5 7.7 0.9 1.9 1 9.6 41 4,800 0.03 0.01 0.30 0.02

最高 26.0 8.6 1.9 3.7 16 14 39 9 0.12 0.02 0.31 0.06

最低 7.9 7.2 0.7 1.9 2 7.1 3 3 0.01 ND 0.04 ND

平均 17.0 7.6 1.2 3.1 9 9.7 20 7 0.05 0.01 0.16 0.03

最高 27.2 8.4 14.0 6.9 19 16 1,200 1,400 56 0.37 0.59 0.08

最低 9.9 7.2 0.6 2.1 7 6.8 7 14 0.01 ND 0.07 ND

平均 18.4 7.8 6.2 4.1 12 10.7 330 692 25.4 0.16 0.41 0.05

最高 27.5 8.4 1.1 4.3 11 12 390 1,500 0.33 0.01 0.36 0.15

最低 8.5 7.5 0.8 1.9 3 8.2 18 130 0.02 ND 0.13 0.05

平均 17.5 7.9 0.9 3.2 5 9.7 131 748 0.16 0.01 0.21 0.09

最高 22.5 7.1 0.8 3.1 1 12 330 6 0.04 0.01 0.76 ND

最低 7.8 6.7 ND 0.7 ND 8.4 15 2 ND ND 0.12 ND

平均 14.2 6.9 0.6 1.4 1 10.4 133 4 0.03 0.01 0.34 0.01

最高 27.9 7.8 1.8 6.0 18 13 180 13,000 0.05 0.01 0.71 0.11

最低 9.5 7.0 ND 1.6 1 6.5 21 340 0.03 ND 0.02 ND

平均 17.5 7.6 1.1 3.9 9 10.4 81 4,843 0.04 0.01 0.37 0.04

最高 28.8 8.4 2.0 9.5 9 10 64 16,000 0.12 ND 0.19 0.07

最低 8.2 7.7 ND 1.6 2 4.4 5 11,000 0.04 ND 0.01 ND

平均 18.3 8.0 1.3 4.3 5 7.5 23 14,250 0.09 0.01 0.08 0.04

最高 26.8 8.7 4.4 6.3 11 14 210 210 0.10 0.01 0.71 0.06

最低 9.2 7.3 1.1 4.3 4 7.0 17 15 0.01 ND 0.09 ND

平均 17.7 8.2 2.1 5.0 8 10.6 142 85 0.07 0.01 0.02 0.04

最高 27.4 8.1 1.3 3.3 3 14 290 35 0.03 0.01 0.81 0.06

最低 7.0 7.3 ND 2.5 1 10 21 4 ND ND 0.15 0.01

平均 16.2 7.7 0.8 2.9 2 11.8 112 16 0.01 0.01 0.54 0.04

0.5 0.5 1 0.5 1 1 0.01 0.01 0.01 0.01

※ＮＤは定量下限未満を示す。
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上　組　橋

そ　の　他　の　項　目

高　雄　橋

坂越大橋

pＨ
　　　　　　　　　　　　　 項　目

　地　点

生　活　環　境　項　目

楢　原　橋

富　原　橋

有　年　橋
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(2) 地先海域の水質 

地先海域の水質（環境基準はＡ類型に指定されている。）については、昭和４６年度

より地先海域１１地点において調査を実施しているが令和４年度は、６月、９月、１２月、

２月の４回、水質調査を実施した。（表５－２－３参照） 

また、河川水質調査と同様に水質環境基準の改正に伴い、令和４年度より大腸菌群数

に変わり、大腸菌数の測定を行っている。 

水質の調査結果について年間平均値をみると、ｐＨ８.１、ＣＯＤ２．４mg/L、ＤＯ 

８.３mg/L、大腸菌数４CFU/100mL になっている。環境基準の適合率をみると、ｐＨが 

１００％、ＣＯＤが２３％、ＤＯが７０％、大腸菌数が１００％となっており、前年と比

較し、ＣＯＤの適合率は上がり、ＤＯの適合率は下がっている状況であった。 

また、水質の重金属、有機塩素系化合物等の健康項目については、古池沖、取揚島、放

水口地先、生島沖の４地点で９月に調査を実施し、表５－２－４に示すとおりすべての項

目について、環境基準に適合していた。 
                                               

表５－２－１ 地先海域の水質状況（平均） 
（令和４年度） 

ｐＨ ＣＯＤ ＤＯ 大腸菌数 

 （mg/L） （mg/L） (CFU/100mL) 

8.1 2.4 8.3 4 

 
 表５－２－２ 地先海域水質の環境基準達成状況  

（令和４年度） 

項 目 ｐＨ ＣＯＤ ＤＯ 大腸菌数 

環境基準 7.8～8.3 2mg/L 以下 7.5mg/L 以上 300CFU/100mL 以下 

適 合 率 100％  23％  70％  100％  

 

図５－２－１  地先海域の水質経年変化  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

年度  
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　　　 項　目

水温 ＤＯ ＣＯＤ 大腸菌数 濁度 Ｃｌ- NH4-N NO2-N NO3-N PO4-P

　地　点 ℃ mg/L mg/L CFU/100mL mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L

6.13 10:30 21.9 8.0 7.3 2.4 5 9 17,000 0.08 0.01 ND 0.013

9.12 10:30 28.4 8.1 6.9 2.9 7 6 17,000 0.09 ND ND 0.028

12.5 10:00 12.9 8.1 8.9 2.3 2 2 18,000 0.09 0.01 0.03 0.016

2.17 9:45 6.5 8.2 9.9 2.4 2 ND 17,000 0.05 ND ND 0.005

平均 17.4 8.1 8.3 2.5 4 4.5 17,250 0.08 0.01 0.02 0.016

6.13 11:00 22.2 8.0 7.7 2.6 3 2 17,000 0.09 ND ND 0.025

9.12 11:15 28.6 8.0 6.4 3.0 2 3 17,000 0.09 ND ND 0.032

12.5 10:30 13.9 8.1 8.6 2.9 3 3 18,000 0.05 0.01 0.04 0.018

2.17 10:12 7.2 8.1 10 2.4 45 ND 17,000 0.07 ND ND 0.020

平均 18.0 8.1 8.2 2.7 13 2.3 17,250 0.08 0.01 0.02 0.024

6.13 11:15 21.8 8.0 7.7 2.1 6 1 17,000 0.11 ND ND 0.018

9.12 11:25 28.6 8.1 6.8 2.8 1 3 17,000 0.15 ND ND 0.030

12.5 10:45 13.8 8.1 8.9 3.4 5 2 17,000 0.03 0.01 0.04 0.014

2.17 10:27 7.5 8.1 10 2.1 1 ND 17,000 0.07 ND ND 0.011

平均 17.9 8.1 8.4 2.6 3 1.8 17,000 0.09 0.01 0.02 0.018

6.13 10:47 21.9 8.1 7.8 2.1 4 ND 17,000 0.16 ND ND 0.017

9.12 10:56 28.5 8.1 6.9 3.0 3 2 16,000 0.04 ND ND 0.023

12.5 10:15 13.5 8.1 9.1 2.7 ND 1 17,000 0.19 0.01 0.03 0.015

2.17 10:00 7.0 8.2 10 1.9 ND ND 17,000 0.03 ND ND 0.010

平均 17.7 8.1 8.5 2.4 2 1.3 16,750 0.11 0.01 0.02 0.016

6.13 11:30 21.6 8.1 8.5 2.0 10 1 17,000 0.14 0.01 ND 0.022

9.12 11:35 28.7 8.0 6.6 2.3 1 2 17,000 0.11 ND 0.01 0.025

12.5 10:55 13.8 8.1 8.7 3.3 2 2 17,000 0.17 0.02 0.06 0.017

2.17 10:40 7.5 8.1 10 3.0 7 ND 16,000 3.9 0.03 0.07 0.039

平均 17.9 8.1 8.5 2.7 5 1.5 16,750 1.08 0.02 0.04 0.026

6.13 10:12 21.3 8.1 7.7 2.1 3 1 18,000 0.10 0.01 ND 0.013

9.12 10:00 27.8 8.0 6.5 2.0 4 5 17,000 0.05 ND ND 0.025

12.5 9:40 14.1 8.1 8.6 2.6 2 2 18,000 0.06 0.01 0.04 0.013

2.17 9:30 7.5 8.1 10 2.3 4 ND 17,000 0.05 ND ND 0.017

平均 17.7 8.1 8.2 2.3 3 2.3 17,500 0.07 0.01 0.02 0.017

6.13 11:46 22.0 8.0 7.3 1.8 1 1 17,000 0.10 0.03 ND 0.022

9.12 11:55 28.5 8.0 6.5 2.3 9 2 16,000 0.09 ND ND 0.024

12.5 11:10 13.9 8.1 8.7 2.9 4 2 18,000 0.03 0.01 0.05 0.025

2.17 11:00 7.5 8.1 10 2.4 ND ND 13,000 0.04 ND 0.09 0.017

平均 18.0 8.1 8.1 2.4 4 1.5 16,000 0.07 0.02 0.04 0.022

6.13 12:03 21.6 8.0 7.5 1.8 1 2 17,000 0.12 0.02 ND 0.020

9.12 12:15 28.4 8.1 6.6 2.6 ND 3 16,000 0.09 ND ND 0.025

12.5 11:25 14.3 8.1 8.4 2.5 10 2 18,000 0.03 0.01 0.04 0.024

2.17 11:11 8.2 8.1 10 2.1 ND ND 16,000 0.04 ND ND 0.009

平均 18.1 8.1 8.1 2.3 3 2.0 16,750 0.07 0.01 0.02 0.020

6.13 9:53 21.1 8.1 7.8 1.8 3 ND 18,000 0.11 0.01 ND 0.014

9.12 9:45 27.6 8.1 7.1 2.4 1 1 16,000 0.02 ND ND 0.017

12.5 9:25 15.2 8.1 8.3 2.6 5 3 18,000 0.01 0.01 0.04 0.021

2.17 9:13 7.8 8.1 10 1.9 ND ND 17,000 0.05 ND ND 0.014

平均 17.9 8.1 8.3 2.2 3 1.5 17,250 0.05 0.01 0.02 0.017

6.13 9:42 21.2 8.0 7.5 2.0 2 ND 18,000 0.09 0.01 ND 0.011

9.12 9:20 28.0 8.1 7.3 2.3 ND 1 17,000 0.03 ND ND 0.019

12.5 9:10 15.9 8.1 8.5 2.5 6 3 18,000 0.01 0.01 0.04 0.019

2.17 9:00 8.1 8.1 9.7 2.1 ND ND 17,000 0.04 ND ND 0.008

平均 18.3 8.1 8.3 2.2 3 1.5 17,500 0.04 0.01 0.02 0.014

6.13 9:16 21.9 8.0 7.7 1.8 2 ND 18,000 0.15 ND ND 0.012

9.12 8:45 28.1 8.1 7.1 2.5 ND ND 17,000 0.10 ND ND 0.020

12.5 8:53 14.2 8.1 8.6 2.2 1 1 18,000 0.04 0.01 0.02 0.008

2.17 8:45 7.1 8.1 9.7 2.0 ND ND 16,000 0.03 ND ND 0.012

平均 17.8 8.1 8.3 2.1 1 1.0 17,250 0.08 0.01 0.01 0.013

※ＮＤは定量下限未満を示す

生　活　環　境　項　目 そ　の　他　の　項　目

月日 時刻 pＨ

古　池　沖

御　崎　港

御　前　岩

放水口地先

生　島　沖

大津川河口

江 見 ノ 鼻

江見ノ鼻沖

松　ノ　鼻

取　揚　島

千種川河口

表５－２－３  地先海域水質調査結果  
（令和４年度） 
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  表５－２－４ 地先海域水質調査結果（健康項目） 

                                                                   （調査月日 令和４年９月１２日） 

 

  

-
 
5
7
 
-
 

 

 

測定項目 単位 古池沖 取揚島 放水口地先 生島沖 環境基準

カドミウム mg/L <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 0.003以下

全シアン mg/L <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 検出されないこと

鉛 mg/L <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 0.01以下

六価クロム mg/L <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 0.02以下

砒素 mg/L <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 0.01以下

総水銀 mg/L <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 0.0005以下

アルキル水銀 mg/L <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 検出されないこと

ＰＣＢ mg/L <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 検出されないこと

ジクロロメタン mg/L <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 0.02以下

四塩化炭素 mg/L <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 0.002以下

1,2-ジクロロエタン mg/L <0.0004 <0.0004 <0.0004 <0.0004 0.004以下

1,1-ジクロロエチレン mg/L <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 0.1以下

シス-1,2-ジクロロエチレン mg/L <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 0.04以下

1,1,1-トリクロロエタン mg/L <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 1以下

1,1,2-トリクロロエタン mg/L <0.0006 <0.0006 <0.0006 <0.0006 0.006以下

トリクロロエチレン mg/L <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 0.01以下

テトラクロロエチレン mg/L <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 0.01以下

1,3-ジクロロプロペン mg/L <0.0002 <0.0002 <0.0002 <0.0002 0.002以下

チウラム mg/L <0.0006 <0.0006 <0.0006 <0.0006 0.006以下

シマジン mg/L <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 0.003以下

チオベンカルブ mg/L <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 0.02以下

ベンゼン mg/L <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 0.01以下

セレン mg/L <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 0.01以下

硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 mg/L <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 10以下

健
　
康
　
項
　
目
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(3) 市内河川及び地先海域の水質状況（総括） 

市内河川１５地点及び地先海域１１地点における水質の状況については（１）、（２）

に掲記のとおりであるが、ＢＯＤ及びＣＯＤを指標として河川、海域の状況をみると、図

５－３－１のとおりである。河川の状況は、前年度と同様であり、良好な水質を維持して

いる。海域の状況については、水質の大きな変化は見られなかった。 

  

 

 図５－３－１ 市内河川及び海域水質状況 （令和４年度） 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

                              河川(BOD)              海域(COD)         

                               0.9mg/L以下              0.9 mg/L以下        

                               1.0mg/L～1.4mg/L           1.0mg/L～1.4mg/L    

                               1.5mg/L～1.9mg/L           1.5mg/L～1.9mg/L    

                               2.0mg/L～2.9mg/L           2.0mg/L～2.9mg/L    

                               3.0mg/L～                 3.0mg/L～   

 

 河 川 調 査 地 点        

河 川 名  測 定 地 点  

千 種 川  

 

 

 

 

1楢 原 橋  

2有 年 橋  

3富 原 橋  

4高 雄 橋  

5高 雄 橋 下 流  

6坂 越 大 橋  

7新赤穂大 橋  

長 谷 川  8上 組 橋  

加里屋 川  

 

9中 洲 橋  

1 0城 南 橋  

新 川  1 1城 西 橋  

大 津 川  

 

1 2船 渡 橋  

1 3石 ヶ 崎 橋  

塩 屋 川  1 4塩 屋 橋  

矢 野 川  1 5黒 尾 橋  

  

 海 域 調 査 地 点   

① 古 池 沖  

② 大 津 川 河 口  

③ 江 見 ノ 鼻  

④ 江 見 ノ 鼻 沖  

⑤ 松 ノ 鼻  

⑥ 取 揚 島  

⑦ 千 種 川 河 口  

⑧ 御 崎 港  

⑨ 御 前 岩  

⑩ 放 水 口 地 先  

⑪ 生 島 沖  
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(4) 千種川等水質精密調査 

千種川上流部の集落排水、工場排水、西播磨テクノポリス関連の排水等による千種川

への影響を把握するため、有年橋、高雄橋下流、中ノ谷川、安室川において水質の重金

属、有機塩素系化合物、ダイオキシン類等の精密調査を実施した。 

その結果は、表５－４－１に示すとおりであった。 

 

 

表５－４－１ 千種川水質精密調査結果 
                  （調査年月日 令和４年１２月１２日、１３日）   

測 定 項 目 単位 有年橋  高雄橋下流 中ノ谷川  安室川  環境基準等 

 カ ド ミ ウ ム  ㎎ /L < 0.0003 < 0.0003 < 0.0003 < 0.0003 0.003 以下  

 全 シ ア ン  ㎎ /L < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 検出されないこと  

 鉛  ㎎ /L < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 0.01  以下  

 六 価 ク ロ ム  ㎎ /L < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 0.02  以下  

 砒 素  ㎎ /L < 0.001 < 0.001  0.001 < 0.001 0.01  以下  

健  総 水 銀  ㎎ /L < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 0.0005 以下  

 ア ル キ ル 水 銀 ㎎ /L < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 検出されないこと  

 P C B ㎎ /L < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 検出されないこと  

 トリクロロエチレン ㎎ /L < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 0.01  以下  

 テトラクロロエチレン ㎎ /L < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 0.01  以下  

康  四 塩 化 炭 素  ㎎ /L < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 0.002 以下  

 ジクロロメタン ㎎ /L < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 0.02  以下  

 1,1,1-トリクロロエタン ㎎ /L < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 1    以下  

 1,1,2-トリクロロエタン ㎎ /L < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 0.006 以下  

 1,2-ジクロロエタン ㎎ /L < 0.0004 < 0.0004 < 0.0004 < 0.0004 0.004 以下  

項  1,1-ジクロロエチレン  ㎎ /L < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 0.1   以下  

 ｼｽ-1,2-ジクロロエチレン ㎎ /L < 0.004 < 0.004 < 0.004 < 0.004 0.04  以下  

 1,3-ジクロロプロペン  ㎎ /L < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 0.002 以下  

 チ ウ ラ ム  ㎎ /L < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 < 0.0006 0.006 以下  

 シ マ ジ ン  ㎎ /L < 0.0003 < 0.0003 < 0.0003 < 0.0003 0.003 以下  

目  チ オ ベ ン カ ル ブ  ㎎ /L < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 0.02  以下  

 ベ ン ゼ ン  ㎎ /L < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 0.01  以下  

 セ レ ン  ㎎ /L < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 0.01  以下  
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測 定 項 目 単位 有年橋  高雄橋下流 中ノ谷川  安室川  環 境 基 準 等 

健  ほ う 素  ㎎ /L < 0.01 < 0.01 0.01 0.01 1   以 下  

康  ふ っ 素  ㎎ /L < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 0.8  以下  

項  亜 硝 酸 性 窒 素  ㎎ /L < 0.005 < 0.005 0.19 < 0.005 硝酸性窒素及び

亜硝酸性窒素 10 以下 目  硝 酸 性 窒 素  ㎎ /L 0.38 0.40 0.81 0.51 

 1,4－ジオキサン ㎎ /L < 0.005 < 0.005 < 0.005 < 0.005 0 . 0 5  以下  

 ク ロ ロ ホ ル ム  ㎎ /L < 0.006 < 0.006 < 0.006 < 0.006 ◇ 0 . 06 以下  

 ﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ ㎎ /L < 0.004 < 0.004 < 0.004 < 0.004 ◇ 0 . 04 以下  

 1,2-ジクロロプロパン ㎎ /L < 0.006 < 0.006 < 0.006 < 0.006 ◇ 0 . 06 以下  

 p-ｼﾞｸﾛﾛﾍﾞﾝｾﾞﾝ ㎎ /L < 0.02 < 0.02 < 0.02 < 0.02 ◇ 0.2  以下  

 イソキサチオン ㎎ /L < 0.0008 < 0.0008 < 0.0008 < 0.0008 ◇ 0.008 以下  

 ダ イ ア ジ ノ ン  ㎎ /L < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 ◇ 0.005 以下  

要  フェニトロチオン ㎎ /L < 0.0003 < 0.0003 < 0.0003 < 0.0003 ◇ 0.003 以下  

 イソプロチオラン ㎎ /L < 0.004 < 0.004 < 0.004 < 0.004 ◇ 0 . 04 以下  

 オ キ シ ン 銅  ㎎ /L < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 ◇ 0 . 04 以下  

監  クロロタロニル ㎎ /L < 0.004 < 0.004 < 0.004 < 0.004 ◇ 0 . 05 以下  

 プ ロ ピ ザ ミ ド  ㎎ /L < 0.0008 < 0.0008 < 0.0008 < 0.0008 ◇ 0.008 以下  

 E P N ㎎ /L < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 ◇ 0.006 以下  

視  ジ ク ロ ル ボ ス  ㎎ /L < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 ◇ 0.008 以下  

 フェノブカルブ ㎎ /L < 0.002 < 0.002 < 0.002 < 0.002 ◇ 0 . 03 以下  

 イプロベンホス ㎎ /L < 0.0008 < 0.0008 < 0.0008 < 0.0008 ◇ 0.008 以下  

項  クロルニトロフェン ㎎ /L < 0.0001 < 0.0001 < 0.0001 < 0.0001 －  

 ト ル エ ン  ㎎ /L < 0.06 < 0.06 < 0.06 < 0.06 ◇ 0.6  以下  

 キ シ レ ン  ㎎ /L < 0.04 < 0.04 < 0.04 < 0.04 ◇ 0.4  以下  

目  フタル酸ジエチルヘキシ ル ㎎ /L < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 ◇ 0 . 06 以下  

 ニ ッ ケ ル  ㎎ /L < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 －  

 モ リ ブ デ ン  ㎎ /L < 0.007 < 0.007 < 0.007 < 0.007 ◇ 0 . 07 以下  

 ア ン チ モ ン  ㎎ /L < 0.0002 < 0.0002  0.0002 < 0.0002 ◇ 0 . 02 以下  

 塩化ビニルモノマー ㎎ /L < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 ◇ 0.002 以下  

 エピクロロヒドリン ㎎ /L < 0.00004 < 0.00004 < 0.00004 < 0.00004 ◇ 0.0004 以下 

 ウ ラ ン  ㎎ /L < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 < 0.0002 ◇ 0.002 以下  

 全 マ ン ガ ン  ㎎ /L < 0.01 < 0.01  0.20 < 0.01 ◇ 0.2  以下  

 ダイオキシン類 pg-TEQ/ L 0.038 0.075   0.069 0.068  1   以 下  

◇は要監視項目の指針値を示す 
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 (5) 市内河川水質精密調査 

市内の河川について、重金属、有機塩素系化合物等の水質状況を把握するため、加里屋

川（汐見橋）、大津川（船渡橋）、長谷川（上組橋）、矢野川（黒尾橋）において精密調

査を実施した。 

なお、有機塩素系化合物等については、平成１８年度から２年に１回の調査頻度として

いる。 

その結果は、表５－５－１に示すとおり、すべての地点において環境基準値以下であっ

た。 

 

 表５－５－１ 市内河川水質精密調査結果 

（調査年月日 令和４年１２月１２日、１３日） 

測 定 項 目 単位 加里屋川  大津川 長谷川  矢野川  環境基準等 

健  

 

康  

 

項  

 

目  

カ ド ミ ウ ム  ㎎ /L < 0.0003 < 0.0003 < 0.0003 < 0.0003 0 .0 03  以下  

全 シ ア ン  ㎎ /L < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 検 出 さ れ な い こ と  

鉛  ㎎ /L < 0.001  0.001 < 0.001 < 0.001 0.01  以下  

六 価 ク ロ ム  ㎎ /L < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 0.02  以下  

砒 素  ㎎ /L  0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 0.01  以下  

総 水 銀  ㎎ /L < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 0.0005 以下  

ア ル キ ル 水 銀 ㎎ /L < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 検 出 さ れ な い こ と  

ベ ン ゼ ン  ㎎ /L < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 0.01  以下  

セ レ ン  ㎎ /L < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 0.01  以下  

ほ う 素  ㎎ /L 0.04 0.01 < 0.01   0.01 1    以下  

ふ っ 素  ㎎ /L   0.1   0.2 0.1 0.1 0.8   以下  

亜 硝 酸 性 窒 素  ㎎ /L < 0.005 < 0.005 0.007 < 0.005 硝酸性窒素及び 

亜硝酸性窒素 10 以下 硝 酸 性 窒 素  ㎎ /L   0.06 0.34 0.43 0.54 

1,4－ジオキサン ㎎ /L < 0.005 < 0.005 < 0.005 < 0.005 0.05  以下  
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(6) 水生生物調査関連調査 

千種川の水生生物調査は、流域全域（支流河川を含む。）にわたり、ライオンズクラ

ブ国際協会（３３５－Ｄ地区）が中心となり、昭和４８年度より流域の小中学生や地域

住民が参加し、関係機関の指導を得て実施されている。令和４年度は、８月２６日に調

査が実施され、結果については表５－６－１に示すとおりである。 

本市も当該調査にあわせ主要地点において水質調査を行っており、水質調査（理化学

分析）の結果からはＢＯＤを指標として評価すると、各地点とも２.０mg/ℓ以下と清浄な

水質を維持しているといえる状況である。（表５－６－２参照） 

 

 表５－６－１ 水生生物による水質汚濁階級（千種川関連） 

採 取 地 水 質 階 級 の 判 定 昨 年 分 

有 年 橋 Ⅱ 少しきたない水 Ⅱ 

高   雄 Ⅱ 少しきたない水 Ⅱ 

下 高 野 Ⅱ 少しきたない水 Ⅱ 

         

           水質階級の判定：Ⅰ･･･きれいな水  Ⅱ･･･少しきたない水  

               Ⅲ･･･きたない水   Ⅳ･･･大変きたない水 

                             （資料「千種川の生態」第５０集） 

                               

 表５－６－２ 水生生物調査に伴う水質調査結果 
 （環境課採水日：令和４年８月３０日） 

項目  水温  
pH 

導電率  SS DO BOD COD 

測定地点  ℃  μ s/cm mg/L mg/L mg/L mg/L 

有 年 橋 26.3 7.6 110 3 8.8 1.1 1.6 

高 雄 橋 26.8 7.4 110 2 8.1 1.0 1.5 

赤穂線鉄橋下流 27.1 7.5 100 2 8.5 0.7 1.1 

定 量 限 界    1 0.5 0.5 0.5 
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(7) ゴルフ場周辺水質調査 

ゴルフ場において使用されている農薬汚染問題に対処するため、兵庫県は「ゴルフ場

における農薬等の安全使用に関する指導要綱」を制定しており、また、環境省は平成２

年５月「ゴルフ場使用農薬に係る暫定指導指針」を示している。その後、平成２９年３

月に「ゴルフ場で使用される農薬による水質汚濁の防止及び水産動植物被害の防止に係

る指導指針」が、令和２年３月には「ゴルフ場で使用される農薬による水質汚濁の防止

及び水域の生活環境動植物の被害防止に係る指導指針」がそれぞれ定められている。 

本市には２箇所のゴルフ場があり、これら２箇所のゴルフ場については、環境保全協

定により農薬の使用状況のほか水質検査結果等について市への報告を義務づけているが、

分析の結果はいずれも異常は認められない状況であった。 

なお、市ではこれらのゴルフ場等での使用農薬の周辺環境への影響を確認するため、

令和４年１０月にゴルフ場周辺河川等８地点（赤穂カンツリークラブ：鳴瀬川、槙木川、

南の池、船谷川。赤穂国際カントリークラブ：坂折池、馬路池、長谷川。その他：矢野

川）において水質調査を実施した。 

その結果は、次の表に示す農薬成分について全調査地点において、不検出（定量下限

値未満）であった。 

 

表５－７－１ ゴルフ場周辺河川等環境水質調査結果 

（調査年月日：令和４年１０月５日） 

 

 

 

（単位：mg/L）

その他

鳴瀬川 槙木川 南の池 船谷川 坂折池 馬路池 長谷川 矢野川

チアメトキサム <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 0.47

チオジカルブ <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 0.8

ペンシクロン <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 1.4

メプロニル <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 1

チオファネートメチル <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 3

テブコナゾール <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 0.77

ペンチオピラド <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 2

アゾキシストロビン <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 4.7

イミノクタジン酢酸塩及び

イミノクタジンアルベシル酸塩
<0.001 <0.001 <0.001 <0.001 0.061

ホセチル <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 23

フルキサピロキサド <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 0.55

オキシン銅 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 0.2

チウラム <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 0.2

アシュラム <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 10

ペンディメタリン <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 3.1

シクロスルファムロン <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 0.8

ピリブチカルブ <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 0.23

殺
虫
剤

殺
菌
剤

除
草
剤

用途 農薬名
赤穂カンツリークラブ 赤穂国際カントリークラブ

水濁指針値
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第６章 
 

 

 

騒音の状況  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 65 - 

１．道路交通騒音調査 
通過車両による騒音が環境へ及ぼす影響を把握するため、騒音規制法に基づく市内におけ 

る自動車騒音常時監視調査を実施した。道路沿線にて実施した騒音調査結果に基づき道路の  

状況及び道路沿線の周辺家屋への影響把握のため、面的評価（※ 1）を行った調査結果は次の 

とおりである。 

令和４年度における調査対象道路は、一般国道２号、一般国道２５０号及び県道坂越御崎

加里屋線で、道路沿線における２４時間騒音測定を行った。評価については、評価対象区間

における道路に面する区域に立地している住居等（評価対象範囲は原則として道路端から  

５０ｍの範囲）を対象に自動車騒音の面的評価を行った。  

  ※1面的評価 

面的評価とは、幹線を担う道路(国道、県道、４車線以上の市道)を一定区間ごとに区切って

評価区間を設定し、評価区間内を代表する１地点で等価騒音レベル(LAeq)の測定を行い、そ

の結果を用いて評価区間の道路端から５０m の範囲内にある全ての住居等について等価騒音

レベル(LAeq)を推計し、環境基準を達成する戸数及び割合を把握するものである。 

 

（１）調査対象道路（３区間） 

対象道路 車線数 
評価区間延長 評価区間 

（ｋｍ） (始点) (終点) 

一般国道２号 2 2.5 相生市境 有年原交差点 

一般国道 250号 2 3.8 相生市境 坂越橋西 

県道坂越御崎加里屋線 2 3.0 市道接続 東沖交差点 

 

 

（２）環境基準の達成状況（全体）  

 
昼夜とも基準値以下 昼間のみ基準値以下 夜間のみ基準値以下 昼夜とも基準超過 

戸数 割合(％) 戸数 割合(％) 戸数 割合(％) 戸数 割合(％) 

全戸数 

(2,628 戸) 
2,551 97.1 50 1.9 0 0.0 27 1.0 

近接空間 ※2 

(940 戸) 
905 96.3 16 1.7 0 0.0 19 2.0 

非近接空間 

(1,688 戸) 
1,646 97.5 34 2.0 0 0.0 8 0.5 

※2 近接空間：２車線以下の車線を有する幹線交通を担う道路の場合、道路端からの距離が１５ｍの範囲

の空間。 
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（３）環境基準の達成状況（路線別） 

① 昼夜とも基準値以下の戸数と割合 

 面的評価結果 

(全体) 

面的評価結果 

(近接空間) 

面的評価結果 

(非近接空間) 

合計戸数 基準以下戸数 割合(%) 合計戸数 基準以下戸数 割合(%) 合計戸数 基準以下戸数 割合(%) 

一般国道２号 168 92 54.8 46 11 23.9 122 81 66.4 

一般国道 250号 1,115 1,114 99.9 394 394 100.0 721 720 99.9 

県道坂越御崎加里屋線 799 799 100.0 334 334 100.0 465 465 100.0 

 

 

② 昼夜とも基準値超過の戸数と割合 

 面的評価結果 

(全体) 

面的評価結果 

(近接空間) 

面的評価結果 

(非近接空間) 

合計戸数 基準超過戸数 割合(%) 合計戸数 基準超過戸数 割合(%) 合計戸数 基準超過戸数 割合(%) 

一般国道２号 168 26 15.5 46 19 41.3 122 7 5.7 

一般国道 250号 1,115 1 0.1 394 0 0.0 721 1 0.1 

県道坂越御崎加里屋線 799 0 0.0 334 0 0.0 465 0 0.0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

第７章  

 

 

 

廃棄物の状況  
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１．市内廃棄物排出量の状況    (1) 一般廃棄物関係 

    ① ごみの収集 

本市においては、家庭からの一般廃棄物のうち、燃やすごみは週２回、燃やさないご

み、粗大ごみ、缶・びん、ダンボール（紙パックを含む。）はそれぞれ月１回の定期収

集を行っている。平成１６年１０月からは、その他紙製容器包装、その他プラスチック

製容器包装、ペットボトルの容器包装廃棄物３品目について、月１回の定期収集を実施

しており、平成１７年度から、その他プラスチック製容器包装は月２回収集としている。

令和２年度からは缶・びんの収集日に合わせて紙ごみの収集を開始し、資源化を実施し

ている。 

令和４年度のごみ処理の状況及びごみ処理の推移は、次図のとおりである。 

  ② ごみ焼却施設 

本市の廃棄物処理施設のうち、ごみ焼却施設（准連続燃焼式－流動床式  ８０t/日 

４０t/１６H×２炉）は平成６年３月に竣工し、燃やすごみを焼却処理してきたが、廃

棄物処理法の一部改正に伴い、排ガス中のダイオキシン類濃度５ng－TEQ／Ｎｍ３以下、

CO 濃度１時間平均値１００ppm 以下等を達成するために、排ガス高度処理施設を平成

１５年３月に設置した。 

また、施設の長寿命化のため、平成２５年度～２７年度に大規模改修を実施した後、

令和４年度から再度、大規模改修を実施している。 

  ③ 資源化等の対策 

本市においては、循環型社会の実現のため、ごみの排出抑制や、ものを大切にし、再

使用することを実践してもらうとともに、限られた資源の有効活用を図るため、効率的

な回収・資源化を行うことを基本方針とし、市民への啓発を図っている。また、廃棄物

循環型施設として、平成８年４月から粗大ごみ処理施設（処理能力：２３ｔ／日）を、

平成１６年１０月からリサイクル施設（処理能力：６ｔ／日）をそれぞれ稼働している。 

粗大ごみ処理施設は、燃やさないごみ、粗大ごみ、缶・びんの３系列を処理しており、

廃棄物中の鉄やアルミ、カレットなどを選別し、資源の再利用と埋立処分量の減量化を

図っており、昭和６０年２月に周世地区に設置した不燃物最終処分場（埋立許可容量  

２２７,５００㎥）への搬入量は、施設の稼働後、減少傾向にある。 

リサイクル施設は、これまで燃やすごみとして処理されていた廃棄物の中から、その

他紙製容器包装、その他プラスチック製容器包装、ペットボトルの容器包装廃棄物３品

目を圧縮梱包して資源の再利用と焼却量の減少を図っている。 

また、「資源ごみ集団回収奨励事業」は、廃棄物の減量・資源化を目的として平成２

年１０月１日から実施し、資源ごみ回収登録団体には１kg につき４円の奨励金を助成し

ている。令和４年度の回収量は６５９t であった。 

さらに、地域団体、関係事業者及び市関係部局で組織する「ごみ問題対策等懇話会」
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を平成３年１２月に設け、資源の有効活用に関する意識啓発を図るとともに、実践の輪

の拡大に努めている。 

なお、令和４年度のごみの資源化量は、２,５６０t（ごみ処理施設１，９０１ｔ、集

団回収６５９t）となった。 

     

ご み 処 理 の 状 況 （令和４年度）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

単位（ｔ）

373 134

105 ペットボトル 3 燃やすごみ 4,946 758 273

237 その他プラ 7 環境ごみ ﾀﾞﾝﾎﾞｰﾙ･紙ﾊﾟｯｸ 14 290 104 環境ごみ 埋立ごみ 剪定木 環境ごみ 環境ごみ(泥)

98 その他紙 3 （草） 新聞・雑誌・ｳｪｽ外 123 99  － （缶・びん） （灰・沈砂） （剪定木） （水路清掃ごみ等）

85  －

直営収集 自己搬入 環境ごみ 直営収集 自己搬入 環境ごみ 自己搬入 自己搬入 環境ごみ 環境ごみ

剪定木破砕機

137 資源化 132

453 資源化

220

木質チップ

220

選別処理 焼却処理

56 720

資源ごみ

市民団体回収

資源化 資源化 資源化

ペットボトル 焼ｶﾞﾗ・ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ材

99 50

その他プラ 焼却灰・残渣 ｾﾒﾝﾄﾘｻｲｸﾙ焼却灰

208 387

その他紙

90

埋　立

1,503 ｍ3
1,954 ｍ3

燃やさないごみ

粗大ごみ

缶・びん

紙ごみ

ﾀﾞﾝﾎﾞｰﾙ･紙ﾊﾟｯｸ

直営収集 自己搬入

440 13 36 8,476 5,083 1,605 511 2 0 172 18 10

190

13,458

269

紙ごみ 1,986

ﾀﾞﾝﾎﾞｰﾙ・紙パック

雑紙

破砕選別処理

453 14,234 1,986

659

397 437 578

ごみ処理施設

資源化量計 1,901破砕・選別残渣

1,254 688 ごみの総処理量 16,366

資源化率 11.6%

ごみ処理施設資源化

量+市民団体回収 2,560

1,952 ごみの総処理量

＋市民団体回収 17,025

埋立量

資源化率 15.0%(覆土含む)
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(2) 産業廃棄物関係 

産業廃棄物は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」及び同法施行令において、工場

などの事業活動から出る廃棄物のうち、燃え殻、汚泥、廃油、廃プラスチック類、建設廃

材など２０種類の品目及び特別管理産業廃棄物が規定されており、その排出者である事業

者が自らの責任において処理しなければならないと定められている。 

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」の改正の経緯は、平成１５年６月に不法投棄

の未然防止のための厳格化等が、平成１６年４月には国の役割の強化による不適正処理

事案の解決、罰則の強化等による不法投棄の撲滅等が、平成１７年５月には産業廃棄物

管理票制度の強化等が、平成１８年２月には石綿の無害化処理認定制度の創設が、平成

２０年度には産業廃棄物の「木くず」の区分が、また、平成２２年５月には、排出事業

者による適正な処理を確保するための対策強化、廃棄物処理施設の維持管理対策の強化

及び排出抑制の徹底等を柱として、それぞれ改正が行われてきた。 

本市における主要工場からの産業廃棄物の量は、前年度より３，７０６ｔ増加し、次

表のとおり総排出量４６,４２３．８ｔとなっている。処分地においては市内処分１７％、

市外処分８３％となっている。 

また、建設工事等により排出されたコンクリート片、アスファルト片、木くず等の建

設廃材は、特定建設作業実施届出書によると約７，６３４㎥であり、これらは主に中間

処理施設等において処理がなされ、再利用されている。 
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（ｔ／年）

焼　　却 埋　　立 再利用 売　　却 計

自家処理 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

燃　え　が　ら 委託処理 0.0 371.6 8,440.0 0.0 8,811.6

計 0.0 371.6 8,440.0 0.0 8,811.6

自家処理 0.0 0.0 24.7 1,537.1 1,561.8

汚　　　　泥 委託処理 37.2 1,539.6 10,465.3 0.0 12,042.1

計 37.2 1,539.6 10,490.0 1,537.1 13,603.9

自家処理 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

廃　　　　油 委託処理 16.7 11.7 240.8 0.0 269.2

計 16.7 11.7 240.8 0.0 269.2

自家処理 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

廃酸・廃ｱﾙｶﾘ 委託処理 2,361.6 48.4 80.4 0.0 2,490.4

計 2,361.6 48.4 80.4 0.0 2,490.4

自家処理 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

廃プラスチック 委託処理 144.3 618.3 3,282.6 0.0 4,045.2

計 144.3 618.3 3,282.6 0.0 4,045.2

自家処理 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ガラス･煉瓦くず 委託処理 1.1 407.4 459.9 0.0 868.4

計 1.1 407.4 459.9 0.0 868.4

自家処理 0.0 0.0 349.6 0.0 349.6

集じんダスト 委託処理 0.0 2,867.0 5,845.4 0.0 8,712.4

計 0.0 2,867.0 6,195.0 0.0 9,062.0

自家処理 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

木くず 委託処理 0.0 198.9 501.8 0.0 700.7

計 0.0 198.9 501.8 0.0 700.7

自家処理 0.0 0.0 946.7 1,902.6 2,849.3

鉱さい・金属くず 委託処理 22.6 336.8 2,367.6 0.0 2,727.0

計 22.6 336.8 3,314.3 1,902.6 5,576.3

自家処理 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

その他がれき類等 委託処理 624.4 221.6 150.1 0.0 996.1

計 624.4 221.6 150.1 0.0 996.1

自家処理 0.0 0.0 1,321.0 3,439.7 4,760.7

計 委託処理 3,207.9 6,621.3 31,833.9 0.0 41,663.1

計 3,207.9 6,621.3 33,154.9 3,439.7 46,423.8

（注）  市内協定工場のばい煙等測定結果報告書による

主要工場等の産業廃棄物量と処理状況

種　類　　　＼　　　処理方法
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地球温暖化への取組  
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１．地球温暖化防止への取組 

赤穂市では、平成元年度に策定した「赤穂市環境管理計画」を平成１３年度に同計画を全

面改定し、「赤穂市環境基本計画」を策定するなど、「環境進化都市・赤穂」の実現に向け

て様々な取組を実施してきた。 

しかし、地球温暖化にみられるように、一地方都市の環境を考えるのではなく、地球規模

で環境を考える時代となっている。地球温暖化の原因となる温室効果ガスの排出は、日常生

活や事業活動に伴って生じており、また、地球温暖化を取り巻く情勢は危機的状況になろう

としている。 

そのため、国、県の地球温暖化対策と整合を図りながら市民や事業者を含む赤穂市に関わ

る全ての人々が問題意識や目標を共有し、温室効果ガス排出の抑制に向けた取組を進めるた

めの指針として平成２１年３月に「赤穂市地球温暖化対策地域推進計画」を策定した。 

令和２年度には「赤穂市環境基本計画」及び「地球温暖化対策地域推進計画」の改定にあ

たり、赤穂市環境基本計画の気候変動対策の項目を地球温暖化対策実行計画として位置づけ、

引き続き、温室効果ガスの削減に向け、取組を実施している。 

 

２．地球温暖化対策実行計画の概要と温室効果ガス排出量目標値 

近年、気候変動の影響は顕在化し、豪雨などによる自然災害の増加など暮らしや事業活動

に影響を及ぼしつつある。  

脱炭素化社会へ転換していくための道筋の検討や気候変動の影響への備えのため、目標値

を下記のとおり設定し、取組を進め、令和３２（２０５０）年に向けて、脱炭素化を探求す

るものとする。  

下記の温室効果ガス排出量目標値は、区域施策編における目標値とし、事務事業編におけ

る目標は、区域施策編の業務部門の水準を目指すものとする。  

 

表 年度及び温室効果ガス削減目標  

                                                    (万ｔ－CO2/yr) 

 ２０１３年度  ２０３０年度目標  削減率  

産業部門 (※ ) ３１３  ２２４  ２９％  

業務部門    ９    ５  ４４％  

家庭部門    ８    ５  ３８％  

運輸部門   ２９   ２１  ２８％  

廃棄物部門    １    １   ０％  

合計  ３６０  ２５６  ２９％  

※産業部門には、エネルギー転換部門、工業プロセス部門を含む。  

                             （令和５年３月３１日現在） 
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３．赤穂市全体の温室効果ガス排出量 

(1) 温室効果ガス算定結果の概略 

令和４（２０２２）年度の赤穂市全体の温室効果ガス排出量は、CO2 換算で約３１２万

ｔ-CO2/年となっている。そのうち、CO2 のみの排出量は、約３０９万ｔ-CO2/年となって

いる。 

令和３年度と令和４年度とを比較すると、産業・エネルギー転換・工業プロセスからの

排出量が減少、運輸部門が微増、その他の部門はほぼ横ばいとなっている。 

 

赤穂市における CO2排出量  

 

※四捨五入の関係で合計が一致しない場合がある。 
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CO2

99.1%

CO2以外

0.9%

(2) ガス別の温室効果ガス排出量 

ガス別について、CO2、CH4、N2O、フロン類などを排出しているが、CO2 が９９％以上  

を占めている。 

 

 

ガス別の排出量割合 

 

    

 

        

 

ガス種類 

排出量 

（万t-CO2/年）        

CO２   ３０９.３ 

CH４       ０.３ 

SF６       ０.０ 

N２O       ０.８ 

HFC       １.８ 

PFC       ０.０ 
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(3) 部門別の温室効果ガス排出量 

部門別の温室効果ガス排出量については、市で実測可能な項目についてはヒアリング調

査等により実績値の集計を行い、その他については全国値等の原単位を利用し、推計を行

った。 

部門別には、産業活動等（エネルギー転換、産業、工業プロセス）による排出が約９割

を占めている。赤穂市は、臨海部の西浜工業団地、磯産業団地や清水工業団地などに立地

している多種多様な企業による温室効果ガス排出が多くを占めている。 

一方で、民生部門（家庭・業務）においては、約１０万ｔとなっており全市的には 

３.３%と割合は低いが、１人あたり排出量にすると約２.２t-CO₂/年となっている。 

 

部門別排出量 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

    

    

 

 

部門  
排出量  

(万 t-CO₂/年 ) 
割合  

産業・ｴﾈﾙｷﾞｰ転換・工業ﾌﾟﾛｾｽ部門  ２７７   ８８ .７％   

民生家庭部門  ６   １ .９％   

民生業務部門  ４   １ .４％   

運輸部門  ２４   ７ .７％   

廃棄物部門  １   ０ .４％   

合計  ３１２   １００％   

※四捨五入の関係で合計が一致しない場合がある。   
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４．赤穂市（行政）の温室効果ガス排出量の状況等 

(1) 温室効果ガスの総排出量の状況 

本市の事務事業における温室効果ガスの総排出量は、市全体で約１６,１２８トンを排出

しており、温室効果ガス別に見ると二酸化炭素が９７ .３３％を占めている。  

基準年である平成２５（２０１３）年度の温室効果ガスの総排出量と比較すると１２.４

９％減少した。 

なお、減少の主な要因は、電気の使用に伴う排出量の減少、灯油等燃料の使用量が減少

したためである。  

 

              温室効果ガスの排出状況内訳 

                                                         単位：k g（二酸化炭素換算） 

温室効果ガスの種類 
平成２５（２０１３）年度  令和４年度  基準年との 

比較(％) 排出量  構成比 (％ ) 排出量  構成比 (％ ) 

二酸化炭素 (CO₂) 18,043,380  97.90  15,696,584  97.33  -13.01  

メタン (CH₄) 132,872  0.72  165,780  1.03  24.77  

一酸化二窒素(N₂O) 251,274  1.36  263,723  1.64  4.95  

ﾊｲﾄﾞﾛﾌﾙｵﾛｶｰﾎﾞﾝ(HFC) 2,457  0.01  1,625  0.01  -33.86 

合  計  18,429,983  100.00  16,127,712  100.00  -12.49  

備  考  基準年    

※１ 基準排出量とは、本市の事務事業の実施に伴い、基準年（平成２５年度）に排出された各種の温室効

果ガスを、その種類ごとに排出量を集計し、これをすべて二酸化炭素の量に換算した場合の量をいい、

温室効果ガスの削減についてはこの排出量を基準に削減を図っている。  

※２ 温室効果ガスであるパーフルオロカーボン、六ふっ化硫黄は排出量の把握が困難であるため対象外と

している。 

活動別排出量の状況 

                                                            単位：k g（二酸化炭素換算） 

 

主な排出源 
平成２５（２０１３）年度  令和４年度  基準年との 

比較(％) 排出量  構成比 (％ ) 排出量  構成比 (％ ) 

電気の使用  8,890,108  48.24  7,283,447  45.16  -18.07  

燃  

  

料  

ガソリンの燃焼 157,391  0.85  165,501  1.03  5.15  

灯油の燃焼 2,367,982  12.85  206,430  1.28  -91.28  

軽油の燃焼 206,508  1.12   178,011※  1.10  -13.80  

Ａ重油の燃焼 539,228  2.93  137,378※  0.85  -74.52  

液化石油ガスの燃焼  92,250   0.50  74,999  0.47  -18.70  

都市ガス   ―    ―  1,629,581  10.10  ―  

一般廃棄物焼却 236,042  1.28  273,844  1.70  16.01  

廃プラスチックの焼却 5,749,920  31.20  5,482,277  33.99  -4.65  

下水処理 129,031  0.70  136,110  0.84  5.49  

笑気ガスの使用 7,254  0.04  7,241  0.04  -0.18  

その他 54,269  0.29  552,893  3.43  918.80 

合  計  18,429,983  100.00  16,127,712  100.00  -12.49  

備  考  基準年    

※ 定置式ディーゼル以外の燃料使用量から算出  
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事務事業から排出される温室効果ガスの経年変化 

年度  
排出量  

(ｔ -CO₂) 
削減率  備考  

平成２５年度  

（２０１３）  
１８，４３０  ―  基準年  

平成２６年度  

（２０１４）  
１７，５８４  ―   

平成２７年度  

（２０１５）  
１８，８６１  ―   

平成２８年度  

（２０１６）  
１８，０５２  ―   

平成２９年度  

（２０１７）  
１７，３９４  ―   

平成３０年度  

（２０１８）  
１７，７３６  ―   

令和元年度  

（２０１９）  
１７，０４９  ―   

令和２年度  

（２０２０）  
１８，４４７  ―  

環境基本計画（地

球温暖化対策実行

計画含む）改定  

令和３年度  

（２０２１）  
１７，１１１  ７．１６％   

令和４年度  

（２０２２）  
１６，１２８  １２．４９％   
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１．環境行政のあゆみ（抜粋） 
昭和45年10月 1日 市内企業に対する公害対策指導の円滑化を図るため､赤穂市内主要企業公

害担当者会議を設置 

昭和46年 4月 1日 赤穂市公害対策課の設置､公害対策業務を分掌 

昭和46年 4月23日 赤穂市公害対策審議会設置条例の制定公布（条例第26号） 

昭和46年 5月21日 市内企業の公害対策の円滑化を図るため､庁内関係課及び国･県関係出先

機関の担当課長等により構成する赤穂市公害担当者事務連絡会議の設置 

昭和46年 6月 1日 赤穂市公害対策審議会の設置､委員30名委嘱 

昭和46年 6月 1日 兵庫県公害モニターの設置（赤穂地区担当者5名） 

昭和46年10月 1日 赤穂市環境保全条例の制定公布（条例第35号） 

昭和47年 3月31日 赤穂市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の制定公布（条例第10号） 

昭和47年 4月 1日 赤穂市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の施行規則の制定公布（規則

第16号） 

昭和47年 4月 1日 赤穂市環境保全条例施行規則の制定公布（規則第17号） 

昭和47年 5月 1日 赤穂市公害モニターの設置（5名委嘱） 

昭和47年 6月23日 千種川環境基準の設定（千種町室橋上流水系ＡＡ類型､下流水系Ａ類型）

（兵庫県告示第892号） 

昭和47年10月18日 赤穂市公害紛争調整委員会規則の制定公布（規則第23号） 

昭和48年 4月27日 市内主要18企業を対象とする地域ぐるみの公害防止協定の締結   

（兵庫県･赤穂市･企業の三者協定） 

昭和49年 5月13日 播磨灘北西部の水質汚濁に係る環境基準の水域類型の指定（Ａ類型）

（環境庁告示第39号） 

昭和49年 5月24日 テレメータシステムによる赤穂市役所大気汚染監視局舎観測データの県

公害監視センター（現環境情報センター）への直送開始 

昭和49年 5月28日 赤穂市環境保全条例施行規則の一部改正（規則第18号） 

昭和49年 7月10日 赤穂市内中小企業公害対策協議会の設置（公害担当者会議の改組） 

昭和49年 8月 1日 地域ぐるみ公害防止協定に基づく公害防止対策書の改訂（硫黄酸化物･ 

ばいじん･粉じん･化学的酸素要求量･浮遊物質量の総量規制の実施） 

昭和49年8月～9月 第2次慢性気管支炎疫学調査の実施（全市40才以上の成人対象） 

昭和49年10月     坂越湾ヘドロの試験浚渫（水産省･県共同事業）浚渫土量約5000㎥ 

昭和50年 3月30日 千種川水質常時監視所の設置（県事業） 

昭和50年 7月 1日 県委嘱公害モニターを市モニターへ委嘱替え 

昭和50年 7月14日 赤穂市環境目標値の設定                    

（赤穂市環境保全条例第6条2項に定める環境保全計画策定上の環境目標値とし

て､大気汚染物質及び水質汚濁物質について市公害対策審議会の議を経て設定） 

昭和51年 6月18日 地域ぐるみ公害防止協定の改定調印 

昭和51年 7月 2日 新幹線鉄道環境基準適用地域の告示（兵庫県告示第1377号） 
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昭和51年 9月10日 大気汚染監視局舎整備（天和コンクリートブロック造10㎡） 

昭和52年 6月29日 市内特定中小企業7社と公害防止協定の締結 

昭和52年 9月 1日 千種川災害復旧助成事業に伴う漁場環境影響調査開始（昭和55年度まで） 

昭和53年 3月15日 赤穂発電所基本構想に関する基本協定の締結（市･関西電力㈱） 

昭和53年 3月15日 環境調査の実施に関する協定の締結（市･関西電力㈱） 

昭和53年 9月 7日 大気汚染監視局舎整備（折方コンクリートブロック造10㎡） 

昭和53年10月 1日 赤穂市廃タイヤ処理要綱の制定 

昭和53年10月23日 市内採石企業5社と公害防止協定の締結 

昭和54年 7月 1日 大気汚染監視局舎移設（坂越･尾崎各コンクリートブロック造10㎡） 

昭和53年11月～   関電相生火力対策大気汚染監視局舎整備事業（高雄､西有年､高取峠、 

昭和54年 7月 有年2号線自排局） 

昭和54年 7月 1日 千種川水質自動監視局管理委託 

昭和54年7月～9月  指定地域追跡調査の実施（環境庁委託事業） 

昭和54年10月～11月 第3次呼吸器疾患疫学調査の実施（市内小中学校全生徒及び父兄） 

昭和55年 5月   西播地区自動車公害実態調査（国道2号線西有年）（県･西播市町合同調査） 

昭和55年10月 1日 大気汚染監視局舎整備（小島） 

昭和56年1月～2月 学童の呼吸器疾患疫学調査の実施 

昭和56年 4月   千種川播磨高汐対策事業に伴う漁場環境調査事業の委託 

昭和56年 5月   公害分析室の新設（下水管理センター管理棟内）          

旧分析室（御崎）の閉鎖 

昭和56年 7月10日 環境行政機構の変更（環境部を廃止し､民生部組織内へ環境管理課を設置） 

昭和56年 9月 1日 大気汚染監視局舎移設（市役所） 

昭和56年11月～  学童を中心とした呼吸器疾患疫学調査の実施 

昭和57年 2月 

昭和57年 2月28日 大気汚染監視局舎整備（大津コンクリートブロック造10㎡） 

昭和57年 8月31日 赤穂火力発電所計画環境調査の実施 

昭和58年 5月～   大気中の水銀濃度調査 

昭和59年 1月 

昭和59年 4月～    国道2号赤穂地区交通公害対策調査（環境庁委託､県実施） 

昭和60年 3月 

昭和59年 6月 1日 主要企業との環境保全協定の締結（従来の公害防止協定の全面改定） 

昭和59年10月27日 赤穂発電所の建設等に関する｢建設協定｣の締結（市･関西電力㈱） 

赤穂発電所の建設工事に関する｢工事中の防災協定｣の締結（市･関西電力㈱） 

昭和59年11月 1日 赤穂発電所建設工事関連環境調査の開始 

昭和59年12月19日 赤穂発電所放水路安全監視委員会の設置 

昭和60年 3月11日 赤穂発電所の操業に係る｢環境保全協定｣の締結（県･市･関西電力㈱） 

昭和60年 3月28日 環境庁が千種川を｢名水百選｣に選定 
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昭和61年 3月31日 大気環境情報管理室完成（下水管理センター管理棟内）       

大気環境状況表示盤設置（市役所ロビー）             

公害モニター制度廃止 

昭和61年 5月15日 環境管理計画策定プロジェクトの設置 

昭和61年 7月26日 都市環境管理セミナー開催                   

（日本環境プランナーズ会議主催･赤穂市後援） 

昭和62年 3月25日 大気汚染監視局舎移設（塩屋コンクリートブロック造10㎡） 

昭和62年 3月31日 赤穂市廃タイヤ処理要綱の廃止 

昭和63年 3月22日 環境管理計画全市的目標方針編策定 

昭和63年7月～9月 環境懇談会の開催（市内8地区） 

昭和63年11月 1日 アメニティマスタープランの策定（県委託事業） 

昭和63年12月28日 環境管理計画地域別目標方針編策定 

平成元年 2月13日 環境管理計画環境利用配慮指針･環境情報システム編策定 

平成元年 3月14日 環境保全関係4条例の制定                      

（赤穂市環境保全基本条例（条例第14号）､赤穂市生活環境の保全に関する条

例（条例第15号）､赤穂市都市景観の形成に関する条例（条例第16号）､赤

穂市自然環境の保全に関する条例（条例第17号）） 

赤穂市環境保全条例（昭和46年）及び赤穂市公害対策審議会条例（昭和

46年）の廃止 

平成元年 5月12日 環境管理計画の策定 

平成元年 9月29日 赤穂市生活環境の保全に関する条例施行規則の制定（規則第27号） 

赤穂市環境保全審議会規則の制定（規則第28号） 

平成元年 9月29日 赤穂市公害等紛争調整委員会規則の制定（規則第29号） 

赤穂市公害紛争調整委員会規則（昭和47年）の廃止 

平成元年 9月30日 赤穂市生活環境の保全に関する条例運用要綱の制定 

平成元年12月 1日 赤穂市都市景観対策検討委員会設置運営要綱の制定 

平成元年12月28日 赤穂市生活環境の保全に関する条例施行規則の一部改正（規則第33号） 

赤穂市中高層共同住宅の建築に関する指導要綱の制定        

赤穂市都市景観の形成に関する条例施行規則の制定（規則第34号）    

赤穂市自然環境の保全に関する条例施行規則の制定（規則第35号） 

平成 2年 1月 4日 大規模建築物等指導基準の制定（告示第1号） 

平成 2年 1月29日 ゴルフ場2社と環境保全協定の締結 

平成 2年 2月   地先海域産魚類の有機スズ化合物の調査の実施 

平成元年 7月～  都市景観形成計画策定調査の実施 

平成 2年 2月 

平成 2年 7月～  自然環境保全計画策定調査の実施 

平成 3年 3月 
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平成 2年 9月12日 大気環境監視網の再編整備（実施平成3年4月） 

平成 2年 9月30日 赤穂市レンタルルーム等施設の建築等の規制に関する指導要綱の制定 

平成 2年10月～  市街地景観形成地区等の指定調査の実施（坂越地区） 

平成 3年 3月 

平成 3年 3月 7日 都市景観形成計画の策定 

平成 3年 3月18日 大規模建築物等景観ガイドラインの策定 

平成 3年 6月   地先海域産魚類の有機スズ化合物の調査の実施 

平成 3年 6月～  色彩ガイドライン作成調査 

平成 4年 2月 

平成 3年 6月23日 のじぎく記念植裁 

平成 3年7月～12月 市街地景観形成地区等の指定調査の実施（加里屋地区） 

平成 3年10月17日 第1回赤穂市都市景観賞表彰 

平成 4年 3月31日 自然環境保全計画の策定 

平成 4年 4月 1日 坂越地区を｢市街地景観形成地区｣として指定 

平成 4年 4月 1日 赤穂市都市景観形成助成制度開始 

平成 4年 7月 1日 景観アドバイザー制度設置 

平成 4年10月 1日 赤穂まちづくり色彩計画作成 

平成 4年10月28日 第2回赤穂市都市景観賞表彰 

平成 4年12月 2日 大気汚染監視局舎整備（千鳥） 

平成 5年 3月27日 電気自動車導入 

平成 5年 5月～  都市デザイン計画策定調査の実施 

平成 6年 2月 

平成 5年 7月   坂越地区景観整備計画策定 

平成 5年 7月29日 水環境フォーラム開催（兵庫県･赤穂市ほか主催） 

平成 5年 9月   地先海域産魚類の有機スズ化合物の調査の実施 

平成 5年10月   赤穂市緑化ガイドライン作成 

平成 6年 3月16日 市街地景観重要建築物の指定（3件） 

平成 6年7月～12月 都市デザイン計画策定調査（第Ⅱ期）の実施 

平成 6年10月27日 第3回赤穂市都市景観賞表彰 

平成 6年12月13日 第八分団詰所修景整備（坂越地区景観整備） 

平成 7年 3月24日 記名･学習サイン設置（坂越地区景観整備､5基） 

平成 7年 3月24日 シンボリックサイン設置（坂越地区景観整備､木戸門跡） 

平成 7年 3月   ｢私の好きな散歩道｣の選定 

平成 7年 3月25日 坂越まち並み館開館（坂越地区景観整備） 

平成 7年 9月   地先海域産魚類の有機スズ化合物の調査の実施 

平成 7年11月30日 記名･学習サイン設置（坂越地区景観整備､5基） 
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平成 7年12月～   展望広場整備（坂越地区景観整備） 

平成 8年 7月 

平成 8年 2月29日 案内サイン設置（坂越地区景観整備､1基） 

平成 8年 2月29日 本町通り街灯整備（坂越地区景観整備､12基） 

平成 8年10月28日 第4回赤穂市都市景観賞表彰 

平成 9年 3月14日 記名学習サイン（3基）､誘導サイン（1基）設置（坂越地区景観整備） 

平成 9年 3月25日 市道船岡公園線整備（坂越地区景観整備） 

平成 9年 3月     大気環境情報システム更新（下水管理センター内） 

平成 9年10月 6日 坂越市街地景観形成地区が都市景観大賞（建設大臣賞）の｢都市景観100

選｣に選定される 

平成10年 1月13日 坂越市街地景観形成地区の記名･学習サインがさわやか街づくり賞（知事

表彰）のシングルサイン部門を受賞 

平成10年 3月23日 記名学習サイン（4基）､誘導サイン（5基）設置（坂越地区景観整備） 

平成10年 3月25日 汐見･東之町地区街灯整備（坂越地区景観整備､23基） 

平成10年 3月30日 坂越公民館外構整備（坂越地区景観整備） 

平成10年 4月 1日 お城通り地区（北･南地区）を「市街地景観形成地区」として指定                              

平成10年 4月 1日 市街地景観重要建築物の指定（4件） 

平成10年10月28日 第5回赤穂市都市景観賞表彰 

平成10年11月17日 お城通り地区（中地区）を｢市街地景観形成地区｣として指定 

平成11年 3月25日 市道坂越港線（旧道）整備（坂越地区景観整備） 

平成11年 6月     環境管理計画に関する全世帯市民アンケート実施 

平成11年9月6日～ 環境基本計画策定に係る基礎調査及び計画骨子立案 

平成12年3月23日 

平成11年11月 1日 環境基本計画策定委員会設置 

平成11年11月 1日 環境基本計画策定市民懇話会設置 

平成12年 2月     環境管理計画に関する事業所アンケート実施 

平成12年 2月29日 市道坂越港線（新道）整備（坂越地区景観整備） 

平成12年 3月15日 上高谷公園整備（坂越地区景観整備） 

平成12年 8月30日 ダイオキシン類土壌環境調査実施 

平成13年 3月16日 赤穂市環境基本条例制定（条例第12号） 

（赤穂市環境保全基本条例（平成元年）の全部改正） 

平成13年 3月     環境基本計画策定 

平成13年 3月     環境にやさしい行動指針策定 

平成13年 7月 7日 赤穂環境づくり推進会議設立 

平成13年 9月 1日 環境基本計画推進委員会設置 

平成14年 3月     地球温暖化対策実行計画策定 

平成16年 7月 1日 赤穂環境パートナーシップ登録制度創設 
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平成17年 3月25日 赤穂環境パートナーシップ事業所を登録（5事業所） 

平成17年 5月29日 赤穂こどもエコクラブを創設し活動を開始 

平成17年 9月30日 環境保全協定の改定（二者協定5社､三者協定14社） 

平成18年 3月23日 赤穂環境パートナーシップ事業所を登録（3事業所） 

平成19年 3月26日 赤穂環境パートナーシップ事業所を登録（3事業所） 

平成20年 3月24日 赤穂環境パートナーシップ事業所を登録（1事業所） 

平成20年 3月25日 環境保全協定の改定（二者協定5社､三者協定13社） 

平成20年12月 1日 赤穂市におけるマイバック等の持参促進及びレジ袋の削減推進に関する

協定締結（6事業所8店舗） 

平成21年 2月25日 環境保全協定の改定（二者協定6社､三者協定1社） 

平成21年 2月28日 赤穂市におけるマイバック等の持参促進及びレジ袋の削減推進に関する

協定締結（1事業所1店舗） 

平成21年 3月10日 レジ袋無料配布中止等を実施 

平成21年 3月30日 赤穂環境パートナーシップ事業所を登録（1事業所） 

平成21年 3月     赤穂市地球温暖化対策地域推進計画｢赤穂市低炭素戦略2020｣策定 

平成21年 3月     赤穂市環境基本計画一部改訂 

平成22年 3月30日 赤穂環境パートナーシップ事業所を登録（1事業所） 

平成23年 3月30日 赤穂環境パートナーシップ事業所を登録（1事業所） 

平成23年 4月 1日 住宅用太陽光発電システム設置補助事業開始 

平成24年 3月30日 赤穂環境パートナーシップ事業所を登録（2事業所） 

平成25年11月     微小粒子状物質測定機（県設置）により市役所にて微小粒子状物質の連

続測定開始 

平成26年 3月27日 赤穂環境パートナーシップ事業所を登録（1事業所） 

平成27年 7月 1日 環境保全協定の締結（二者協定1社） 

平成27年12月10日 赤穂市自然環境等と再生可能エネルギー発電設備設置事業との調和に関

する条例制定（条例第48号） 

平成28年 1月19日 環境保全協定の締結（二者協定1社） 

平成28年 3月     赤穂市環境基本計画一部改訂 

平成28年 3月31日 赤穂市生活環境の保全に関する条例施行規則改正（規則第25号） 

平成31年 1月 7日 環境保全協定の締結（三者協定1社） 

令和 3年 3月     赤穂市環境基本計画（地球温暖化対策実行計画を含む）改定 

令和 3年 5月 1日 赤穂市小規模太陽光発電設備設置事業に関する指導要綱施行 

 令和 4年 7月20日 赤穂市ゼロカーボンシティ宣言を表明 

令和 5年 3月31日 赤穂市自然環境等と再生可能エネルギー発電設備設置事業との調和に関

する条例改正（条例第8号） 
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１．環境基準 

(1) 大気汚染に係る環境基準 

物   質 環 境 上 の 条 件 測 定 方 法 

二酸化硫黄  1時間値の 1日平均値が 0.04ppm以下であり、

かつ、1時間値が0.1ppm以下であること 

溶液導電率法又は紫外線蛍光法 

一酸化炭素  1時間値の１日平均値が 10ppm以下であり、 

かつ、1時間値の 8時間平均値が 20ppm以下で

あること 

非分散型赤外分析計を用いる方法 

浮遊粒子状物質 1時間値の 1日平均値が 0.10㎎/㎥以下であり、

かつ、1時間値が0.20㎎/㎥以下であること 

濾過捕集による重量濃度測定方法又はこの方法によって

測定された重量濃度と直線的な関係を有する量が得られ

る光散乱法、圧電天びん法若しくはベータ線吸収法 

二酸化窒素  1時間値の 1日平均値が 0.04ppmから 0.06ppm

までのゾーン内又はそれ以下であること 

ザルツマン試薬を用いる吸光光度法又はオゾンを用いる

化学発光法 

光 化 学 

ｵ ｷ ｼ ﾀ ﾞ ﾝ ﾄ 

1時間値が 0.06ppm以下であること 中性ヨウ化カリウム溶液を用いる吸光光度法若しくは電

量法、紫外線吸収法又はエチレンを用いる化学発光法 

ベ ン ゼ ン 1年平均値が 0.003㎎/㎥以下であること キャニスター又は捕集管により採取した試料をガスクロ

マトグラフ質量分析計により測定する方法又はこれと同

等以上の性能を有すると認められる方法 

ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 1年平均値が 0.13㎎/㎥以下であること 

ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 1年平均値が 0.2㎎/㎥以下であること 

ｼ ﾞ ｸ ﾛ ﾛ ﾒ ﾀ ﾝ 1年平均値が 0.15㎎/㎥以下であること 

微小粒子状物質 1年平均値が 15μg/㎥以下であり、かつ、 

1日平均値が 35μg/㎥以下であること 

濾過捕集による質量濃度測定方法又はこの方法によって

測定された質量濃度と等価な値が得られると認められる

自動測定機による方法 

備 考 

１ 浮遊粒子状物質とは、大気中に浮遊する粒子状物質であって、その粒径が 10μm以下のものをいう。 

２ 二酸化窒素について、1時間値の 1日平均値が 0.04ppmから 0.06ppmまでのゾーン内にある地域にあっては、原則とし

てこのゾーン内において現状程度の水準を維持し、又はこれを大きく上回ることとならないよう努めるものとする。 

３ 光化学オキシダントとは、オゾン、パーオキシアセチルナイトレートその他の光化学反応により生成される酸化性物質

（中性ヨウ化カリウム溶液からヨウ素を遊離するものに限り、二酸化窒素を除く。）をいう。 

４ 微小粒子状物質とは、大気中に浮遊する粒子状物質であって、粒径が 2.5μmの粒子を 50％の割合で分離できる分粒装

置を用いて、より粒径の大きい粒子を除去した後に採取される粒子をいう。 

(2) 水質汚濁に係る環境基準 

  ① 人の健康の保護に関する環境基準 

（注） 人の健康の保護に関する環境基準は、全公共用水域に適用する。 

項  目 基 準 値 項  目 基 準 値 

カドミウム 0.003mg/L 以下 1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ 0.006mg/L 以下 

全シアン 検出されないこと ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 0.01mg/L 以下 

鉛 0.01mg/L 以下 ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 0.01mg/L 以下 

六価クロム 0.02mg/L 以下  1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ 0.002mg/L 以下 

砒素 0.01mg/L 以下 チウラム 0.006mg/L 以下 

総水銀 0.0005mg/L 以下 シマジン 0.003mg/L 以下 

アルキル水銀 検出されないこと チオベンカルブ 0.02mg/L 以下 

PCB 検出されないこと ベンゼン 0.01mg/L 以下 

ジクロロメタン 0.02mg/L 以下 セレン 0.01mg/L 以下 

四塩化炭素 0.002mg/L 以下 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 10mg/L 以下 

1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ 0.004mg/L 以下 ふっ素 0.8mg/L 以下 

1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 0.1mg/L 以下 ほう素 1mg/L 以下 

ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 0.04mg/L 以下 1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ 0.05mg/L 以下 

1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ 1mg/L 以下 
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  ② 生活環境の保全に関する環境基準 

ア 河川（湖沼を除く） 

   項目 

 

 

類型 

利用目的 

の適応性 

基   準   値 

水素イオン

濃   度 

（pH） 

生物化学的 

酸素要求量 

（BOD） 

浮遊物質量 

 

（SS） 

溶存酸素量 

 

（DO） 

大腸菌数 

ＡＡ 
水 道 １ 級 

自然環境保全 
6.5以上8.5以下 1 mg/L 以下 25 mg/L 以下 7.5 mg/L 以上 

20 CFU/100mL 

以下 

Ａ 

水 道 ２ 級 

水 産 １ 級 

水 浴 

6.5以上8.5以下 2 mg/L 以下 25 mg/L 以下 7.5 mg/L 以上 
300 CFU/100mL 

         以下 

Ｂ 
水 道 ３ 級 

水 産 ２ 級 
6.5以上8.5以下 3 mg/L 以下 25 mg/L 以下 5 mg/L 以上 

1,000 CFU/100mL 

         以下 

Ｃ 
水 産 ３ 級 

工業用水１級 
6.5以上8.5以下 5 mg/L 以下 50 mg/L 以下 5 mg/L 以上 ― 

Ｄ 
工業用水２級

農 業 用 水 
6.0以上8.5以下 8 mg/L 以下 100 mg/L 以下 2 mg/L 以上 ― 

Ｅ 
工業用水３級 

環 境 保 全 
6.0以上8.5以下 10 mg/L 以下 

ごみ等の浮遊が認

められないこと 
2 mg/L 以上 ― 

 

（注） １．自然環境保全：自然探勝等の環境保全 

２．水道１級：ろ過等による簡易な浄水操作を行うもの  

    水道２級：沈澱ろ過等による通常の浄水操作を行うもの  

   水道３級：前処理等を伴う高度の浄水操作を行うもの 

３．水産１級：ヤマメ、イワナ等貧腐水性水域の水産生物用並びに水産２級及び水産３級の水産生物用 

    水産２級：サケ科魚類及びアユ等貧腐水性水域の水産生物用及び水産３級の水産生物用 

    水産３級：コイ、フナ等、β－中腐水性水域の水産生物用                                            

４．工業用水１級：沈澱等による通常の浄水操作を行うもの 

    工業用水２級：薬品注入等による高度の浄水操作を行うもの  

    工業用水３級：特殊の浄水操作を行うもの  

５．環境保全：国民の日常生活（沿岸の遊歩等を含む。）において不快感を生じない限度  

 

 

 

   イ  海域  

   項目 

 

 

類型 

利用目的 

の適応性 

基   準   値 

水素イオン

濃   度 

（pH） 

化 学 的 

酸素要求量 

（COD） 

溶存酸素量 

 

（DO） 

大腸菌数 

n-ヘキサン 

抽 出 物 質 

(油分等) 

Ａ 
水 産 １ 級 

水    浴 
7.8以上8.3以下 2 mg/L 以下 7.5 mg/L 以上 

300 CFU/100mL 

以下 
検出されないこと 

Ｂ 
水 産 ２ 級 

工 業 用 水 
7.8以上8.3以下 3 mg/L 以下 5 mg/L 以上 ― 検出されないこと 

Ｃ 環 境 保 全 7.0以上8.3以下 8 mg/L 以下 2 mg/L 以上 ― ― 

 

（注） １．自然環境保全：自然探勝等の環境保全 

２．水産１級：マダイ、ブリ、ワカメ等の水産生物用及び水産２級の水産生物用 

    水産２級：ボラ、ノリ等の水産生物用 
３．環境保全：国民の日常生活（沿岸の遊歩等を含む。）において不快感を生じない限度  
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 (3) 騒音に係る環境基準 

地 域 の 

類   型 

基  準  値 

昼 間 夜 間 

ＡＡ 
５０デシベル 

以    下 

４０デシベル 

以    下 

Ａ及びＢ 
５５デシベル 

以    下 

４５デシベル 

以    下 

Ｃ 
６０デシベル 

以    下 

５０デシベル 

以    下 

   （注） １ 時間の区分は、昼間を午前６時から午後１０時までの間とし、夜間を午後１０時か  

      ら翌日の午前６時までの間とする。 

     ２  ＡＡを当てはめる地域は、療養施設、社会福祉施設等が集合して設置される地域な  

      ど特に静穏を要する地域とする。 

          ３  Ａを当てはめる地域は、専ら住居の用に供される地域とする。 

          ４  Ｂを当てはめる地域は、主として住居の用に供される地域とする。 

     ５ Ｃを当てはめる地域は、相当数の住居と併せて商業、工業等の用に供される地域と    

           する。 

   ただし、次表に掲げる地域に該当する地域(以下「道路に面する地域」という。)については、 

  上表によらず次表の基準値の欄に掲げるとおりとする。 

地  域  の  区  分 
基  準  値 

昼 間 夜 間 

Ａ地域のうち２車線以上の車線を有する道路に面する

地域 

６０デシベル 

以    下 

５５デシベル 

以    下 

Ｂ地域のうち２車線以上の車線を有する道路に面する

地域及びＣ地域のうち車線を有する道路に面する地域 

６５デシベル 

以    下 

６０デシベル 

以    下 

    備考   車線とは、１縦列の自動車が安全かつ円滑に走行するために必要な一定の幅員を有する  

     帯状の車道部分をいう。この場合において、幹線交通を担う道路に近接する空間については、

     上表にかかわらず、特例として次表の基準値の欄に掲げるとおりとする。 

基     準     値  

昼   間  夜   間  

７０デシベル以下 ６５デシベル以下  

備考  

 個別の住居等において騒音の影響を受けやすい面の窓を主とし

て閉めた生活が営まれていると認められるときは、屋内へ透過す

る騒音に係る基準（昼間にあっては４５デシベル以下、夜間にあっ

ては４０デシベル以下）によることができる。  
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(4) 新幹線鉄道騒音に係る環境基準  

     第１  環境基準 

地  域  の   種   類  基 準  値  

Ⅰ  主として住居の用に供される地域  ７０デシベル以下  

Ⅱ  商工業の用に供される地域等Ⅰ以外の地域であって通常の生活を

保全する必要がある地域  
７５デシベル以下  

 

       第２  達成目標期間 

新幹線鉄道の沿線区域の区分 

達  成  目  標  期  間  

既設新幹線鉄道

に係る期間 

工事中新幹線鉄

道に係る期間 

新設新幹線鉄道

に係る期間 

a ８０デシベル以上の区域  ３年以内 開業時に直ちに 

開業時に 

直ちに 

b 
７５デシベルを超え  

８０デシベル未満の区域 

イ  ７年以内 開業時から３年

以内 ロ １０年以内 

c 
７０デシベルを超え     

７５デシベル以下の区域 
１０年以内 

開業時から５年

以内 

備考  イとは地域の類型Ⅰに該当する地域が連続する沿線地域内の区域をいい、ロとはイを除く  

        区域をいう。 

（注） 赤穂市内の区域の種類は第Ⅰ類型である。なお環境基準に係る地域指定図は下図のとおり  

     である。 

 

新幹線鉄道騒音に係る環境基準の地域指定図 
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 (5) 土壌の汚染に係る環境基準 

 

項    目 環   境   上   の   条   件 

カドミウム 

 

検液１Lにつき0.003㎎以下であり、かつ、農用地においては、米１㎏につき 

0.4㎎以下であること。 

全 シ ア ン 検液中に検出されないこと。 

有 機 燐 検液中に検出されないこと。 

  鉛 検液１Lにつき0.01㎎以下であること。 

六価クロム 検液１Lにつき0.05㎎以下であること。 

砒   素 

 

検液１Lにつき0.01㎎以下であり、かつ、農用地（田に限る。）においては、

土壌１㎏につき15㎎未満であること。 

総 水 銀 検液１Lにつき0.0005㎎以下であること。 

ｱ ﾙ ｷ ﾙ 水 銀       検液中に検出されないこと。 

Ｐ Ｃ Ｂ 検液中に検出されないこと。 

  銅 農用地（田に限る。）において、土壌１㎏につき125㎎未満であること。 

ｼ ﾞ ｸ ﾛ ﾛ ﾒ ﾀ ﾝ       検液１Lにつき0.02㎎以下であること。 

四塩化炭素 検液１Lにつき0.002㎎以下であること。 

ｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 
(別名塩化ﾋﾞﾆﾙ         

又は塩化ﾋﾞﾆﾙﾓﾉﾏｰ)  

検液１Lにつき0.002㎎以下であること。 

1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ 検液１Lにつき0.004㎎以下であること。 

1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 検液１Lにつき0.1㎎以下であること。 

1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 検液１Lにつき0.04㎎以下であること。 

1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ 検液１Lにつき1㎎以下であること。 

1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ 検液１Lにつき0.006㎎以下であること。 

ﾄ ﾘ ｸ ﾛ ﾛ ｴ ﾁ ﾚ ﾝ       検液１Lにつき0.01㎎以下であること。 

ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 検液１Lにつき0.01㎎以下であること。 

1,3 -ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ 検液１Lにつき0.002㎎以下であること。 

チ ウ ラ ム       検液１Lにつき0.006㎎以下であること。 

シ マ ジ ン       検液１Lにつき0.003㎎以下であること。 

ﾁ ｵ ﾍ ﾞ ﾝ ｶ ﾙ ﾌ ﾞ       検液１Lにつき0.02㎎以下であること。 

ベ ン ゼ ン       検液１Lにつき0.01㎎以下であること。 

セ レ ン 検液１Lにつき0.01㎎以下であること。 

ふ っ 素       検液１Lにつき0.8㎎以下であること。 

ほ う 素       検液１Lにつき1㎎以下であること。 

1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ 検液１Lにつき0.05㎎以下であること。 

 

  (6) ダイオキシン類に係る環境基準 

 

媒   体 基 準 値 

大   気 ０．６ｐｇ－ＴＥＱ／㎥ 以下 

水   質 

（水質の底質を除く。） 

１ｐｇ－ＴＥＱ／L以下 

水質の底質 １５０ｐｇ－ＴＥＱ／g以下 

土   壌 １，０００ｐｇ－ＴＥＱ／g以下 
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２．大気汚染関係広報発令基準 

汚 染 物 質 広報の区分 発令基準  
工場等の  

対応措置  
摘要  

硫黄酸化物 情 報 ① 0.1ppm 以上の濃度が 3 時間以上

継続したとき。 

② 0.2ppm 以上の濃度が 2 時間以上

継続したとき。 

③ 0.3ppm 以上の濃度が１時間でも

発生したとき。 

工場全体で通

常排出ばい煙

量の 10％以上

の減少措置を

講ずること 

広報発令基準は

兵庫県「硫黄酸

化物緊急時対策

実施要領」によ

るものである。 

注 意 報 ① 0.2ppm 以上の濃度が 3 時間以上

継続したとき。 

② 0.3ppm 以上の濃度が 2 時間以上

継続したとき。 

③ 48 時間平均値が 0.15ppm 以上の

濃度になったとき。 

④ 現状の濃度および気象条件等か

ら前記①,②,③のいずれかに達す

る恐れが予測されるとき。 

同上 20％ 

警 報 ① 0.5ppm 以上の濃度が 1 時間でも

発生したとき。 

② 現状の濃度および気象条件等か

ら前記①の状態に達する恐れが予

測されるとき。 

同上 50％ 

重 大 警 報 ① 0.5ppm 以上の濃度が 3 時間継続

したとき。 

② 0.7ppm 以上の濃度が 2 時間継続

したとき。 

許容排出ばい

煙量の 80％以

上の減少措置 

オキシダント 予 報 気象条件等から注意報の発令基準に

達すると認められるとき。 

 

窒素酸化物排

出量を 20％以

上削減 

広報発令基準お

よび工場等の対

応措置は、兵庫

県「光化学スモ

ッグ緊急時対策

実施要領」によ

るものである。 

注 意 報 0.12ppm 以上の濃度になり、気象条

件等からみて、その濃度が継続する

と認められるとき。 

同上 

警 報 0.24ppm 以上の濃度になり、気象条

件等からみて、その濃度が継続する

と認められるとき。 

同上 

重 大 警 報 0.40ppm 以上の濃度になり、気象条

件等からみて、その濃度が継続する

と認められるとき。 

窒素酸化物排

出量を 40％以

上削減 
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光化学オキシダント対策措置事項 

 

区 分 措 置 

予 報 

１. 工場・事業場は、燃料使用量の削減並びに低窒素燃料へ

の転換等により、窒素酸化物排出量を通常の 20％以上削減

すること。 

２. 揮発性有機化合物（ＶＯＣ）の使用は、可能なかぎり 

抑制すること。 

３. 不要不急の自動車の運転を自粛すること。 

注 意 報 上記措置の徹底及び確認  

警 報 上記措置の徹底及び確認  

重 大 警 報 

１. 工場・事業場は、窒素酸化物排出量を通常の 40％以上削

減すること。 

２. 揮発性有機化合物（ＶＯＣ）の使用は、可能なかぎり 

抑制すること。 

３. 自動車運転者は公安委員会の指示に従うこと。 

 

 

 

光化学オキシダント広報等発令時における周知事項 

 

  

１．学校及び施設では、できるだけ屋外での運動をさけ、屋内に入ること。 

２. 目に、刺激や痛みを感じた人は、洗眼する。 

３．のど、鼻に刺激や痛みを感じた人は、うがいをする。 

４．症状のひどい人は、医師の手当てを受ける。 
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３．  気象　　　
　表３－１　風速階級別出現状況                                                   　（単位：時間）

風   　測定地点

速(m/s)　　　 月 4～6 7～9 10～12 1～3 年間 4～6 7～9 10～12 1～3 年間 4～6 7～9 10～12 1～3 年間

0.0 ～ 0.3 77 53 45 58 233 102 36 46 108 292 98 53 64 170 385

0.4 ～ 0.9 466 409 363 433 1671 532 390 377 578 1877 502 377 453 560 1892

1.0 ～ 1.9 666 585 782 734 2767 710 804 767 641 2922 639 632 796 643 2710

2.0 ～ 2.9 404 446 375 327 1552 516 547 589 467 2119 547 579 468 361 1955

3.0 ～ 3.9 335 339 310 268 1252 252 257 295 231 1035 273 344 220 222 1059

4.0 ～ 4.9 145 166 160 143 614 57 99 100 78 334 91 109 115 114 429

5.0 ～ 5.9 58 90 87 98 333 14 27 18 44 103 23 49 52 57 181

6.0 ～ 6.9 21 45 49 46 161 0 12 10 9 31 10 20 20 24 74

7.0 ～ 7.9 7 17 22 29 75 1 10 2 2 15 1 6 14 4 25

8.0 ～ 8.9 3 11 9 14 37 0 10 0 2 12 0 8 2 4 14

9.0 ～ 9.9 1 6 2 6 15 0 9 0 0 9 0 4 0 0 4

10.0 以上　　 0 0 0 0 0 0 7 0 0 7 0 25 0 1 26

総測定時間 2183 2167 2204 2156 8710 2184 2208 2204 2160 8756 2184 2206 2204 2160 8754

風   　測定地点

速(m/s)　　　 月 4～6 7～9 10～12 1～3 年間 4～6 7～9 10～12 1～3 年間 4～6 7～9 10～12 1～3 年間

0.0 ～ 0.3 136 62 113 150 461 35 32 30 67 164 84 99 57 97 337

0.4 ～ 0.9 631 500 628 622 2381 270 252 277 310 1109 721 684 765 763 2933

1.0 ～ 1.9 654 756 622 571 2603 841 874 740 742 3197 669 727 841 644 2881

2.0 ～ 2.9 534 504 421 383 1842 691 648 670 696 2705 284 360 312 261 1217

3.0 ～ 3.9 160 226 228 233 847 230 221 325 235 1011 267 211 130 193 801

4.0 ～ 4.9 35 68 110 110 323 80 86 106 76 348 128 68 60 99 355

5.0 ～ 5.9 23 32 54 52 161 25 40 40 27 132 26 23 21 58 128

6.0 ～ 6.9 9 15 17 28 69 10 18 12 3 43 3 16 9 27 55

7.0 ～ 7.9 2 8 7 9 26 2 10 3 2 17 2 10 7 16 35

8.0 ～ 8.9 0 1 3 1 5 0 7 2 2 11 0 3 2 1 6

9.0 ～ 9.9 0 7 1 1 9 0 4 0 0 4 0 5 0 0 5

10.0 以上　　 0 29 0 0 29 0 16 0 0 16 0 2 0 1 3

総測定時間 2184 2208 2204 2160 8756 2184 2208 2205 2160 8757 2184 2208 2204 2160 8756

風   　測定地点

速(m/s)　　　 月 4～6 7～9 10～12 1～3 年間 4～6 7～9 10～12 1～3 年間 4～6 7～9 10～12 1～3 年間

0.0 ～ 0.3 98 80 43 49 270 252 158 141 101 652 26 11 4 15 56

0.4 ～ 0.9 449 493 286 334 1562 706 728 388 247 2069 209 172 123 193 697

1.0 ～ 1.9 834 797 835 815 3281 610 776 291 194 1871 714 668 574 603 2559

2.0 ～ 2.9 471 481 578 495 2025 297 303 90 72 762 750 678 745 664 2837

3.0 ～ 3.9 227 206 258 244 935 211 173 43 67 494 304 318 407 327 1356

4.0 ～ 4.9 71 69 107 109 356 80 56 10 42 188 96 148 154 161 559

5.0 ～ 5.9 28 33 55 57 173 22 12 5 10 49 44 85 90 116 335

6.0 ～ 6.9 3 20 27 36 86 5 2 1 1 9 20 58 56 50 184

7.0 ～ 7.9 0 10 11 15 36 1 0 0 0 1 14 25 27 20 86

8.0 ～ 8.9 3 4 3 6 16 0 0 0 0 0 6 11 13 8 38

9.0 ～ 9.9 0 7 1 0 8 0 0 0 0 0 0 5 4 2 11

10.0 以上　　 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 29 6 1 36

総測定時間 2184 2202 2204 2160 8750 2184 2208 969 734 6095 2183 2208 2203 2160 8754

大　津　監　視　局 有　年　監　視　局 下水管理センター

市　　役　　所 塩　屋　監　視　局 尾　崎　監　視　局

天　和　監　視　局 坂　越　監　視　局 高　雄　監　視　局
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４． 大気環境濃度測定結果 
表４－１ 二酸化硫黄濃度測定結果 

４年度

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

有効測定日数 日
30 31 30 29 31 29 31 30 31 31 28 31 362

測定時間 時間
716 740 715 712 739 703 740 713 740 740 668 739 8665

月平均値 ppm
0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001 0.001

１時間値が0.1ppmを

超えた日数
時間

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

日平均値が0.04ppmを

超えた日数
日

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

１時間値の最高値 ppm
0.006 0.006 0.009 0.014 0.014 0.005 0.010 0.006 0.007 0.005 0.005 0.005 0.014

日平均値の最高値 ppm
0.002 0.002 0.002 0.003 0.003 0.001 0.002 0.001 0.001 0.002 0.001 0.002 0.003

有効測定日数 日
30 31 30 31 31 30 31 30 31 31 28 30 364

測定時間 時間
715 739 715 735 738 716 740 708 740 740 668 733 8687

月平均値 ppm
0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001

１時間値が0.1ppmを

超えた日数
時間

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

日平均値が0.04ppmを

超えた日数
日

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

１時間値の最高値 ppm
0.009 0.007 0.008 0.019 0.008 0.003 0.004 0.005 0.006 0.007 0.006 0.006 0.019

日平均値の最高値 ppm
0.003 0.003 0.003 0.004 0.002 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.002 0.004

有効測定日数 日
30 31 30 31 31 30 31 30 31 30 28 31 364

測定時間 時間
720 743 719 744 740 717 744 720 736 734 669 740 8726

月平均値 ppm
0.006 0.007 0.006 0.006 0.005 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.006 0.005

１時間値が0.1ppmを

超えた日数
時間

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

日平均値が0.04ppmを

超えた日数
日

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

１時間値の最高値 ppm
0.013 0.015 0.013 0.014 0.010 0.008 0.009 0.010 0.011 0.010 0.012 0.014 0.015

日平均値の最高値 ppm
0.009 0.010 0.009 0.009 0.006 0.006 0.006 0.005 0.005 0.007 0.006 0.009 0.010

尾崎

測　定　局 項　　　　　　目
令和４年 令和５年

市役所

塩屋
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４年度

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

有効測定日数 日
30 31 29 31 31 30 31 30 31 31 28 31 364

測定時間 時間
716 740 706 740 737 716 740 715 737 740 667 736 8690

月平均値 ppm
0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001

１時間値が0.1ppmを

超えた日数
時間

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

日平均値が0.04ppmを

超えた日数
日

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

１時間値の最高値 ppm
0.006 0.005 0.004 0.003 0.002 0.001 0.003 0.005 0.004 0.005 0.004 0.006 0.006

日平均値の最高値 ppm
0.002 0.002 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.001 0.002 0.002 0.002 0.002

有効測定日数 日
30 31 30 31 31 30 31 30 31 31 28 31 365

測定時間 時間
719 744 720 744 740 719 744 720 738 744 671 741 8744

月平均値 ppm
0.005 0.005 0.004 0.003 0.003 0.003 0.003 0.002 0.003 0.003 0.003 0.004 0.003

１時間値が0.1ppmを

超えた日数
時間

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

日平均値が0.04ppmを

超えた日数
日

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

１時間値の最高値 ppm
0.012 0.014 0.011 0.010 0.012 0.005 0.006 0.009 0.008 0.010 0.009 0.011 0.014

日平均値の最高値 ppm
0.007 0.008 0.007 0.005 0.004 0.004 0.004 0.003 0.004 0.005 0.004 0.006 0.008

有効測定日数 日
30 31 30 31 31 30 31 30 30 31 28 30 363

測定時間 時間
716 740 715 735 738 716 740 715 732 740 668 726 8681

月平均値 ppm
0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001

１時間値が0.1ppmを

超えた日数
時間

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

日平均値が0.04ppmを

超えた日数
日

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

１時間値の最高値 ppm
0.008 0.006 0.005 0.008 0.007 0.002 0.003 0.006 0.005 0.007 0.005 0.005 0.008

日平均値の最高値 ppm
0.003 0.002 0.002 0.002 0.002 0.001 0.001 0.002 0.001 0.002 0.002 0.002 0.003

大津

測　定　局 項　　　　　　目
令和４年 令和５年

天和

坂越
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４年度

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

有効測定日数 日
30 31 30 31 31 30 31 30 31 31 28 31 365

測定時間 時間
720 744 720 744 741 720 744 720 738 744 669 741 8745

月平均値 ppm
0.005 0.005 0.005 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.003 0.004 0.004 0.005 0.004

１時間値が0.1ppmを

超えた日数
時間

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

日平均値が0.04ppmを

超えた日数
日

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

１時間値の最高値 ppm
0.013 0.012 0.012 0.012 0.011 0.007 0.009 0.007 0.011 0.012 0.01 0.012 0.013

日平均値の最高値 ppm
0.008 0.008 0.007 0.007 0.005 0.005 0.005 0.004 0.005 0.006 0.006 0.008 0.008

有効測定日数 日
30 31 30 31 31 30 31 30 30 31 28 31 364

測定時間 時間
720 744 719 744 740 720 744 720 733 741 671 741 8737

月平均値 ppm
0.005 0.005 0.005 0.004 0.004 0.004 0.004 0.003 0.003 0.004 0.004 0.004 0.004

１時間値が0.1ppmを

超えた日数
時間

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

日平均値が0.04ppmを

超えた日数
日

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

１時間値の最高値 ppm
0.012 0.013 0.012 0.012 0.015 0.007 0.009 0.009 0.011 0.011 0.01 0.012 0.015

日平均値の最高値 ppm
0.007 0.008 0.007 0.005 0.006 0.005 0.005 0.004 0.005 0.006 0.005 0.007 0.008

高雄

測　定　局 項　　　　　　目
令和４年 令和５年

有年
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表４－２ 浮遊粒子状物質濃度測定結果 

４年度

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

有効測定日数 日
30 31 30 29 31 29 31 30 31 31 28 31 362

測定時間 時間
719 743 719 715 741 706 743 720 743 743 671 743 8706

月平均値 mg/m3

0.014 0.015 0.014 0.017 0.019 0.013 0.009 0.011 0.009 0.011 0.010 0.015 0.013

１時間値が0.20mg/m3

を超えた時間数
時間

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

日平均値が0.10mg/m3

を超えた日数
日

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

１時間値の最高値 mg/m3

0.034 0.037 0.072 0.082 0.090 0.061 0.038 0.043 0.043 0.052 0.029 0.041 0.090

日平均値の最高値 mg/m3

0.024 0.026 0.028 0.039 0.033 0.031 0.019 0.022 0.016 0.032 0.017 0.030 0.039

有効測定日数 日
30 31 30 31 31 30 31 30 31 31 28 30 364

測定時間 時間
718 743 719 740 742 719 743 717 743 742 671 735 8732

月平均値 mg/m3

0.013 0.013 0.013 0.016 0.018 0.012 0.008 0.009 0.008 0.010 0.009 0.016 0.012

１時間値が0.20mg/m3

を超えた時間数
時間

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

日平均値が0.10mg/m3

を超えた日数
日

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

１時間値の最高値 mg/m3

0.044 0.046 0.046 0.059 0.066 0.084 0.035 0.040 0.057 0.053 0.039 0.068 0.084

日平均値の最高値 mg/m3

0.024 0.024 0.026 0.041 0.036 0.040 0.018 0.021 0.018 0.034 0.018 0.040 0.041

有効測定日数 日
30 31 30 31 31 30 31 30 31 31 18 31 355

測定時間 時間
719 743 719 743 739 716 743 717 737 744 451 739 8510

月平均値 mg/m3

0.014 0.014 0.014 0.016 0.018 0.013 0.007 0.008 0.006 0.009 0.007 0.015 0.012

１時間値が0.20mg/m3

を超えた時間数
時間

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

日平均値が0.10mg/m3

を超えた日数
日

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

１時間値の最高値 mg/m3

0.052 0.058 0.067 0.068 0.069 0.108 0.038 0.053 0.047 0.076 0.038 0.072 0.108

日平均値の最高値 mg/m3

0.028 0.026 0.026 0.041 0.038 0.053 0.016 0.022 0.020 0.030 0.012 0.046 0.053

尾崎

測　定　局 項　　　　　　目
令和４年 令和５年

市役所

塩屋
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４年度

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

有効測定日数 日
30 31 30 31 31 30 31 30 31 31 28 30 364

測定時間 時間
719 743 719 743 740 718 743 719 740 743 670 736 8733

月平均値 mg/m3

0.014 0.015 0.012 0.013 0.016 0.010 0.008 0.010 0.007 0.010 0.009 0.015 0.012

１時間値が0.20mg/m3

を超えた時間数
時間

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

日平均値が0.10mg/m3

を超えた日数
日

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

１時間値の最高値 mg/m3

0.059 0.043 0.033 0.053 0.054 0.055 0.027 0.034 0.037 0.058 0.037 0.047 0.059

日平均値の最高値 mg/m3

0.029 0.027 0.023 0.035 0.029 0.030 0.019 0.022 0.016 0.041 0.020 0.033 0.041

有効測定日数 日
30 31 30 31 31 30 31 30 31 31 28 31 365

測定時間 時間
718 743 719 743 739 718 744 719 737 743 670 741 8734

月平均値 mg/m3

0.011 0.011 0.012 0.014 0.016 0.010 0.006 0.007 0.006 0.008 0.006 0.013 0.010

１時間値が0.20mg/m3

を超えた時間数
時間

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

日平均値が0.10mg/m3

を超えた日数
日

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

１時間値の最高値 mg/m3

0.045 0.048 0.058 0.059 0.067 0.075 0.049 0.038 0.067 0.054 0.033 0.071 0.075

日平均値の最高値 mg/m3

0.022 0.020 0.025 0.035 0.029 0.034 0.016 0.018 0.022 0.024 0.012 0.037 0.037

有効測定日数 日
30 31 30 31 31 30 31 30 30 31 28 30 363

測定時間 時間
717 744 719 740 742 719 743 719 737 744 671 734 8729

月平均値 mg/m3

0.015 0.016 0.015 0.017 0.019 0.012 0.009 0.012 0.009 0.012 0.011 0.016 0.014

１時間値が0.20mg/m3

を超えた時間数
時間

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

日平均値が0.10mg/m3

を超えた日数
日

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

１時間値の最高値 mg/m3

0.039 0.039 0.044 0.056 0.059 0.059 0.042 0.032 0.043 0.053 0.032 0.038 0.059

日平均値の最高値 mg/m3

0.028 0.026 0.03 0.043 0.035 0.03 0.02 0.023 0.017 0.036 0.02 0.029 0.043

大津

測　定　局 項　　　　　　目
令和４年 令和５年

天和

坂越
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４年度

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

有効測定日数 日
30 31 30 31 31 30 31 30 31 31 28 31 365

測定時間 時間
719 741 719 743 741 719 743 718 737 743 668 741 8732

月平均値 mg/m3

0.012 0.012 0.013 0.016 0.018 0.011 0.008 0.008 0.006 0.008 0.007 0.014 0.011

１時間値が0.20mg/m3

を超えた時間数
時間

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

日平均値が0.10mg/m3

を超えた日数
日

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

１時間値の最高値 mg/m3

0.049 0.045 0.06 0.075 0.067 0.062 0.045 0.057 0.056 0.046 0.037 0.07 0.075

日平均値の最高値 mg/m3

0.022 0.025 0.034 0.041 0.038 0.029 0.014 0.018 0.02 0.023 0.014 0.04 0.041

有効測定日数 日
30 31 30 31 31 30 31 30 31 31 28 31 365

測定時間 時間
719 743 718 741 739 719 744 719 736 740 670 741 8729

月平均値 mg/m3

0.012 0.012 0.014 0.015 0.017 0.01 0.007 0.007 0.005 0.006 0.006 0.011 0.01

１時間値が0.20mg/m3

を超えた時間数
時間

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

日平均値が0.10mg/m3

を超えた日数
日

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

１時間値の最高値 mg/m3

0.057 0.061 0.085 0.089 0.09 0.092 0.062 0.054 0.041 0.048 0.04 0.064 0.092

日平均値の最高値 mg/m3

0.024 0.024 0.034 0.045 0.039 0.04 0.013 0.015 0.015 0.016 0.012 0.035 0.045

測　定　局 項　　　　　　目
令和４年 令和５年

有年

高雄
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表４－３ 一酸化窒素濃度測定結果 

 

 

 

４年度

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

有効測定日数 日
30 31 30 31 31 29 31 30 31 31 28 31 364

測定時間 時間
715 739 714 740 734 703 739 713 739 740 665 739 8680

月平均値 ppm
0.000 0.000 0.000 0.001 0.001 0.000 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001

１時間値の最高値 ppm
0.006 0.004 0.010 0.008 0.013 0.008 0.007 0.010 0.009 0.013 0.011 0.011 0.013

日平均値の最高値 ppm
0.002 0.001 0.002 0.002 0.002 0.001 0.001 0.002 0.002 0.005 0.003 0.003 0.005

有効測定日数 日
- 6 30 30 31 30 31 29 31 31 28 30 307

測定時間 時間
- 170 714 733 739 716 740 706 740 740 668 734 7400

月平均値 ppm
- 0.001 0.002 0.002 0.002 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002

１時間値の最高値 ppm
- 0.008 0.016 0.018 0.016 0.012 0.009 0.027 0.011 0.050 0.022 0.014 0.050

日平均値の最高値 ppm
- 0.002 0.006 0.006 0.005 0.003 0.002 0.005 0.003 0.008 0.004 0.004 0.008

有効測定日数 日
30 31 30 31 31 30 31 29 31 31 28 31 364

測定時間 時間
720 744 720 740 744 717 744 715 744 744 672 736 8740

月平均値 ppm
0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.001 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002

１時間値の最高値 ppm
0.012 0.010 0.015 0.013 0.009 0.010 0.012 0.012 0.012 0.015 0.010 0.011 0.015

日平均値の最高値 ppm
0.003 0.003 0.005 0.003 0.003 0.003 0.005 0.004 0.004 0.006 0.004 0.003 0.006

有効測定日数 日
30 31 30 31 31 30 31 27 31 31 28 31 362

測定時間 時間
720 743 720 738 744 720 744 673 744 744 671 739 8700

月平均値 ppm
0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.003 0.002 0.003 0.003 0.003 0.002

１時間値の最高値 ppm
0.018 0.015 0.019 0.017 0.013 0.012 0.022 0.041 0.026 0.049 0.041 0.027 0.049

日平均値の最高値 ppm
0.004 0.004 0.005 0.005 0.003 0.003 0.005 0.009 0.007 0.012 0.012 0.008 0.012

令和５年

市役所

塩屋

尾崎

天和

測　定　局 項　　　　　　目
令和４年



-
 1
6
 -
 

 

 

４年度

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

有効測定日数 日
30 31 30 31 31 30 31 29 31 31 28 31 364

測定時間 時間
720 743 720 739 744 719 744 712 744 744 672 739 8740

月平均値 ppm
0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.001 0.002 0.002 0.002 0.003 0.002 0.003 0.002

１時間値の最高値 ppm
0.011 0.015 0.016 0.009 0.013 0.008 0.008 0.015 0.017 0.017 0.015 0.013 0.017

日平均値の最高値 ppm
0.004 0.004 0.005 0.003 0.003 0.003 0.003 0.004 0.005 0.009 0.005 0.006 0.009

有効測定日数 日
30 31 30 30 31 30 31 30 30 31 28 29 361

測定時間 時間
716 740 715 732 738 716 739 714 733 740 668 713 8664

月平均値 ppm
0.003 0.002 0.003 0.002 0.003 0.002 0.003 0.004 0.003 0.004 0.003 0.003 0.003

１時間値の最高値 ppm
0.023 0.017 0.027 0.021 0.035 0.025 0.030 0.043 0.030 0.045 0.026 0.024 0.045

日平均値の最高値 ppm
0.007 0.004 0.011 0.007 0.011 0.008 0.009 0.010 0.009 0.020 0.008 0.006 0.020

有効測定日数 日
30 31 30 31 30 30 31 30 31 31 28 31 364

測定時間 時間
716 740 715 740 732 716 740 714 735 740 668 734 8690

月平均値 ppm
0.002 0.001 0.002 0.002 0.002 0.002 0.003 0.004 0.004 0.005 0.003 0.004 0.003

１時間値の最高値 ppm
0.019 0.014 0.019 0.014 0.018 0.014 0.022 0.027 0.037 0.052 0.032 0.037 0.052

日平均値の最高値 ppm
0.004 0.003 0.005 0.004 0.005 0.003 0.008 0.009 0.011 0.022 0.008 0.010 0.022

有効測定日数 日
30 31 30 31 31 30 31 29 31 31 28 30 363

測定時間 時間
720 744 719 739 743 720 744 710 744 742 671 731 8727

月平均値 ppm
0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002

１時間値の最高値 ppm
0.010 0.009 0.012 0.009 0.010 0.009 0.010 0.016 0.015 0.018 0.012 0.014 0.018

日平均値の最高値 ppm
0.004 0.003 0.003 0.003 0.004 0.003 0.003 0.005 0.005 0.011 0.005 0.005 0.011

令和５年

坂越

大津

有年

高雄

測　定　局 項　　　　　　目
令和４年
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表４－４ 二酸化窒素濃度測定結果 

 

４年度

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

有効測定日数 日
30 31 30 31 31 29 31 30 31 31 28 31 364

測定時間 時間
715 739 714 740 734 703 739 713 739 740 665 739 8680

月平均値 ppm
0.006 0.006 0.005 0.005 0.005 0.003 0.004 0.006 0.006 0.008 0.008 0.009 0.006

１時間値の最高値 ppm
0.030 0.021 0.017 0.021 0.019 0.014 0.017 0.023 0.026 0.031 0.034 0.031 0.034

日平均値の最高値 ppm
0.015 0.014 0.008 0.008 0.009 0.006 0.009 0.012 0.013 0.018 0.017 0.019 0.019

１時間値が0.2ppm

を超えた時間数
時間

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

１時間値が0.1ppm以上

0.2ppm以下の時間数
時間

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

日平均値が0.06ppm

を超えた日数
日

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

日平均値が0.04ppm以上

0.06ppm以下の日数
日

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

有効測定日数 日
- 6 30 30 31 30 31 29 31 31 28 30 307

測定時間 時間
- 170 714 733 739 716 740 706 740 740 668 734 7400

月平均値 ppm
- 0.010 0.007 0.006 0.006 0.005 0.006 0.009 0.009 0.010 0.010 0.010 0.008

１時間値の最高値 ppm
- 0.036 0.028 0.026 0.028 0.026 0.028 0.036 0.034 0.040 0.035 0.046 0.046

日平均値の最高値 ppm
- 0.019 0.014 0.013 0.012 0.012 0.013 0.014 0.017 0.024 0.019 0.021 0.024

１時間値が0.2ppm

を超えた時間数
時間

- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

１時間値が0.1ppm以上

0.2ppm以下の時間数
時間

- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

日平均値が0.06ppm

を超えた日数
日

- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

日平均値が0.04ppm以上

0.06ppm以下の日数
日

- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

塩屋

測　定　局 項　　　　　　目
令和４年 令和５年

市役所



-
 1
8
 -
 

 

４年度

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

有効測定日数 日
30 31 30 31 31 30 31 29 31 31 28 31 364

測定時間 時間
720 744 720 740 744 717 744 715 744 744 672 736 8740

月平均値 ppm
0.005 0.005 0.005 0.004 0.003 0.002 0.002 0.003 0.005 0.006 0.006 0.008 0.005

１時間値の最高値 ppm
0.021 0.020 0.018 0.016 0.013 0.009 0.013 0.020 0.025 0.030 0.038 0.031 0.038

日平均値の最高値 ppm
0.012 0.011 0.007 0.007 0.006 0.004 0.006 0.009 0.010 0.018 0.015 0.019 0.019

１時間値が0.2ppm

を超えた時間数
時間

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

１時間値が0.1ppm以上

0.2ppm以下の時間数
時間

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

日平均値が0.06ppm

を超えた日数
日

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

日平均値が0.04ppm以上

0.06ppm以下の日数
日

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

有効測定日数 日
30 31 30 31 31 30 31 27 31 31 28 31 362

測定時間 時間
720 743 720 738 744 720 744 673 744 744 671 739 8700

月平均値 ppm
0.005 0.005 0.005 0.004 0.003 0.003 0.003 0.005 0.003 0.004 0.005 0.006 0.004

１時間値の最高値 ppm
0.026 0.027 0.018 0.015 0.017 0.014 0.018 0.026 0.032 0.028 0.026 0.028 0.032

日平均値の最高値 ppm
0.013 0.012 0.008 0.006 0.006 0.005 0.008 0.012 0.012 0.015 0.018 0.012 0.018

１時間値が0.2ppm

を超えた時間数
時間

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

１時間値が0.1ppm以上

0.2ppm以下の時間数
時間

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

日平均値が0.06ppm

を超えた日数
日

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

日平均値が0.04ppm以上

0.06ppm以下の日数
日

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

天和

測　定　局 項　　　　　　目
令和４年 令和５年

尾崎
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４年度

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

有効測定日数 日
30 31 30 31 31 30 31 29 31 31 28 31 364

測定時間 時間
720 743 720 739 744 719 744 712 744 744 672 739 8740

月平均値 ppm
0.005 0.005 0.004 0.004 0.005 0.003 0.004 0.005 0.005 0.007 0.007 0.007 0.005

１時間値の最高値 ppm
0.031 0.017 0.016 0.017 0.022 0.016 0.017 0.023 0.022 0.030 0.026 0.030 0.031

日平均値の最高値 ppm
0.014 0.011 0.008 0.007 0.008 0.006 0.009 0.011 0.013 0.018 0.014 0.017 0.018

１時間値が0.2ppm

を超えた時間数
時間

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

１時間値が0.1ppm以上

0.2ppm以下の時間数
時間

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

日平均値が0.06ppm

を超えた日数
日

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

日平均値が0.04ppm以上

0.06ppm以下の日数
日

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

有効測定日数 日
30 31 30 30 31 30 31 30 30 31 28 29 361

測定時間 時間
716 740 715 732 738 716 739 714 733 740 668 713 8664

月平均値 ppm
0.013 0.011 0.01 0.007 0.007 0.006 0.009 0.012 0.011 0.011 0.011 0.013 0.01

１時間値の最高値 ppm
0.042 0.043 0.034 0.033 0.031 0.048 0.034 0.037 0.037 0.034 0.035 0.036 0.048

日平均値の最高値 ppm
0.026 0.022 0.021 0.015 0.013 0.018 0.017 0.023 0.022 0.026 0.022 0.023 0.026

１時間値が0.2ppm

を超えた時間数
時間

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

１時間値が0.1ppm以上

0.2ppm以下の時間数
時間

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

日平均値が0.06ppm

を超えた日数
日

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

日平均値が0.04ppm以上

0.06ppm以下の日数
日

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

大津

測　定　局 項　　　　　　目
令和４年 令和５年

坂越
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４年度

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

有効測定日数 日
30 31 30 31 30 30 31 30 31 31 28 31 364

測定時間 時間
716 740 715 740 732 716 740 714 735 740 668 734 8690

月平均値 ppm
0.01 0.008 0.007 0.005 0.005 0.005 0.006 0.008 0.009 0.009 0.01 0.011 0.008

１時間値の最高値 ppm
0.036 0.025 0.024 0.027 0.023 0.017 0.02 0.025 0.031 0.037 0.029 0.036 0.037

日平均値の最高値 ppm
0.019 0.015 0.011 0.011 0.01 0.009 0.01 0.013 0.015 0.02 0.018 0.023 0.023

１時間値が0.2ppm

を超えた時間数
時間

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

１時間値が0.1ppm以上

0.2ppm以下の時間数
時間

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

日平均値が0.06ppm

を超えた日数
日

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

日平均値が0.04ppm以上

0.06ppm以下の日数
日

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

有効測定日数 日
30 31 30 31 31 30 31 29 31 31 28 30 363

測定時間 時間
720 744 719 739 743 720 744 710 744 742 671 731 8727

月平均値 ppm
0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.002 0.003 0.004 0.004 0.005 0.005 0.006 0.004

１時間値の最高値 ppm
0.022 0.021 0.018 0.015 0.016 0.013 0.013 0.018 0.021 0.029 0.023 0.025 0.029

日平均値の最高値 ppm
0.012 0.01 0.007 0.008 0.006 0.005 0.006 0.007 0.012 0.017 0.012 0.014 0.017

１時間値が0.2ppm

を超えた時間数
時間

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

１時間値が0.1ppm以上

0.2ppm以下の時間数
時間

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

日平均値が0.06ppm

を超えた日数
日

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

日平均値が0.04ppm以上

0.06ppm以下の日数
日

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

高雄

測　定　局 項　　　　　　目
令和４年 令和５年

有年
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表４－５ 窒素酸化物濃度測定結果 

 

 

 

 

４年度

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

有効測定日数 日
30 31 30 31 31 29 31 30 31 31 28 31 364

測定時間 時間
715 739 714 740 734 703 739 713 739 740 665 739 8680

月平均値 ppm
0.007 0.006 0.005 0.005 0.005 0.004 0.005 0.006 0.007 0.009 0.008 0.010 0.006

１時間値の最高値 ppm
0.031 0.023 0.024 0.025 0.024 0.015 0.018 0.023 0.030 0.037 0.035 0.032 0.037

日平均値の最高値 ppm
0.017 0.015 0.009 0.010 0.010 0.006 0.010 0.013 0.015 0.022 0.019 0.021 0.022

月平均値

NO2/(NO＋NO2)
％

94.6 96.2 91.5 87.8 88.5 87.9 88.7 91.5 89.9 86.9 89.3 89.8 90.2

有効測定日数 日
- 6 30 30 31 30 31 29 31 31 28 30 307

測定時間 時間
- 170 714 733 739 716 740 706 740 740 668 734 7400

月平均値 ppm
- 0.012 0.009 0.008 0.008 0.006 0.008 0.010 0.010 0.012 0.011 0.012 0.009

１時間値の最高値 ppm
- 0.037 0.034 0.036 0.039 0.027 0.031 0.059 0.045 0.086 0.041 0.052 0.086

日平均値の最高値 ppm
- 0.021 0.017 0.018 0.017 0.013 0.015 0.019 0.020 0.032 0.022 0.025 0.032

月平均値

NO2/(NO＋NO2)
％

- 88.4 79.0 78.0 75.9 78.9 82.5 84.7 85.4 81.3 84.7 86.2 82.3

有効測定日数 日
30 31 30 31 31 30 31 29 31 31 28 31 364

測定時間 時間
720 744 720 740 744 717 744 715 744 744 672 736 8740

月平均値 ppm
0.007 0.007 0.006 0.006 0.005 0.004 0.004 0.005 0.007 0.009 0.008 0.009 0.006

１時間値の最高値 ppm
0.027 0.026 0.029 0.023 0.019 0.015 0.021 0.025 0.030 0.038 0.046 0.037 0.046

日平均値の最高値 ppm
0.014 0.014 0.010 0.009 0.008 0.007 0.009 0.014 0.014 0.024 0.020 0.021 0.024

月平均値

NO2/(NO＋NO2)
％

76.5 76.5 71.8 71.6 65.6 59.8 57.5 62.0 72.9 72.1 72.6 83.0 71.8

令和５年

市役所

塩屋

尾崎

項　　　　　　目
令和４年
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４年度

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

有効測定日数 日
30 31 30 31 31 30 31 27 31 31 28 31 362

測定時間 時間
720 743 720 738 744 720 744 673 744 744 671 739 8700

月平均値 ppm
0.008 0.007 0.007 0.006 0.005 0.004 0.005 0.008 0.005 0.007 0.008 0.009 0.006

１時間値の最高値 ppm
0.044 0.042 0.037 0.029 0.023 0.026 0.040 0.062 0.050 0.071 0.061 0.051 0.071

日平均値の最高値 ppm
0.015 0.015 0.011 0.011 0.009 0.008 0.012 0.018 0.019 0.026 0.026 0.020 0.026

月平均値

NO2/(NO＋NO2)
％

71.6 72.3 66.6 65.6 67.2 62.5 62.4 58.0 60.8 59.2 63.6 68.9 65.2

有効測定日数 日
30 31 30 31 31 30 31 29 31 31 28 31 364

測定時間 時間
720 743 720 739 744 719 744 712 744 744 672 739 8740

月平均値 ppm
0.007 0.006 0.006 0.006 0.006 0.005 0.006 0.007 0.007 0.009 0.009 0.009 0.007

１時間値の最高値 ppm
0.038 0.023 0.023 0.023 0.026 0.019 0.020 0.030 0.033 0.041 0.031 0.038 0.041

日平均値の最高値 ppm
0.018 0.013 0.011 0.010 0.011 0.007 0.012 0.015 0.018 0.027 0.017 0.022 0.027

月平均値

NO2/(NO＋NO2)
％

73.5 72.8 65.9 68.4 72.4 70.4 69.1 70.8 71.8 70.0 74.5 72.7 71.2

有効測定日数 日
30 31 30 30 31 30 31 30 30 31 28 29 361

測定時間 時間
716 740 715 732 738 716 739 714 733 740 668 713 8664

月平均値 ppm
0.016 0.013 0.013 0.010 0.010 0.008 0.012 0.016 0.014 0.015 0.014 0.016 0.013

１時間値の最高値 ppm
0.057 0.057 0.047 0.048 0.056 0.073 0.055 0.063 0.067 0.069 0.053 0.047 0.073

日平均値の最高値 ppm
0.032 0.025 0.024 0.022 0.023 0.026 0.025 0.031 0.031 0.047 0.029 0.028 0.047

月平均値

NO2/(NO＋NO2)
％

81.6 84.4 75.3 74.5 73.3 77.2 74.4 76.2 78.2 73.6 77.8 80.8 77.5

令和５年

天和

坂越

大津

測　定　局 項　　　　　　目
令和４年



-
 2
3
 -
 

 

４年度

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

有効測定日数 日
30 31 30 31 30 30 31 30 31 31 28 31 364

測定時間 時間
716 740 715 740 732 716 740 714 735 740 668 734 8690

月平均値 ppm
0.011 0.009 0.008 0.007 0.007 0.006 0.009 0.012 0.013 0.015 0.013 0.014 0.010

１時間値の最高値 ppm
0.043 0.033 0.026 0.033 0.024 0.022 0.031 0.040 0.058 0.072 0.050 0.058 0.072

日平均値の最高値 ppm
0.024 0.017 0.013 0.015 0.015 0.012 0.018 0.021 0.023 0.039 0.027 0.031 0.039

月平均値

NO2/(NO＋NO2)
％

83.2 84.9 77.9 73.0 72.6 73.7 70.9 66.8 68.7 63.1 74.4 74.6 73.1

有効測定日数 日
30 31 30 31 31 30 31 29 31 31 28 30 363

測定時間 時間
720 744 719 739 743 720 744 710 744 742 671 731 8727

月平均値 ppm
0.006 0.005 0.006 0.006 0.005 0.004 0.005 0.006 0.006 0.008 0.007 0.008 0.006

１時間値の最高値 ppm
0.027 0.030 0.021 0.021 0.019 0.018 0.019 0.029 0.028 0.041 0.035 0.035 0.041

日平均値の最高値 ppm
0.015 0.014 0.009 0.01 0.009 0.007 0.009 0.012 0.015 0.026 0.015 0.019 0.026

月平均値

NO2/(NO＋NO2)
％

73.1 69.9 68.8 69.4 66.4 62.1 61.4 64.4 72.1 68.6 72.5 71.7 68.8

令和５年

有年

高雄

測　定　局 項　　　　　　目
令和４年
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表４－６ オキシダント濃度測定結果 
４年度

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

有効測定日数 日
28 31 30 31 31 29 31 30 31 31 28 31 362

昼間測定時間 時間
430 465 450 465 465 437 465 450 464 465 418 465 5439

昼間の１時間の月平均値 ppm
0.045 0.051 0.039 0.034 0.034 0.035 0.033 0.032 0.031 0.029 0.033 0.038 0.036

日
12 24 8 11 10 6 4 3 0 0 0 6 84

時間
69 153 39 60 42 32 16 7 0 0 0 24 442

日
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

時間
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

昼間の１時間値

の最高値
ppm

0.085 0.091 0.100 0.084 0.087 0.094 0.102 0.068 0.051 0.055 0.053 0.072 0.102

昼間の日最高１時間値

の月間平均値
ppm

0.060 0.068 0.055 0.052 0.054 0.048 0.047 0.047 0.040 0.039 0.043 0.053 0.050

有効測定日数 日
28 31 30 31 31 30 31 29 31 31 28 31 362

昼間測定時間 時間
439 465 450 465 465 450 462 440 463 465 419 464 5447

昼間の１時間の月平均値 ppm
0.04 0.044 0.035 0.03 0.03 0.026 0.023 0.021 0.022 0.023 0.026 0.033 0.029

日
11 17 7 9 7 3 2 0 0 0 0 4 60

時間
60 110 35 36 17 8 7 0 0 0 0 12 285

日
0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

時間
0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

昼間の１時間値

の最高値
ppm

0.089 0.084 0.12 0.08 0.074 0.086 0.087 0.06 0.041 0.05 0.05 0.069 0.12

昼間の日最高１時間値

の月間平均値
ppm

0.058 0.064 0.055 0.048 0.051 0.042 0.041 0.04 0.036 0.036 0.04 0.05 0.047

令和４年 令和５年

市役所

昼間の１時間値が

0.06ppmを超えた日数と

時間数

昼間の１時間値が

0.12ppm以上の日数と時

間数

有年

昼間の１時間値が

0.06ppmを超えた日数と

時間数

昼間の１時間値が

0.12ppm以上の日数と時

間数

測　定　局 項　　　　　　目
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表４－７ 降下ばいじん量の経年変化 
(単位：ｔ／km2／月）

最高 5.95 5.81 4.76 7.48 6.77 5.53 4.90 4.89 3.48 4.20 6.87 3.70 3.49 3.96 5.68

最低 1.82 1.57 0.50 0.54 1.14 1.01 1.51 1.07 1.13 0.87 0.74 0.86 0.14 0.33 0.33

平均 3.82 3.43 2.21 3.42 3.32 2.82 2.71 2.63 2.02 2.06 2.58 2.37 1.63 1.57 2.05

最高 4.32 4.96 6.34 6.64 5.21 5.75 4.70 5.13 3.73 4.07 4.82 3.18 5.02 4.63 3.34

最低 0.73 1.00 0.41 0.57 0.93 0.75 0.84 0.69 1.15 0.83 0.57 0.80 0.13 0.28 0.28

平均 2.53 2.64 3.04 2.72 2.89 2.65 2.61 2.19 1.87 1.85 2.05 1.83 1.79 1.86 1.72

最高 2.80 5.09 4.18 6.14 4.09 4.70 3.80 4.41 2.64 4.00 3.06 3.40 4.75 3.37 3.84

最低 0.69 0.47 0.74 0.30 0.54 0.89 0.81 0.89 0.83 1.02 0.56 0.77 0.07 0.36 0.44

平均 1.87 2.13 2.28 2.24 2.17 2.41 2.27 2.60 1.72 1.89 1.71 1.95 1.72 1.58 1.80

最高 3.41 4.14 5.10 7.16 5.26 5.19 3.04 4.36 2.81 3.97 3.21 2.66 3.72 3.65 2.99

最低 0.86 0.88 0.82 0.21 0.60 1.21 0.75 0.67 0.80 0.72 0.72 0.34 0.11 0.39 0.33

平均 2.13 2.22 2.61 2.61 2.40 2.88 2.10 2.53 1.71 1.88 1.83 1.79 1.55 1.38 1.64

最高 3.60 3.29 4.09 7.34 4.07 5.93 3.15 5.09 3.25 3.75 2.73 3.69 3.54 4.35 7.09

最低 0.55 1.29 0.50 0.33 0.17 0.79 0.84 0.65 1.02 0.85 0.83 0.92 0.08 0.42 0.56

平均 1.96 2.17 1.97 2.53 2.23 2.49 2.24 2.19 1.89 1.95 1.79 1.96 1.68 1.88 2.35

最高 3.93 3.30 5.53 9.09 3.82 4.94 6.43 4.21 2.89 3.97 6.18 2.61 3.68 3.91 4.52

最低 0.91 1.34 0.86 0.66 0.41 1.04 0.90 0.97 0.99 1.20 1.12 0.78 0.00 0.50 0.77

平均 2.12 1.99 2.30 2.94 2.25 2.43 2.84 2.61 1.75 1.98 2.36 1.80 2.00 2.03 2.08

最高 3.10 4.22 2.81 5.53 4.12 3.79 2.52 3.85 4.39 3.37 2.85 2.61 3.94 3.53 4.88

最低 0.75 0.65 0.55 0.29 0.43 0.78 1.24 0.62 1.00 0.84 0.53 0.56 0.02 0.37 0.24

平均 1.99 1.81 1.66 2.08 2.12 1.89 1.98 2.32 2.11 1.89 1.51 1.50 1.45 1.52 1.84

最高 3.12 5.40 4.12 7.37 4.79 5.06 4.80 5.53 3.89 4.26 4.81 3.19 3.49 4.53 6.22

最低 1.17 1.18 0.76 0.42 0.42 1.02 1.16 0.70 1.02 1.15 0.84 0.84 0.21 0.54 0.34

平均 2.03 2.52 2.36 2.62 2.61 2.60 2.54 0.86 1.93 2.31 2.27 1.90 1.37 1.94 2.28

最高 2.38 3.96 3.98 6.76 5.73 6.57 4.40 4.80 3.61 5.92 4.94 3.98 6.17 3.68 7.14

最低 0.57 0.80 0.69 0.22 0.33 0.43 1.84 0.86 1.10 0.67 0.75 0.67 0.09 0.44 0.23

平均 1.67 1.94 2.21 2.30 2.83 2.67 2.91 2.66 2.12 2.65 1.92 1.93 1.87 1.62 2.44

最高 3.88 5.97 6.58 5.43 3.24 7.20 2.57 5.87 4.31 2.62 4.34 5.56 3.18 3.43 2.92

最低 0.63 0.87 0.62 0.27 0.42 0.64 0.78 0.48 0.77 0.49 0.78 0.74 0.13 0.27 0.48

平均 2.05 2.81 2.69 2.04 1.89 2.35 1.84 2.41 1.88 1.70 1.69 2.00 1.43 1.89 1.67

2.21 2.37 2.33 2.56 2.47 2.52 2.40 2.51 1.90 2.03 1.97 1.91 1.65 1.72 1.98

(注）　平均値は、各年度各測定地点の全データを算術平均したものである。※：天和（～H21;監視局）

29年 30年 令和元年 ２年 ４年３年24年 25年 26年 27年 28年平成20年 21年 22年 23年

年　　平　　均

東 有 年

（監 視 局）
47. 6

区分

天　和

（集 会 所）※

41.12

(58. 4)

大　津

（監 視 局）
47. 6

坂　越

（監 視 局）
47. 6

高　雄

（監 視 局）
56. 5

加里屋

（市 役 所）
39.11

千　鳥

(下水処理場)

測 定 地 点

61. 4

尾　崎

（監 視 局）
56. 5

折　方

（監 視 局）

41.12

(58. 4)

塩　屋

（監 視 局）
40. 7

測定開始

年 月 日
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表４－８ 降下ばいじん中の主要成分測定結果 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

項目

測定地点 最　高 最　低 平　均 比率％ 最　高 最　低 平　均 比率％ 最　高 最　低 平　均 比率％

天　和 0.33 0.06 0.20 9.8 89 16 54 3.4 16 2 9 0.4

大  津 0.17 0.07 0.13 7.2 47 20 36 2.0 9 4 6 0.3

塩　屋 0.45 0.05 0.16 9.8 117 16 46 2.8 27 3 10 0.6

尾　崎 0.27 0.06 0.15 8.2 72 18 42 2.3 10 3 5 0.3

最　高 0.45 15.0 117 3.9 27 0.9

最　低 0.05 15.2 16 4.8 2 0.6

平　均 0.16 8.1 44 2.2 7 0.4

　　　（注）比率とは、降下ばいじん中に占める成分の割合を示す。　（比率(％)＝成分量÷降下ばいじん量×１００）

Ｓｉ（t／km2／月） Ａl（kg／km2／月） Ｃａ（kg／km2／月）



５． 河川・海域水質等調査結果 
表５－１ 河川水質調査結果（定例調査） 

 

水

水温 ＢＯＤ ＣＯＤ ＳＳ ＤＯ 大腸菌数 Ｃｌ- NH4-N NO2-N NO3-N PO4-P

系 ℃ mg/L mg/L mg/L mg/L CFU/100mL mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L

5.17 10:15 17.9 7.4 ND 1.7 2 9.1 110 5 0.02 ND 0.45 0.01

8.30 10:21 26.8 7.9 0.8 1.1 2 8.1 85 6 ND ND 0.12 0.01

11.22 9:53 14.0 7.5 0.6 1.9 1 13 48 6 0.02 ND 0.21 0.02

2.14 9:41 6.5 7.1 1.0 1.4 2 12 41 9 ND ND 0.63 ND

5.17 10:26 18.2 7.7 0.7 2.0 2 10 66 5 0.02 ND 0.40 0.01

8.30 10:33 26.3 7.6 1.1 1.6 3 8.8 110 6 ND ND 0.12 0.01

11.22 10:05 14.2 7.3 0.9 1.4 2 11 74 7 0.02 ND 0.21 0.02

2.14 9:52 6.8 7.3 1.2 1.4 ND 12 54 8 ND ND 0.64 ND

5.17 10:35 18.5 7.5 ND 1.8 3 8.2 47 5 0.03 ND 0.44 0.01

8.30 10:42 26.3 7.6 1.7 1.5 3 8.5 43 6 ND ND 0.11 ND

11.22 10:15 14.4 7.5 0.5 1.9 2 12 73 7 0.02 ND 0.24 0.02

2.14 10:01 7.0 7.1 1.2 0.8 ND 11 62 7 ND ND 0.66 ND

5.17 10:46 18.9 7.6 0.5 1.9 2 9.6 40 4 0.02 ND 0.45 0.01

8.30 10:55 26.8 7.4 1.0 1.5 2 8.1 24 6 ND ND 0.15 0.01

11.22 10:29 14.2 7.5 ND 1.8 1 12 48 7 0.01 ND 0.26 0.01

2.14 10:11 7.7 7.2 0.9 1.3 2 12 75 9 ND ND 0.63 ND

5.17 10:56 18.8 7.4 ND 1.9 2 9.1 24 3 0.02 ND 0.46 0.01

8.30 11:04 27.1 7.4 0.9 1.5 1 7.9 23 6 0.02 ND 0.18 0.02

11.22 10:39 15.3 7.8 ND 1.7 1 13 22 7 0.01 ND 0.22 0.01

2.14 10:20 7.8 7.3 1.0 1.3 2 12 76 9 ND ND 0.61 ND

5.17 11:10 18.7 7.4 0.5 1.8 2 10 29 6 0.01 ND 0.46 0.01

8.30 11:15 27.1 7.5 0.7 1.1 2 8.5 9 6 0.01 ND 0.18 0.01

11.22 10:51 14.4 7.3 ND 1.3 1 11 18 7 0.01 ND 0.20 0.01

2.14 10:32 8.0 7.3 0.7 1.1 2 12 57 9 ND ND 0.61 ND

5.17 11:30 19.2 7.4 ND 2.1 2 8.6 29 2,900 0.03 ND 0.38 0.01

8.30 11:36 27.6 7.8 1.7 2.4 ND 7.9 45 6,300 0.02 ND 0.09 0.02

11.22 11:14 15.3 8.0 ND 1.9 1 11 34 8,400 0.04 ND 0.13 0.02

2.14 10:53 8.0 7.7 0.7 1.1 ND 11 56 1,600 ND ND 0.58 ND

5.17 11:22 19.6 7.2 0.9 3.6 16 7.1 39 3 0.12 0.02 0.31 0.06

8.30 11:28 26.0 7.3 1.2 1.9 6 7.7 24 6 0.01 ND 0.04 0.01

11.22 11:03 14.5 8.6 0.7 3.2 2 14 12 8 0.03 ND 0.11 0.02

2.14 10:46 7.9 7.3 1.9 3.7 11 10 3 9 0.03 ND 0.17 ND

5.17 11:36 19.6 7.2 0.6 3.4 19 6.8 96 55 0.69 0.05 0.41 0.08

8.30 11:44 27.2 8.4 0.9 2.1 7 10 7 14 0.01 ND 0.07 0.04

11.22 11:20 16.7 8.0 9.3 6.9 12 16 1,200 1,400 45 0.37 0.58 0.07

2.14 11:00 9.9 7.7 14 4.0 10 10 15 1,300 56 0.21 0.59 ND

5.17 11:41 19.2 7.7 0.8 2.8 3 10 36 440 0.06 0.01 0.36 0.06

8.30 11:48 27.5 7.8 0.9 1.9 3 8.2 18 130 0.02 ND 0.16 0.05

11.22 11:26 14.6 7.5 0.9 4.3 11 8.6 390 920 0.22 0.01 0.13 0.15

2.14 11:07 8.5 8.4 1.1 3.8 4 12 81 1,500 0.33 ND 0.20 0.10

5.17 9:45 14.6 6.9 ND 0.8 ND 10 58 2 0.01 ND 0.27 ND

8.30 9:49 22.5 6.9 0.5 0.7 ND 8.4 330 4 ND ND 0.20 ND

11.22 9:20 11.9 7.1 0.5 3.1 1 12 130 4 0.04 0.01 0.12 ND

2.14 9:10 7.8 6.7 0.8 0.9 ND 11 15 6 0.04 ND 0.76 ND

5.17 9:20 16.0 7.0 ND 1.6 2 10 90 430 0.03 ND 0.71 0.01

8.30 9:24 27.9 7.7 1.6 3.7 13 6.5 21 13,000 0.05 ND 0.02 0.11

11.22 13:24 16.6 7.8 1.8 6.0 18 12 180 5,600 0.04 0.01 0.21 0.04

2.14 11:24 9.5 7.8 0.6 4.4 1 13 32 340 0.04 ND 0.54 ND

5.17 9:12 18.8 7.7 ND 2.4 3 7.1 64 11,000 0.10 ND 0.19 0.02

8.30 9:14 28.8 7.9 2.0 3.8 9 4.4 11 14,000 0.09 ND 0.01 0.07

11.22 13:34 17.4 8.0 0.7 9.5 6 8.4 10 16,000 0.12 ND 0.08 0.04

2.14 11:32 8.2 8.4 1.9 1.6 2 10 5 16,000 0.04 ND 0.02 ND

5.17 9:02 18.8 7.3 1.1 4.5 11 8.4 160 15 0.10 0.01 0.71 0.03

8.30 9:03 26.8 8.1 1.5 4.3 4 7.0 210 65 0.10 ND 0.09 0.06

11.22 13:16 15.8 8.5 1.4 4.7 6 13 180 49 0.05 0.01 0.40 0.04

2.14 11:16 9.2 8.7 4.4 6.3 11 14 17 210 0.01 ND 0.30 ND

5.17 10:00 17.2 7.3 ND 2.5 2 10 290 4 0.03 0.01 0.60 0.03

8.30 10:06 27.4 8.1 1.0 3.3 2 11 21 35 ND ND 0.15 0.06

11.22 9:35 13.2 7.8 0.5 2.8 1 14 58 11 0.01 0.01 0.60 0.06

2.14 9:25 7.0 7.5 1.3 2.8 3 12 80 12 0.01 ND 0.81 0.01

0.5 0.5 1 0.5 1 1 0.01 0.01 0.01 0.01

（NDは定量下限未満を示す。）

そ　の　他　の　項　目

測定地点名 月日 時刻 ｐＨ

千

　

　

　

　

　

　

　

種

　

　

　

　

　

　

　

川

楢　原　橋

富　原　橋

高　雄　橋

坂越大橋

矢

野

川

黒　尾　橋

船　渡　橋

石 ヶ 崎 橋

大

　

　

津

　

　

川

生　活　環　境　項　目

新赤穂大橋

有　年　橋

高雄橋下流

定　量　限　界

城　南　橋

新

　

　

川

城　西　橋

長

谷

川

加

　

里

　

屋

　

川

上　組　橋

中　洲　橋

塩

屋

川

塩　屋　橋

- 27 - 



表５－２ 中ノ谷川水質調査結果 
 

 

地点名 水温 ｐＨ ＢＯＤ ＣＯＤ ＳＳ 大腸菌数

℃ mg/L mg/L mg/L CFU/100mL

中ノ谷川 R4.4.19 24.9 9.5 5.9 9.6 2 8,300

R4.5.17 7.7 1.1 2.2 1 170

R4.6.15 7.8 1.2 2.6 1 310

R4.7 － － － － －

R4.8.23 9.4 1.8 4.2 1 6,400

R4.9 － － － － － －

R4.10.19 25.5 8.8 2.2 4.0 <1 4,000

R4.11 － － － － － －

R4.12.13 12.0 8.6 4.1 12 2 1,100

R5.1.18 18.6 8.8 1.4 4.2 <1 1,700

R5.2.14 10.9 8.4 2.2 3.6 2 810

R5.3 － － － － － －

13:23 流水量が多かった。

－ 渇水のため、欠測。

－
流水量が少なく落葉堆積

のため、欠測。

13:20
※千種川等水質精密調査

結果より。

13:23

14:56

13:25 18.8 流水量が多かった。

－ －
降雨による濁水流入のた

め、欠測。

13:22 29.7 流水量が少なかった。

－ 渇水のため、欠測。

日時
備考

13:30 流水量が少なかった。

13:23 19.5

-
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No 地　点　名 ｐＨ ＤＯ ＣＯＤ 大腸菌群数※ Ｃｌ- ｐＨ ＣＯＤ 強熱減量 Ｃｕ Ｐｂ Ｚｎ Ｃｄ Ｍｎ Ａｓ Ｔ-Ｈｇ

ｍｇ/L ｍｇ/L MPN/100mL 0/00 ｍｇ/ｇ ％ ｍｇ/ｋｇ ｍｇ/ｋｇ ｍｇ/ｋｇ ｍｇ/ｋｇ ｍｇ/ｋｇ ｍｇ/ｋｇ ｍｇ/ｋｇ

1 古　池　沖 H21 7.9 7.8 2.2 0.5 18.0 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

22 8.0 8.3 1.7 1.6 17.6 8.9 26.4 10.4 34 <5 140 <0.5 850 6.5 0.11

23 8.0 9.3 2.0 0 16.9 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

24 8.0 8.3 1.7 1.6 17.6 7.6 16.2 8.0 39 26 150 <0.5 990 11.0 0.22

25 8.2 7.8 2.8 19.8 17.0 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

26 8.1 9.3 3.3 1.5 16.8 7.0 5.6 8.4 27 7 120 <0.20 830 6.8 0.09

27 8.1 9.5 3.0 10 16.6 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

28 8.2 7.9 2.5 10 16.8 8.7 11.0 8.9 28 28 130 0.3 740 6.2 0.08

29 8.1 9.0 2.4 7 18.0 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

30 8.1 9.7 2.7 9 16.2 7.1 19.0 9.8 35 28 130 0.2 810 6.0 0.07

R1 8.1 8.4 3.1 8 18.0 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

2 8.2 8.5 2.4 13 17.0 8.1 9.7 7.3 18 29 110 0.21 550 5.9 0.08

3 8.2 8.6 2.8 9 17.0 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

4 8.1 8.3 2.5 4 17.3 7.6 11 8.1 28 27 110 0.20 620 6.3 0.07

2 大津川河口 H21 8.0 7.5 2.4 1.6 17.8 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

22 8.0 8.3 2.4 44 16.6 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

23 8.0 9.1 2.3 3.3 16.8 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

24 8.0 8.3 2.4 44.2 16.6 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

25 8.2 8.0 2.8 19 16.9 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

26 8.1 8.7 3.3 7.5 16.7 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

27 8.1 8.8 2.9 68 16.2 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

28 8.1 8.3 3.1 41 16.5 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

29 8.2 9.4 2.6 14 17.5 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

30 8.1 9.5 2.7 22 15.7 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

R1 8.1 8.7 3.1 20 18.0 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

2 8.2 8.9 3.1 25 16.5 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

3 8.2 8.9 2.7 12 16.3 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

4 8.1 8.2 2.7 13 17.3 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

3 江 見 ノ 鼻 H21 8.0 8.0 2.2 1.7 17.7 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

22 8.0 8.3 2.3 36 17.3 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

23 8.0 9.1 1.9 1 16.7 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

24 8.0 8.3 2.3 35.5 17.3 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

25 8.2 8.4 2.7 6 17.0 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

26 8.1 9.2 3.1 3.1 16.4 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

27 8.1 9.5 2.9 22 16.1 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

28 8.1 8.3 2.7 137 16.3 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

29 8.1 9.1 2.3 6 17.3 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

30 8.1 9.4 2.8 22 16.5 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

R1 8.1 8.6 2.8 11 17.5 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

2 8.2 8.9 3.0 12 16.8 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

3 8.2 8.9 2.7 12 17.0 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

4 8.1 8.4 2.6 3 17.0 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

※環境基準が改正されたため、令和４年度より大腸菌群数（MPN/100mL）に変わり大腸菌数（CFU/100mL）を調査。

年

度

水　　　　　　　　　　　　　質 底　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　質

表５－３ 地先海域の水質・底質経年変化  
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No 地　点　名 ｐＨ ＤＯ ＣＯＤ 大腸菌群数※ Ｃｌ- ｐＨ ＣＯＤ 強熱減量 Ｃｕ Ｐｂ Ｚｎ Ｃｄ Ｍｎ Ａｓ Ｔ-Ｈｇ

ｍｇ/L ｍｇ/L MPN/100mL 0/00 ｍｇ/ｇ ％ ｍｇ/ｋｇ ｍｇ/ｋｇ ｍｇ/ｋｇ ｍｇ/ｋｇ ｍｇ/ｋｇ ｍｇ/ｋｇ ｍｇ/ｋｇ

4 江見ノ鼻沖 H21 8.0 7.7 2.4 0 17.8 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

22 8.0 8.6 2.2 1.1 17.4 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

23 8.1 9.1 2.8 0.5 16.7 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

24 8.0 8.6 2.2 1.125 17.4 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

25 8.2 8.2 2.5 3.8 16.7 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

26 8.1 9.2 3.2 4.1 16.2 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

27 8.1 9.7 2.5 6.9 16.6 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

28 8.2 8.8 2.6 6.8 26.8 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

29 8.2 9.5 2.3 1.8 17.7 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

30 8.2 9.6 2.6 9 16.5 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

R1 8.1 9.0 2.8 10 18.0 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

2 8.3 8.7 2.7 14 17.0 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

3 8.2 9.5 3.2 12 17.5 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

4 8.1 8.5 2.4 2 16.8 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

5 松　ノ　鼻 H21 8.0 7.7 2.2 22 17.4 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

22 8.0 8.6 2.3 16 16.5 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

23 8.0 8.8 2.0 41.8 16.9 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

24 8.0 8.6 2.3 15.5 16.5 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

25 8.2 8.0 2.7 31.9 15.9 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

26 8.1 8.9 3.6 417 15.4 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

27 8.1 9.4 2.9 862 14.5 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

28 8.0 8.3 3.0 255 14.5 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

29 8.2 9.4 2.6 277 16.5 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

30 8.1 9.6 2.8 22 16.0 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

R1 8.1 8.1 2.8 120 17.0 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

2 8.2 8.8 3.2 229 16.8 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

3 8.1 8.4 3.4 215 15.8 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

4 8.1 8.5 2.7 5 16.8 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

6 取　揚　島 H21 8.1 8.2 2.4 0.5 18.0 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

22 8.0 8.7 2.1 4.8 17.4 8.9 28.2 10.0 40 7 150 <0.5 1,100 16.0 0.15

23 8.1 8.9 2.2 6 15.5 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

24 8.0 8.7 2.1 4.8 17.4 7.5 31.0 8.2 45 28 150 0.5 1,100 12.0 0.27

25 8.2 8.4 2.6 16 15.6 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

26 8.2 9.4 3.3 12.5 16.4 7.1 11.0 9.3 42 12 130 <0.20 1,300 6.7 0.10

27 8.1 9.0 2.4 14 16.4 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

28 8.1 8.0 2.4 75.0 16.0 8.4 20.0 8.0 44 32 150 0.4 1,000 9.2 0.09

29 8.2 9.6 2.7 13 17.8 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

30 8.1 9.1 2.2 31 15.2 7.1 24.0 14.0 52 38 160 0.4 1,200 17.0 0.10

R1 8.2 8.4 2.7 14 17.7 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

2 8.2 8.4 2.5 73 16.5 8.1 27 10.6 28 40 130 0.45 580 11 0.11

3 8.2 8.4 3.1 94 15.2 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

4 8.1 8.2 2.3 3 17.5 7.7 27 11 48 37 170 0.48 1,100 10 0.10

※環境基準が改正されたため、令和４年度より大腸菌群数（MPN/100mL）に変わり大腸菌数（CFU/100mL）を調査。

年

度

水　　　　　　　　　　　　　質 底　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　質
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No 地　点　名 ｐＨ ＤＯ ＣＯＤ 大腸菌群数※ Ｃｌ- ｐＨ ＣＯＤ 強熱減量 Ｃｕ Ｐｂ Ｚｎ Ｃｄ Ｍｎ Ａｓ Ｔ-Ｈｇ

ｍｇ/L ｍｇ/L MPN/100mL 0/00 ｍｇ/ｇ ％ ｍｇ/ｋｇ ｍｇ/ｋｇ ｍｇ/ｋｇ ｍｇ/ｋｇ ｍｇ/ｋｇ ｍｇ/ｋｇ ｍｇ/ｋｇ

7 千種川河口 H21 8.0 8.1 2.0 11 12.6 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

22 8.0 8.1 2.0 62 14.6 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

23 7.9 9.0 1.8 53 9.2 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

24 8.0 8.1 2.0 62.125 14.6 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

25 8.2 8.8 2.5 3,263.3 9.4 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

26 8.0 8.9 3.2 506.0 9.4 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

27 8.0 9.1 2.4 203 10.2 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

28 7.9 8.7 2.0 139 5.9 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

29 8.1 9.2 2.4 64 11.9 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

30 8.0 8.3 2.3 23 14.2 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

R1 8.0 8.5 2.8 77 11.0 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

2 8.1 8.0 2.5 37 13.6 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

3 8.0 8.2 3.3 222 12.4 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

4 8.1 8.1 2.4 4 16.0 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

8 御　崎　港 H21 8.0 7.7 2.0 0 17.9 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

22 8.0 8.5 2.2 3.3 17.0 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

23 8.0 8.9 2.1 1.5 17.0 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

24 8.0 8.5 2.2 3.25 17.0 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

25 8.1 8.2 2.5 197.5 15.9 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

26 8.1 8.8 3.3 327.0 17.1 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

27 8.1 8.8 2.3 14 16.1 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

28 8.2 8.1 2.3 13.0 17.3 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

29 8.2 9.3 2.2 6 17.8 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

30 8.2 9.4 2.3 12 16.2 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

R1 8.2 8.5 2.3 23 17.7 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

2 8.2 8.1 2.5 16 16.8 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

3 8.2 8.3 2.8 12 17.3 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

4 8.1 8.1 2.3 3 16.8 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

9 御　前　岩 H21 8.1 8.2 2.0 0 18.1 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

22 8.1 8.5 2.1 2 17.8 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

23 8.1 9.1 2.0 0 16.9 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

24 8.1 8.5 2.1 1.95 17.8 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

25 8.2 8.5 2.5 197.5 15.5 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

26 8.2 9.2 3.3 2.1 16.8 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

27 8.1 9.2 2.5 3.9 16.9 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

28 8.2 8.1 2.3 13 17.3 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

29 8.2 9.5 2.3 5 17.5 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

30 8.2 9.5 2.1 9 16.5 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

R1 8.2 8.5 2.6 15 18.0 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

2 8.2 8.4 2.5 15 17.3 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

3 8.2 8.4 2.5 12 17.8 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

4 8.1 8.3 2.2 3 17.3 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

※環境基準が改正されたため、令和４年度より大腸菌群数（MPN/100mL）に変わり大腸菌数（CFU/100mL）を調査。

年

度

水　　　　　　　　　　　　　質 底　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　質
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No 地　点　名 ｐＨ ＤＯ ＣＯＤ 大腸菌群数※ Ｃｌ- ｐＨ ＣＯＤ 強熱減量 Ｃｕ Ｐｂ Ｚｎ Ｃｄ Ｍｎ Ａｓ Ｔ-Ｈｇ

ｍｇ/L ｍｇ/L MPN/100mL 0/00 ｍｇ/ｇ ％ ｍｇ/ｋｇ ｍｇ/ｋｇ ｍｇ/ｋｇ ｍｇ/ｋｇ ｍｇ/ｋｇ ｍｇ/ｋｇ ｍｇ/ｋｇ

10 放水口地先 H21 8.1 8.1 2.2 0 18.2 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

22 8.1 8.8 2.3 0 17.5 8.9 19.2 8.5 56 11 200 <0.5 1,100 10.0 0.20

23 8.0 8.8 2.1 1.7 17.0 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

24 8.1 8.8 2.3 0 17.5 7.6 21.9 6.9 46 27 170 <0.5 1,100 9.2 0.32

25 8.2 8.3 2.6 0 17.3 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

26 8.2 9.3 3.2 4.8 17.4 7.1 11.0 11.8 53 18 170 <0.20 1,200 8.2 0.14

27 8.1 8.3 2.3 3.9 16.9 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

28 8.1 7.9 2.4 13 17.3 8.5 10.0 8.7 29 29 110 0.2 1,100 6.5 0.06

29 8.2 9.1 2.1 5 18.3 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

30 8.1 9.4 2.4 9 17.0 6.9 26.0 15.0 43 31 160 0.5 1,500 12.0 0.15

R1 8.2 8.7 2.4 7 18.2 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

2 8.2 8.6 2.5 14 17.3 8.1 22 10.9 37 46 180 0.70 960 7.9 0.16

3 8.2 8.6 2.6 8 17.5 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

4 8.1 8.3 2.2 3 17.5 7.6 28 12 53 40 180 0.59 1,300 8.8 0.12

11 生　島　沖 H21 8.1 8.2 2.2 0.5 18.1 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

22 8.1 8.5 2.1 0.5 17.4 8.9 35.3 10.6 71 19 270 1.0 810 9.7 0.30

23 8.1 8.9 2.3 0 17.2 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

24 8.1 8.5 2.1 0.5 17.4 7.5 22.9 8.8 72 41 350 0.9 900 9.8 0.66

25 8.2 8.3 2.5 6.3 17.4 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

26 8.2 9.4 3.3 35 16.6 6.9 7.7 10.3 65 23 240 <0.20 840 7.4 0.17

27 8.2 9.1 2.4 2 16.7 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

28 8.2 8.2 2.4 6 17.5 8.4 28.0 12.1 82 57 320 1.4 980 9.5 0.24

29 8.2 8.9 2.4 31 18.0 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

30 8.1 9.5 2.1 19 16.7 7.0 26.0 14.0 83 58 360 1.8 760 11.0 0.26

R1 8.1 8.7 2.5 6 18.0 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

2 8.3 8.7 2.6 15 17.3 8.0 26 10.9 47 61 270 1.5 690 7.4 0.26

3 8.2 8.6 2.5 10 17.5 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

4 8.1 8.3 2.1 1 17.3 7.6 25 13 88 62 340 1.6 920 11 0.23

※環境基準が改正されたため、令和４年度より大腸菌群数（MPN/100mL）に変わり大腸菌数（CFU/100mL）を調査。

年

度

水　　　　　　　　　　　　　質 底　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　質
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６．自動車騒音常時監視調査結果 
 

（１）環境基準の達成状況（道路種類別） 

表６－１ 道路種類別の面的評価結果（戸数） 

 

表６－２ 道路種類別の面的評価結果（割合） 

 

住居等

戸数

①＋②＋

③＋④

（戸）

昼夜とも

基準値

以下

①

（戸）

昼間のみ

基準値

以下

②

（戸）

夜間のみ

基準値

以下

③

（戸）

昼夜とも

基準値

超過

④

（戸）

住居等

戸数

①＋②＋

③＋④

（戸）

昼夜とも

基準値

以下

①

（戸）

昼間のみ

基準値

以下

②

（戸）

夜間のみ

基準値

以下

③

（戸）

昼夜とも

基準値

超過

④

（戸）

住居等

戸数

①＋②＋

③＋④

（戸）

昼夜とも

基準値

以下

①

（戸）

昼間のみ

基準値

以下

②

（戸）

夜間のみ

基準値

以下

③

（戸）

昼夜とも

基準値

超過

④

（戸）

高速自動車国道 7 7 0 0 0 5 5 0 0 0 2 2 0 0 0

都市高速道路

一般国道 1,283 1,206 50 0 27 440 405 16 0 19 843 801 34 0 8

都道府県道 1,365 1,365 0 0 0 514 514 0 0 0 851 851 0 0 0

４車線以上の市町村道

その他の道路

全体　　　（住居等戸数） 2,655 2,578 50 0 27 959 924 16 0 19 1,696 1,654 34 0 8

※道路種類別の集計では道路交差部の住居を重複集計しているため、全市の集計結果と住居数は一致しない場合がある。

道路種別

面的評価結果（全体） 面的評価結果（近接空間） 面的評価結果（非近接空間）

昼夜とも

基準値

以下

（％）

昼間のみ

基準値

以下

（％）

夜間のみ

基準値

以下

（％）

昼夜とも

基準値

超過

（％）

昼夜とも

基準値

以下

（％）

昼間のみ

基準値

以下

（％）

夜間のみ

基準値

以下

（％）

昼夜とも

基準値

超過

（％）

昼夜とも

基準値

以下

（％）

昼間のみ

基準値

以下

（％）

夜間のみ

基準値

以下

（％）

昼夜とも

基準値

超過

（％）

高速自動車国道 100.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0

都市高速道路

一般国道 94.0 3.9 0.0 2.1 92.0 3.6 0.0 4.3 95.0 4.0 0.0 0.9

都道府県道 100.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0

４車線以上の市町村道

その他の道路

全体　　　（割合） 97.1 1.9 0.0 1.0 96.4 1.7 0.0 2.0 97.5 2.0 0.0 0.5

道路種別

面的評価結果（全体） 面的評価結果（近接空間） 面的評価結果（非近接空間）

-
 3
3
 
-
 



（２）環境基準の達成状況（路線別） 

表６－３ 路線別の面的評価結果（戸数） 

 

表６－４ 路線別の面的評価結果（割合） 

 

 

住居等

戸数

①＋②＋

③＋④

（戸）

昼夜とも

基準値

以下

①

（戸）

昼間のみ

基準値

以下

②

（戸）

夜間のみ

基準値

以下

③

（戸）

昼夜とも

基準値

超過

④

（戸）

住居等

戸数

①＋②＋

③＋④

（戸）

昼夜とも

基準値

以下

①

（戸）

昼間のみ

基準値

以下

②

（戸）

夜間のみ

基準値

以下

③

（戸）

昼夜とも

基準値

超過

④

（戸）

住居等

戸数

①＋②＋

③＋④

（戸）

昼夜とも

基準値

以下

①

（戸）

昼間のみ

基準値

以下

②

（戸）

夜間のみ

基準値

以下

③

（戸）

昼夜とも

基準値

超過

④

（戸）

1 山陽自動車道 7 7 0 0 0 5 5 0 0 0 2 2 0 0 0

2 一般国道２号 168 92 50 0 26 46 11 16 0 19 122 81 34 0 7

3 一般国道２５０号 1,115 1,114 0 0 1 394 394 0 0 0 721 720 0 0 1

4 県道坂越御崎加里屋線 799 799 0 0 0 334 334 0 0 0 465 465 0 0 0

5 県道赤穂佐伯線 86 86 0 0 0 21 21 0 0 0 65 65 0 0 0

6 県道岡山赤穂線 41 41 0 0 0 14 14 0 0 0 27 27 0 0 0

7 県道赤穂港線 228 228 0 0 0 80 80 0 0 0 148 148 0 0 0

8 県道周世尾崎線 211 211 0 0 0 65 65 0 0 0 146 146 0 0 0

一

連

番

号

路　　線　　名

面的評価結果（全体） 面的評価結果（近接空間） 面的評価結果（非近接空間）

昼夜とも

基準値

以下

①

（％）

昼間のみ

基準値

以下

②

（％）

夜間のみ

基準値

以下

③

（％）

昼夜とも

基準値

超過

④

（％）

昼夜とも

基準値

以下

①

（％）

昼間のみ

基準値

以下

②

（％）

夜間のみ

基準値

以下

③

（％）

昼夜とも

基準値

超過

④

（％）

昼夜とも

基準値

以下

①

（％）

昼間のみ

基準値

以下

②

（％）

夜間のみ

基準値

以下

③

（％）

昼夜とも

基準値

超過

④

（％）

1 山陽自動車道 100.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0

2 一般国道２号 54.8 29.8 0.0 15.5 23.9 34.8 0.0 41.3 66.4 27.9 0.0 5.7

3 一般国道２５０号 99.9 0.0 0.0 0.1 100.0 0.0 0.0 0.0 99.9 0.0 0.0 0.1

4 県道坂越御崎加里屋線 100.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0

5 県道赤穂佐伯線 100.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0

6 県道岡山赤穂線 100.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0

7 県道赤穂港線 100.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0

8 県道周世尾崎線 100.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0

一

連

番

号

路　　線　　名

面的評価結果（全体） 面的評価結果（近接空間） 面的評価結果（非近接空間）

-
 3
4
 
-
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